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凶事件名 判示事項あるいは判決要旨

いわゆる新65期司法修習生であっ

たXlらが，①裁判所法の改正によ

り，その修習期間中，国庫から一定額

の給与を受ける制度（し、わゆる給費

節IJ)が廃止されたことは，給費制若し

くは司法修習における給費の支給を

受ける権利を保障した憲法の規定に

違反し，又は，給費を受けられる司法

司法修習 ｜修習生及び裁判所書記官研修生との

生の給費 l関係において平等原則に違反するも

裁判所
｜裁判年月日｜ベーン

事件番号

制廃止違 lのであって違憲無効であるとしてしl東京高裁 ｜ I 739 
3 I I I I 30. s. 16 I 

憲国家賠lた，改正前の裁判所法67条 2項に基／29（ネ）41s1/ I 0) 
償等請求lづく給費支払請求，②裁判所法の改

控訴事件l正という立法行為及び同改正後に給

費制を復活させなかった立法不作為

が違法で、あるとしてした国家賠償法

1条 1項に基づく国家賠償請求，③

司法修習生がその修習に従事するこ

とは憲法29条 3項の 「公共のために

用ひる」ことに該当するとしてした

同項に基づく損失補償請求が，いず

れも棄却された事例
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裁判（行政3) 739 ( 1) 

裁 判

行政事件

3 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求控
訴事件

（東京高裁平成29年（ネ）第4781号平成30年5月16日判決）

（控訴人） X1 （編注 ・仮名）ほか75名

（被控訴人）国

（参 考）本件は， X1 ほか73名が上告及び上告受理申立て中（最高裁第

二小法廷平成30年（オ）第1231号，同（受）第1511号）

第 1審東京地裁平成25年（ワ）第20444号平成29年9月

27日判決訟務月報本号767ページ

判示事項

いわゆる新65期司法修習生で、あったx，らが，①裁判所法の改正により，

その修習期間中，国庫から一定額の給与を受ける制度（いわゆる給費制）

が廃止されたことは，給費制若しくは司法修習における給費の支給を受け

る権利を保障した憲法の規定に違反し，又は，給費を受けられる司法修習

生及び裁判所書記官研修生との関係において平等原則に違反するものであ

って違憲無効であるとしてした，改正前の裁判所法67条2項に基づく給費

支払請求，②裁判所法の改正という立法行為及び同改正後に給費制を復活

させなかった立法不作為が違法であるとしてした国家賠償法 1条 1項に基

づく国家賠償請求，③司法修習生がその修習に従事することは憲法29条3

項の「公共のために用ひる」ことに該当するとしてした同項に基づく損失

補償請求が，いずれも棄却された事例

判決要旨

（略）
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740 ( 2）裁判（行政3)

［参照］憲法13条後段， 14条1項， 22条1項， 25条1項， 27条1項， 29条3項国家賠償法

1条1項，裁判所法（平成16年法律第163号による改正前のもの） 67条2項

一一（解説）

1 事案の概要

本件は，いわゆる新65期司法修習生であったXIら（原告・控訴人）

が，国（被告・被控訴人）に対して，主位的請求として，①平成16年

法律第163号による裁判所法の改正（以下「本件改正jとしづ。）前裁

判所法（以下「旧法Jといい，本件改正後の裁判所法を「本件改正法」

としづ。） 67条2項により，司法修習生が「その修習期間中，国庫か

ら一定額の給与を受けるj制度（以下， 「給費制Jとし、い，国庫から

支給される金員を総称して「給費」としづ。）が廃止されたことは，

給費制ないしXIらの司法修習における給費を受ける権利（以下「本件

権利Jとしづ。）を保障した憲法の規定に違反し又は憲法に定める平

等原則に違反するもので，本件改正は違憲無効であると主張して，旧

法67条2項の給費支払請求権に基づき，本件改正前に支給されていた

給与の一部の支払を求めるとともに，②本件改正という立法行為及び

本件改正後に給費制を復活しなかった立法不作為が国家賠償法（以下

「国賠法」としづ。）上違法であると主張して，本件改正前に支給さ

れていた給与額及び慰謝料額の一部の支払を求め，予備的請求として，

③司法修習生が司法修習に従事することは憲法29条 3項の「公共のた

めに用ひるJことに該当するとして，同項の損失補償請求権に基づき，

本件改正前に支給されていた給与額の一部の支払を求めた事案であ

る。

2 原判決の要旨

原判決は，要旨次のとおり判示して， XLらの請求をいずれも棄却し

た。

(1) 憲法違反の主張について

ア 給費制が憲法上保障された制度で、あるかについて

憲法は，法曹養成制度の在り方について何ら定めていない。憲法は，

国に対し，司法権が実効的に機能するために必要な司法権の担い手で
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裁判（行政3) 741 ( 3) 

ある法曹を養成することを要請していると解されるものの，給費制を

前提とした法曹養成制度まで、要請していると解することはできず，給

費制が憲法上保障された制度とはいえない。

イ 本件権利が憲法上保障された権利で、あるかについて

(7) 何ら憲法が法曹養成制度について定めていない以上，立法

事項として創設された法曹養成制度の結果から何らかの憲法上の権利

が基礎づけられているとはいえない。

（イ） 給費制は，修習専念義務の存在を前提に司法修習生が司法

修習に専念し，その実を上げることができるように立法政策上設けら

れた制度にすぎず，司法修習生は，自らが法曹資格を得るために国の

行う司法修習を受けて，司法権を担う法曹という高度に専門的な能力

が必要とされる資格を得るにふさわしい能力を習得すべき地位とい

う，いわば特殊な法的地位にあることから必然的に修習専念義務が生

じると解される。これが司法修習の本質から導かれる修習専念義務の

由来で、あって，司法修習生が公務員としての性格を有する，あるいは，

司法修習に従事することが公務に当たるということはできず，司法修

習生が公務員に準じる地位にあることを理由として本件権利が憲法上

保障されているとはいえない。

ウ 本件権利は，憲法13条， 22条 1項， 25条及び27条に根拠づけ

られるかについて

（ア） 憲法13条が法曹となるための司法修習を受けるときに給費

を受ける権利を認めたものであると解することはできない。

（イ） 憲法22条 1項に定める職業選択の自由が，自らが選択した

職業になるための必須の過程について，給費を受領しながら行うこと

ができることまで保障したものであるとは解されない。

（ウ） 旧法に基づいて支給されていた給与は，生活保障のためで

はなく，立法政策上支給されていたにすぎず， 「最低限度の生活」の

保障の趣旨ではないことは明らかで、あって，憲法25条の定める生存権

を保障する趣旨のものであるとはいえない。

（エ） 憲法27条 1項の「勤労Jをする者といえるためには，使用
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742 ( 4）裁判J（行政 3)

者の指揮監督下において労務の提供をする者であること，労務に対す

る対価を支払われる者であることを要するところ，司法修習は，法曹

という職業になるために受ける必須の教育課程であって，何らかの公

務を提供するものではなし、から，司法修習生に「労務の提供jはなく，

労務の対価を支払われるものでもなし、から，司法修習生が同項の「勤

労Jをする者であるとはいえない。

（オ） したがって，給費制ないし本件権利が憲法上保障されてい

ると解することはできないから，本件改正が違憲であるとはいえない。

エ憲法14条違反について

（ア） 司法制度改革全体の財政上の問題もあった中で，増加が予

定されている司法修習生への経済的支援について，財政的理由で給費

制を維持することは困難であると判断することに合理的な理由がない

とはし、えないし，給費制の代わりに導入された貸与制についてみても，

一般の貸与制度に比べて有利なものであり，修習専念義務等を踏まえ

ても，司法修習期間中の生活を維持することが可能なので、あって合理

的なものであるといえる。

（イ） そして，平成22年法律第64号による改正により，新64期生

（平成22年11月から平成23年12月まで司法修習を行った者）が給費を

受けることができ，新65期生は給費を受けることができなかったが，

これは実施時期に関する差異で、あって，その差異には合理的理由がな

いとはいえず，憲法14条1項違反はない。

また，新65期生と現行65期生との聞の差異は，給費節ljから貸与制へ

と移行しようとしづ過渡期において，その司法修習の開始時期の違い

によって，差異が生じた結果となったので、あり 3 新65期生の集合修習

と現行65期生の後期修習が同一時期にほぼ同内容で行われていたとし

ても，給費の有無という両者の差異について合理的理由がないとはい

えない。

裁判所書記官研修生との差異については，裁判所書記官研修生は，

裁判所職員としての身分を有し，将来，裁判所書記官として裁判所に

おける職務に就くことが予定されているのに対し，司法修習生は，国

訟務月報65巻5号
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家公務員としての身分を有さず，将来，国の事務に就くことが予定さ

れているわけではないという点で両者に差異があり，給与の有無もか

かる差異に基づくものであるといえるから，両者の差異に合理的理由

がないとはいえず，憲法14条1項に違反しているということはできな

(2) 国家賠償請求について

既に述べたとおり，給費制又は本件権利はいずれも憲法上保障され

た制度ないし権利ではなく，また，給費制を廃止した立法行為がXlら

と新64期生，現行65期生ないし；裁判所書記官研修生との間で憲法14条

1項違反を生じさせるものではなし、から， xlらに憲法上保障されて

いる権利を何ら侵害し，文は，平等原則に違反するものでもない。し

たがって，本件改正としづ立法行為及び本件改正後に給費制を復活さ

せなかった立法不作為は国賠法上違法で、あるとはいえない。

(3) 損失補償請求（憲法29条3項）について

憲法29条3項が定める損失補償は，私人の意に反して強制的に私有

財産を公共のために用いる場合に関する規定であるところ，司法修習

生となることは当該個人の意思に基づくものであり，同項が予定する

場合には当たらない。

また，司法修習生は，司法権の担い手を養成するとしサ社会公共の

利益のためという側面もあるものの，個々の司法修習生にとっては，

自らが望む法曹になるために必要な能力を身につけるために行うもの

で教育的要素が強し、し，司法修習に望むことは法曹になるという自己

実現のためで、あって，社会公共の利益のみのために，修習専念義務を

負って労働の機会を失うものではない。

したがって，司法修習生が司法修習に従事することは「公共のため

に用ひること」には当たらず， xlらに損失補償請求権はない。

3 本判決の要旨

原判決を不服として， xlらが控訴したところ，本判決は， xlらの

追加主張について，要旨以下のとおり判断を付加したほか，原判決の

判断を維持してXiらの控訴を棄却した。
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744 ( 6）裁判（行政3)

なお， Xiらの追加主張は，平成29年法律第23号による改正裁判所法

（以下「平成29年改正法Jとしづ。）において新65期生ないし新70期

生ら従前の貸与制下の司法修習生を救済するための措置が何らされな

いこと（立法不作為）により，憲法上保障されたXIらの給費を受ける

権利が侵害され，この立法不作為が国賠法上違法であるとの主張であ

った。

(1) 司法修習の具体的な在り方については，立法裁量が認められる

ところ，新たな給付制度を創設した平成29年改正法は，法曹志望者が

大幅に減少している状況を踏まえて法曹人材確保の充実強化の推進等

を図る必要があることから，修習給付・金を支給することにしたもので

あり，その立法理由や立法の内容が直ちに違憲違法となるような不合

理なものとは認められないことからすれば，同法の施行時に既に司法

修習を終了していたXiらが同法の対象とされないことが直ちに違憲

違法となるものでないことは明らかである。

(2）給費制ないし本件権利は，憲法上保障されたものではなく，法

曹養成の方法やそのための制度の具体的内容をどうするかといった事

柄については，立法府の政策的な判断に委ねられていて， xlら新65期

生と71期生以降の司法修習生との問の扱いの差異が合理的な理由によ

るものか否かは，上記裁量を前提に判断されるべきことになる。

この点，平成29年改正法は，新たに司法修習生として採用される者

を対象にした立法であるから，新65期生から70期生までの司法修習生

に修習給付金が支給されないことが直ちに不合理とは解し難し、上，平

成29年改正法制定時における検討・議論の状況を踏まえれば，新65期

生から70期生までの司法修習生を修習給付金の対象としないとした平

成29年改正法の内容に合理的理由がないとはし、えず，立法裁量を逸脱

し憲法14条 1項に反するとは認められない。

4 本判決の検討

(1) はじめに

旧法67条2項本文は， 「司法修習生は，その修習期間中，国庫から

一定額の給与を受ける。 Jと規定し，本件改正により給費制が廃止さ
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れるまでの間，司法修習生に対しては，国庫から給与が支給されてい

た。その後，本件改正により給費制に代わって貸与制が導入され， XI 

ら新65期以降の司法修習生には，給費制に基づく給与は支給されない

こととなった。さらに，平成29年改正法により， 「修習給付金」とい

う新たな給付制度が創設されたが，同法の施行前に採用され，同法施

行後も引き続き修習をする司法修習生については，同法の規定は適用

されないこととされた。

そのため，新65期生から70期生までの司法修習生には，旧法に基づ

く給与及ひ、平成29年改正法に基づく修習給付金のいずれも支給されな

い，いわば立法政策の変更に伴う狭間に位置することとなり，本件と

同様の訴訟が全国各地で提起されることとなった。

なお，本判決は，主要な争点について原判決の記載を引用するもの

であり，以下の解説も，当該引用部分に係るものである。

(2) 給費制ないし本件権利が憲法上保障されているか否かについて

本件では，給費制ないし本件権利が憲法上保障されているか否かが

問題となったが，司法修習生の給与（給費制）の性質について，本件

改正以前から，最高裁判所判決は次のような理解を示していた。すな

わち，最高裁判所昭和42年4月28日第二小法廷判決（民集21巻3号759

ページ。以下「最高裁昭和42年判決」としづ。）は，司法修習を終え

て弁護士となった上告人が，司法修習生は国家公務員等退職手当法に

いう国家公務員又はこれに準ずる者に当たると主張し，退職手当金の

支払を求めた事案につき， 「司法修習生は， （中略）修習期間中は，

国庫から一定額の給与を受けるほか，暫定手当，扶養手当等の諸手当

や（中略）旅費の支給を受けることになっており（中略），兼職を禁

止され（中略），修習にあたって知り得た秘密を漏らしてはならない

義務を負い（中略），一定の事由があるときは，その意に反して罷免

される（中略）こととなっている。しかし，これらのことはすべて，

司法修習生をして右の修習に専念させるための配慮、ないしはその修習

が秘密事項に関することがあるための配慮にすぎないのであり，司法

修習生の勤務形態が国の事務に従事する職員に類似し又はこれに準ず
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746 ( 8）裁判（行政 3)

る形式ないし実態があるからではない。 Jと判示し，司法修習生の給

与が，修習に専念させるなどのための配慮、にすぎないことを明らかに

していた。

本判決も，憲法は，給費制を前提とした法曹養成制度まで憲法上要

請していると解することはできず（前記2(1）ア），給費制は，修習専

念、義務の存在を前提に司法修習生が司法修習に専念し，その実を上げ

ることができるように立法府が立法政策上設けた制度にすぎない（前

記2(1）イ（イ））と判示しており，上記最高裁昭和42年判決と同様の理解

を前提にした上で，給費制ないし本件権利が憲法上保障されていると

はいえないと結論づけたものと解される。

(3) 憲法14条1項違反の有無について

憲法14条1項は，法の下の平等を定めた規定であるが，国民に対し絶

対的な平等を保障したものではなく，合理的理由のない差別を禁止す

る趣旨であり，事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づく区別は同

項に違反するものではない（最高裁昭和39年5月27日大法廷判決・民

集18巻4号676ページ及び最高裁昭和48年4月4日大法廷判決・刑集27

巻3号265ページ）。

この点について， Xlらは，前記（1）で述べた給与等の有無に係る差

異，すなわち， xlら新65期生は給費を受けられず，新64期生，現行65

期生及び71期生以降の司法修習生並びに裁判所職員として採用された

裁判所書記官研修生については給与等が支給されるとし、う差異が合理

的理由のない差別に当たるとして，憲法14条1項が定める平等原則に

違反し，本件改正が違憲であるとの主張をしていた。

これに対し，本判決は， 「給費制ないし本件権利は，憲法上保障さ

れたものではなく，法曹養成の方法に関しし、かなる制度を採用するか，

当該制度の具体的内容をどのようなものにするかといった事柄につい

ては，立法府の政策的な判断に委ねられている。この中で司法修習に

かかる負担を軽減するために，経済的支援をするか否か，するとして

もどのような方策を講じるかについても，経済的・社会的条件，一般

的な国民生活の状況，国家の財政事情，他の政策等を踏まえて検討さ
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れる必要があり，立法府の政策的な判断に委ねられて」いるとし， Xl 

らと新64期生，現行65期生及び71期生以降の司法修習生並びに裁判所

書記官研修生との聞の区別に合理的理由があるか否かは，立法府の裁

量を前提に判断すべきとした上で，本件改正に至るまでの議論の状況

を踏まえ，また，給費制の代わりに導入された貸与制の具体的な内容

が，司法修習期間中の生活の基盤を確保するのに合理的な内容である

と認定しこれらの区別には合理的理由がないとはいえず，憲法14条

1項に反するとは認められないと判示した。

司法修習生の給与の性質は前記（2）で述べたとおりであり，本判決も，

給費制ないし本件権利が憲法上保障されているとはいえないと結論づ

けているところではある。しかしながら，本判決も指摘するとおり，

X lらには，立法政策の変更に伴う本件改正法と平成29年改正法との

狭間に位置したことによる不利益があることは否定できない以上，こ

のような区別が合理的な理由に基づくものであるかどうかは吟味され

る必要があり，本判決も，上記のとおり，立法政策の変更についての

合理的な理由の有無や，代償措置の内容の合理性について，詳細な検

討を行った上で結論を導いたものと解される。

(4) 小括

司法修習生の給費制廃止をめぐる訴訟は，全国的な展開を見せて

いるところ，本判決は，高等裁判所の判断としては初めてのものであ

り，実務において参考になるものと思われることから紹介する。

主文

1 本件控訴をいずれも棄却する。

2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実及び理由

第 1 控訴の趣旨

1 原判決を取り消す。

2 被控訴人は，控訴人らに対し，各 1万円を支払え。

（佐々木俊介）
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3 仮執行宣言

第2 事案の概要（略語は，新たに定義しない限り，原判決の例による。以

下，本判決において同じ。）

1 本件は，いわゆる新65期の司法修習生（新65期生）で、あった控訴人ら

が，被控訴人に対し，①主位的請求原因として，（了）平成16年法律第163号によ

る改正（本件改正）前裁判所法（旧法） 67条2項で定められていた司法修習

生が修習期間中に国庫から一定額の給与を受ける制度（給費制）を本件改正

によって廃止したことが給費制若しくは控訴人らの司法修習における給費を

受ける権利（本件権利）を保障した憲法の規定に違反し又は憲法の定める平

等原則に違反することなどから，本件改正は違憲無効であると主張し，旧法

67条2項の給費支払請求権に基づき，控訴人らそれぞれにつき，前記給与の

一部である5000円の各支払を求めるとともに，（イ）本件改正という立法行為及

び本件改正後に給費制を復活しなかった立法不作為が国家目剖賞法（国賠法）

上違法であると主張して，国家目酎貰請求権に基づき，控訴人らそれぞれにつ

き，前記給与及び慰謝料の合計額の一部5000円の各支払を求め，②予備的請

求原因として，憲法29条3項が，人が取得した財産を処分する自由のみなら

ず，人が財産を取得形成することにかかる権利も補償していると解されると

ころp 司法修習生が司法修習に従事し，修習専念義務や兼業禁止義務が課さ

れることが同項の「公共のために用ひるj ことに該当すると主張し，同項の

損失補償請求権に基づき，控訴人らそれぞれに前記給与の一部1万円の各支

払を求める事案である。

2 原審は，給費制ないし本件権利が憲法上保障されているとはし、えず，

法曹養成制度は立法事項として立法府の裁量に委ねられていて，立法裁量に

より法科大学院の導入と本件改正等を内容とする法曹養成制度の改正を決定

し，その代替措置として貸与制が設けられたこと等に鑑みれば，本件改正が

平等原則（憲法14条）等に違反するとはし、えないし，また，本件改正が合憲

であることからすれば，本件改正及び給費制をその後復活させなかったこと

が国賠法上違法になるとはいえず，さらに，控訴人ら司法修習生が「公共の

ために用ひj られている（憲法29条3項）とはいえず，同項による損失補償

請求も認められなし、から，控訴人らの各請求はいずれも理由がないとして，
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控訴人らの各請求をいずれも棄却した。

これに対し，原判決を不服とする控訴人らが木件控訴を申し立てた。

なお，原審原告らのうち， A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, 

L, M, N, 0, P, Q, R, S, T, U, V, W, AA, AB, AC, A 

D, AE, AF, AG, AH, A I, A J, AK, AL, AM, AN, AO, 

AP, AQについては，原判決に控訴せず，又は控訴を取り下げたことから，

同人らの請求は当審における審理の対象とはならない。

3 前提事実，関係法令，争点及び争点に対する当事者の主張は，次のと

おり付加訂正し，後記4のとおり当審における当事者の主張を付加訂正する

ほかは，原判決の「事実及ひ理由jの「第2 事案の概要」 2ないし5 （原

判決） 2頁19行目（編注・訟務月報本号（以下月報巻号省略） 768ページ9行

目）から65頁8行目〈編注・ 815ページ18行目）まで。別紙を含む。）に記載

のとおりであるから，これを引用する。

(1）原判決3頁23行目（編注・769ページ8行目から 9行目）の「改正前のj

及び24行目（編注・ 769ページ10行目）の「改正後のJの次にいずれも「司法

試験法に基づく」を， 4頁4行目（編注・ 769ページ15行目〉の「略して呼称

する。」の次に「なお，旧司法試験は， 66期以降は実施されなくなったので，

それ以後の司法修習生については3 「現行」， 「新Jを付さずに，例えば，

「70期司法修習生Jについては， 「70期生j と略して呼称する。 Jを，それ

ぞれ加える。

(2）原判決4頁16行目（編注・ 769ページ27行目）の「裁判所jの次に「で

の4か月（民事裁判及び刑事裁判で各2か月） Jを加え， 21行目〈編注・ 770

ページ2行目）の「各分野別実務修習中」を「分野別実務修習中」と改める。

(3）原判決6頁8頁（編注・771ページ8行目）の「裁判所法の改正jを「裁

判所法の一部を改正する法律Jと改め， 9行目（編注・ 771ページ9行目〉の

「改正による」の次に「改正後のJを加える。

(4）原判決10頁5行目（編注・ 774ページ13行目）の「損失補償請求権jを

「憲法29条3項に基づく損失補償請求権」と， 16頁25行目（編注・ 779ページ

13行目〉の「認めうるJを「認め得る」と，それぞれ改める。

(5）原判決22頁14行目（編注・ 783ページ16行目から17行目）の「配属地に
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おける司法修習Jを「配属地における裁判所及び検察庁での分野別実務修習」

と， 24頁13行目（編注・ 784ページ29行目）の「給与Jを「「給与」」と，そ

れぞれ改める。

(6）原判決29頁3行目（編注・ 788ページ16行目）の「裁判所法」を「昭和

22年裁判所法Jと改める。

(7）原判決31頁20,21行目〈編注・ 790ページ13行目から14行目）の「裁判

所法改正案（以下「平成29年改正法Jとしづ。）が可決された。 Jを「裁判

所法の一部を改正する法律案（以下「平成29年改正法案j としづ。）が可決

された（平成29年法律第23号。以下，成立後の同法を「平成29年改正法Jと

いう。）。」と改める。

(8）原判決45頁15行目（編注・ 800ページ23行目〉の「生活費等として， J

を削り， 16行目（編注・ 800ページ24行目）の「13万8000円」の次に「の生活

費をjを加え， 17行目（編注・ 800ページ25行目）の「生活費を要しJを「生

活費を，それぞれ要しJと改める。

(9）原判決46頁5行目（編注・ 801ページ8行目）の「要請」を「養成」と

改める。

同原判決56頁16行目（編注・ 809ページ6行目〉の「損失補償請求権」を

「憲法29条3項に基づく損失補償請求権」と改める。

4 当審における当事者の主張

(1）控訴人ら

ア 平成29年改正法における立法不作為による給費を受ける権利の侵害

（当審における追加主張）

（了）給費制が法曹による国民のための権利擁護を目的としていることから

すれば，給費の支給は，単に修習中の保障にとどまらず，修習後に法曹とし

て十分に活動する上で支障を生じさせないことをも保障しているところ，無

給又は貸与による借金を原因として法曹としての活動に弊害が生じている場

合には，その弊害を排除するための方策が速やかに行われる必要がある。そ

して，貸与制による貸与金（修習資金）の返済開始が平成30年 7月から始ま

る中で，明確な弊害が発生しているにもかかわらず，何らの措置がされずに

放置されることは，控訴人らに対する新たな権利侵害に当たる。
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（イ）すなわち，内閣は，平成29年2月3日，平成29年改正法案を閣議決定

し同法案には，同年11月 1日以降に採用される司法修習生に対し，司法修

習期間中，修習給付金を支給することを内容とするものであり，同法案を審

議した衆議院法務委員会では，同法案には，貸与制下で司法修習を行った者

に対する救済措置がない点で問題があるとの多数の意見が述べられたが，同

年3月31日に同委員会で，同年4月4日に衆議院本会議で，同法案はそれぞ

れ可決された。また，同法案は，参議院法務委員会でも，貸与制下で司法修

習を行った者に対する救済措置を検討すべきとの多くの意見が述べられたに

もかかわらず，同月 18日に同委員会で，同月 19日に参議院本会議で，いずれ

も可決され，平成29年改正法が成立した。

平成29年改正法は，実質的に給費制の復活であり，司法修習生を国が給費

で育てるべきことが改めて法律で確認されたものである一方，以上のとおり，

貸与制下で司法修習をした新65期生から70期生までの者に対する救済の必要

性が具体的に指摘され，給費支給を受けられなかった者についての弊害が具

体的に認識されていたことが明らかであるのに，これを放置し，救済措置を

設けなかったことからすれば，給費を受ける権利のー態様に係る新たな権利

侵害に該当する。

イ 平成29年改正法制定時に救済立法をしなかったことによる新たな権利

侵害（当審における追加主張）

控訴人（編注・ 「控訴人」は「被控訴人」の誤りか）は，平成29年改正法

の制定時に，新65期生から70期生までの司法修習生の救済の必要性が具体的

に議論され，新65期司法修習生で、あった者らについて，貸与の返済開始時期

（平成30年 7月）が迫り，被害が深刻化している状況が明白で、あったにもか

かわらず，同人らに対する救済立法をせず，控訴人らに法曹として基本的人

権擁護を担うとしづ人格的選択をできない状況を放置したことは，同人らの

人格的権利に対する新たな侵害行為に該当する。

ワ 控訴人らと71期生以降の修習生との聞の不合理な差別が憲法14条 1項

に違反すること（当審における追加主張）

平成29年改正法及び司法修習生の修習給付金に関する規則により， 71期生

以降の司法修習生は，修習給付金のうち，基本給付金及び住居給付金として，
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13か月分221万円が支給されることになるところ，前記の司法修習生と控訴人

ら65期生とが異なる点は， 71期生は，導入修習があり，アノレバイトができ，

司法修習生たるに値しない非行事由があるときは修習の停止が命じられ，文

は戒告されることがあることであり，これらは，給費を受ける必要性に変更

を生じさせるような違いではないにもかかわらず，給費（給付金）の支給の

有無という差別があり，そこに何ら合理性がないことからすれば，給費制の

廃止が憲法14条1項に違反することは明らかである。

エ原判決の憲法解釈の誤り

原判決は，下記（ア）ないし（オ）のとおり，憲法解釈を誤っている上，そもそも，

給費制又は本件権利は，憲法によって要請される本質的事項であるから，修

習年限やその具体的な実施要領等の細目的な事項はともかく，修習専念義務

と一体のもので、ある給費制は，上記要請に係る本質部分にかかる事項で，立

法裁量事項ではないし，仮に立法裁量があるとしても，本件改正に係る立法

事実がなく，それは，平成29年改正法が成立したことからも明らかであるか

ら，本件改正は裁量の逸脱であって，違憲違法である。

なお，原判決は，給費制廃止の違憲性判断において最も考慮すべき控訴人

らの被害実態を実体的に検討しないまま，給費制廃止に合理性があるなどの

判断をしており，審理不尽である。

(7）憲法13条について

控訴人らは，司法権の本質等として主張する司法修習生が給費を受ける権

利と，司法修習に取り組む人格権（法曹三者として基本的人権擁護を担うと

し、う人格的選択としての権利及びそのために修習に十分に専念するための人

格権）としての憲法13条の主張は区別して主張しており，憲法13条のみによ

り給費請求権を主張するものではない。すなわち，司法修習生は，憲法13条

に基づき，経済的生活的に安定した状況において安心して司法修習に取り組

む権利を有し，司法修習中，無給又は事実上の借金強制を受けることなく司

法修習に取り組む権利が認められるところ，給費制の廃止により，無給の修

習又は貸与制による事実上の借金を強制され，修習に十分に取り組むことが

できなくなり，前記権利を侵害されたものである。

その上，原判決は，控訴人らが，経済的生活的に安定した状況において安
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心して司法修習に取り組む権利を侵害されたことに係る具体的な被害実態に

ついて，何ら判断しておらず，審理不尽である。

（イ） 憲法22条1項について

司法修習の本質として導かれる修習専念義務による制約自体は合憲である

としても，これに伴い発生する経済的負担等は経済的事情による職業選択の

規制として機能し，これは，法曹となる職業選択の権利が重要な権利である

こととの対比から許容されないことはもちろん，憲法上明記された司法権を

担う法曹を養成するとし、う被控訴人の司法権確立義務及び司法修習の本質に

反し，許されないところ，原審は，かかる憲法22条1項の解釈適用を誤って

いる。

（ウ） 憲法25条1項について

大日本帝国憲法下で、の弁護士試補修習が無給で、あったことから，弁護士と

なる者について，経済的，生活的に困窮し， 一部の裕福な者しか弁護士にな

れない状況にあった弊害に鑑み，旧法67条2項において，給与支給等が規定

されたという歴史的経緯や，修習専念義務等の下における制約に対する給費

が果たしてきた役割等を踏まえると，前項は，司法修習生が修習に専念でき

る生活保障としての最低限度の生活を営むための憲法25条の趣旨を具体化し

たものであることは明らかである。そして，給費制が64年間継続し，制度と

して定着していたのに対し，当該制度の核心部分にマイナス方向に手を付け

る変更は，単なる立法政策の問題ではなく，その立法裁量も極めて厳格に審

査されるべきである（制度後退禁止原則）。したがって，同項に基づく給費

が，単に立法政策上支給されていたにすぎないとする原判決は誤りである。

（エ） 憲法27条1項について

憲法27条1項の「勤労Jをする者とは，労働基準法9条と同様，①事業又

は事業所に使用される者（使用従属性）で，②賃金を支払われる者，と解す

べきであり，控訴人らが，これらの要件を満たすことは原審において主張し

たとおりである。

これに対し，原判決は司法修習生に労務の提供はないなどとし，憲法27条

1項の「勤労Jをする者に当たらないと判示するが，司法修習生は，その修

習期間中，最高裁判所の定めるところにより，その修習に専念しなければな
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らない（裁判所法67条2項）などとされ，被控訴人から司法修習を受けるこ

と自体を職務として与えられていることからすれば，司法修習生が司法修習

を行うことは労務の提供に当たり，原判決は誤っている。

（オ） 憲法14条1項について

法曹養成の方法については，法曹が日本国憲法に規定された司法制度の担

い手として極めて重要な存在であることから，広い立法裁量を認めることに

は慎重でなければならず，特に，法曹となろうとする者の権利利益を制約す

る場合には，仮に立法裁量を認めるとしても，極めて限定された範囲でのみ

認められるものでしかない。

そして，給費制廃止に向けて集約された意見のうち，司法修習生に対する

給費制が公務員でない者に対する給費という点で極めて異例との意見は，司

法修習生が，裁判官・検察官・弁護士のいずれにもなることが予定された異

例の地位であることを捨象するもので，不合理なものであり，また3 法曹資

格取得のための受益者負担との意見についても，法曹が三権の一翼である司

法の担い手として必要不可欠であることから合理性を欠く意見であり，法曹

人口の増加も給費制の廃止を正当化し得ない。以上のとおり，給費制の廃止

に向けて集約された意見は，それ自体不合理なものであり，給費制の存廃に

関する意見を十分に収集・検討することなく，本件改正に係る法案を審議し

た国会における立法過程には，仮に裁量があるとしても逸脱濫用があること

は明らかである。

そして，貸与制が設けられたとしても，貸与された金員は返済が予定され，

法曹になった後に至るまで、法曹としての職務に重大な支障を及ぼすものであ

る。こうした点からすれば，給費を受けた新64期の司法修習生と控訴人ら新

65期生との差異が合理性を欠くことは明らかである。

また，新司法試験合格者である新65期生は，法科大学院への国庫補助によ

り間接的に国費の援助を受けたどころかZ，国家政策として設けられた法科

大学院に入学したことによって，多額の債務を抱えることになったので、ある

から，司法修習開始時における国庫による援助の必要性について，旧司法試

験合格者である現行65期生に比して，劣位に置かれるべき理由は全くないに

もかかわらず，原判決は，新司法試験合格者が法科大学院在学時に間接的に
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国庫の援助を受けていて旧司法試験合格者と異なるから，国庫からの給費の

有無に係る差異に合理的理由があるとするが，その評価には重大な誤りがあ

り，前記差異は憲法14条 1項に違反することは明らかである。

さらに，司法修習は，その実質に鑑みれば，司法に不可欠な人材を養成す

る点で，公務員である裁判書記官の養成課程たる研修と何ら異ならず，公務

員と同様に守秘義務や修習専念、義務を課されていることからすれば，司法修

習生は，公務員に準じる身分にあるところ，司法修習生と裁判所書記官研修

生との聞の給費の支給の有無という差異については何ら合理的な理由がなく，

憲法14条 1項に反していることは明らかである。

オ国賠法上の違法性

控訴人ら司法修習生の給費を受ける権利は，憲法上の様々な権利の総体で

あるところ，給費制を廃止する立法行為は，司法修習生への賃金（憲法27条

2項）又は報酬（憲法80条2項）をなくすものであり，控訴人らと，新64期

生，現行65期生及び裁判所書記官研修生との各間の平等権を明白に侵害して

いる上，本件改正以降，法曹の経済的状況が悪化し，法曹志願者が激減し，

給費制を廃止するなどしたことにより，控訴人らに重大な弊害が生じている

ことからすれば，被控訴人は，所要の立法措置をとることが必要不可欠であ

ったにもかかわらず，これを怠り，さらに，平成29年改正法において，新65

期生から70期生までの司法修習生に対する救済立法をしなかった立法不作為

は，控訴人らに憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要

の立法措置が必要であることが明白であるにもかかわらず，国会が正当な理

由なく，これを長期にわたって怠った場合に当たるから，国賠法上違法とな

ることは明らかである。

カ 憲法29条 3項の損失補償

司法修習生の採用は，行政官庁が一般私人を任命して公的業務に当たらせ，

その業務内容を法令により定めるという点で，公務員の任命と類似している

ことから，司法修習生になろうとする者の申込みを契機とし，同人の同意に

基づく，最高裁判所の行政行為に当たる。この点で，司法修習生になろうと

する者の意思に基づくから，強制的な収用等行政権力が行使される場面が存

在しないとしづ原判決の判断は誤りである。
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また，憲法29条3項の損失補償を要しない内在的制約とは，社会生活に内

在する義務に基づくものであるところ，司法修習は，原則として，司法試験

に合格した者のみを有資格者として，司法修習生に採用された者が従事する

もので，一般社会生活に当然に存在する行為ではない。したがって，司法修

習の内在的制約の有無及び内容を論じる必要がない上，内在的制約は内容が

不明確であり，また，人権に対する内在的制約は謙抑的に判断すべきである

にもかかわらず，原判決が，司法修習における権利制約を自ら司法修習生と

なることを選択したことによる内在的制約と判示したことは誤りである。

(2）被控訴人

ア (1）ア及びイについて

憲法は，司法修習生の給費制はもとより，司法修習の方法や在り方，さら

には法曹養成の方法や在り方に関する規定を何ら設けていないのであるから，

司法修習生に対する給費制が，憲法上要請されているとか，憲法の諸規定か

ら導かれるなどと解することはできず，法曹養成制度の具体的内容は，法律

事項として立法府の政策的な判断に委ねられていることは明らかである。し

たがって，控訴人らの（1）ア及びイの主張は，結局のところ，法制養成制度の

具体的内容に関する立法政策の当否を論ずるものにすぎず，何ら憲法上の問

題を生じさせるものではない。

イ (1）ウについて

憲法14条 1項は，差別すべき合理的な理由なくして差別することを禁止す

るものである。

ところで，平成29年改正法は，近年，法曹志望者が大幅に減少する中，法

曹人材確保の充実・強化の推進等を図るため，修習給付金制度を創設すると

ともに，貸与制の貸与額等を見直した上で，前記制度と併存させることとし

たものである。これは，本件改正と同様，司法制度全体に関して合理的な財

政負担を図る必要があること，公務に従事しない者に給与を支給することは

異例であることといった事情を考慮、した合理的な政策判断に基づくものであ

り，新65期生から70期生まで、の司法修習生が対象にされていないのは，同法

で創設された修習給付金が法曹人材確保の充実 ・強化の推進等を図ることに

あることからすれば，修習給付金は今後新たに司法修習生として採用される
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者を対象とすれば足りること，仮にこれらの司法修習生を対象とし，又はこ

れらの司法修習生に対して何らかの経済的措置を実施することとした場合，

貸与を受けていない者や基本貸与額以下の貸与を受けた者の扱いをどうする

かなどの制度設計上困難な問題が生じることなどを踏まえた合理的な政策判

断に基づくものである。

そうすると，新65期生から70期生までの司法修習生と71期以降の司法修習

生との取扱上の差異は，事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づく区別で

あるから，憲法14条1項に違反しおい。

なお，控訴人らは，修習給付金のうち，基本給付金及び住居給付金の13か

月分を合計すると221万円となるなどと主張するが，住居給付金は，司法修習

生が住居を借り受け，家賃を支払っている場合にのみ支給されるもので、あっ

て， 71期の司法修習生全員に支給されるものではない。

ウ (1）エないしカについて

控訴人らの主張は争う。

第3 裁判所の判断

1 当裁判所も，控訴人らの請求はし、ずれも理由がなく，棄却すべきもの

と判断する。その理由は，次のとおり付加訂正し，後記2において当審にお

ける当事者の主張に対する判断を示すほかは3 ［判示事項］ 原判決の「事実

及び理由Jの「第3 当裁判所の判断J1ないし7 （原判決65頁10行目（編

注 ・815ページ20行目）から105頁10行目（編注・ 846ページ27行目）まで）に

記載のとおりであるから，これを引用する。

(1）原判決65頁11行目（編注・ 815ページ21行目〉の「証拠」の次に「（枝

番号がある場合でも，特に断らない限り，枝番号は省略する。） Jを加え，

16行目（編注・ 815ページ25行目） , 19行目（編注・ 815ページ28行目） , 22 

行目（編注 ・816ページ1行目〉及び25行目（編注 ・816ページ3行目）の各

「判・検事」をいずれも「判事及び検事j と改める。

(2）原判決67頁25行目〈編注・817ページ16行目〉末尾に改行して次のとお

り加える。

「 司法修習では，司法研修所における集合修習のほか，全国各地に配属

されて，裁判所，検察庁，弁護士会で分野別実務修習及び選択型実務研
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修を行うが，その内容は概ね以下のとおりであった。」

(3）原判決68頁20行目（編注・818ページ5行目）の「破産再生部での講義，

債権者集会の見学」を「破産事件等の民事非訟事件についての講義，倒産事

件における債権者集会の見学Jと， 22行目（編注・ 818ページ7行目）の「調

停委員Jを「家事調停委員」と，それぞれ改める。

(4）原判決69頁4行目（編注・ 818ページ15行目）の「供述録取書等jの次

に「の案文」を加え， 9行目（編注・ 818ページ19行目）の「訴状」を「起訴

状Jと， 19, 20行目（編注・ 818ページ28行目から29行目）の「指導担当の弁

護士事務所Jを「指導担当の弁護士の法律事務所」と，それぞれ改める。

(5）原判決70頁17行目（編注・ 819ページ19行目）の「労働，医療，交通事

故Jを「労働，医療，交通事故に係る民事事件j と， 18行目（編注・ 819ペー

ジ19行目）の 「行政」を「行政事件Jと， 「倒産 ・執行Jを「倒産・執行 ・

保全等の民事非訟事件」と，それぞれ改める。

(6）原判決71頁 7行目（編注・ 820ページ3行目）を「なお，控訴人らは新

司法試験の合格者であることから，前期修習は実施されず，また，新60期生

及び68期以降の司法修習生については，司法修習の開始段階で導入修習が実

施された（く証拠略〉）。」と改める。

(7）原判決72頁 1行目（編注・ 820ページ20行目） 「考試」を「司法修習生

考試（以下「考試」としづ。） Jと改め， 73頁 3行目（編注・ 821ページ14行

目）の「なお，」から 4行目〈編注・ 821ページ15行目）末尾までを削る。

(8）原判決74頁8行目（編注・822ページ10行目）の「新64期生jの次に「ま

で」を加える。

(9）原判決74頁末行（編注・ 822ページ26行目）の「平成11年 6月9日法律

第69号jを「平成11年法律第68号」と改め， 75頁14行目（編注・ 823ページ9

行目）の「刑事司法」の次に「とj を加える。

側原判決76頁末行〈編注・ 824ページ12行目）から77頁 1行目（編注・ 824

ページ13行目）の「く証拠略〉」を削り， 3, 4行目（編注・ 824ページ15行目）

の「司法制度改革推進法Jの次に「（同年法律第119号。く証拠略〉）」を， 4

行目〈編注・ 824ページ16行目）の「容易にjの次に「より」を，それぞれ加

え， 18行目（編注・ 824ページ28行目〉の 「（く証拠略＞） Jを削る。

訟務月報65巻 5号

裁 判 （ 行 政 3) 759 ( 21) 

(11) 原判決78頁22行目（編注・ 825ページ24行目）の「く証拠略）Jを「く証

拠略）Jと改める。

山）原判決79頁19行目（編注・ 826ページ14行目から15行目）の「説明がさ

れた。」を「説明がされた（く証拠略〉）。 Jと， 21行目（編注・ 826ページ17

行自）の「裁判所法Jを「昭和22年裁判所法Jと，それぞれ改める。

(13）原判決81頁 1行目（編注・ 827ページ15行目）の「11月31日Jを「11月

30日」と， 17, 18行目（編注・ 827ページ30行目〉の「く証拠｜略）Jを「く証拠

略）Jと， 84頁4行目（編注・ 829ページ27行目）の「第一次取りまとめJを

「平成23年8月31日付け第一次取りまとめ（く証拠略〉）」と，それぞれ改め

る。

凶原判決85頁3行目（編注・ 830ページ19行目）の「〈証拠略）Jを「く証

拠略）Jと， 7行目（編注・ 830ページ23行目）の「設置された。 j を「設置

された（く証拠略〉）。 j と， 23, 24行目（編注・ 831ページ9行目）の「多く

出された。 j を「多く出された（く証拠略〉）。 j と，それぞれ改める。

同原判決86頁10行目（編注・ 831ページ20行目）の「単位弁護士会Jの次

に「等jを， 87頁5行目（編注・ 832ページ9行目〉の「く証拠略〉」の次に「，

く証拠略）Jを加える。

同原判決87頁6行目（編注・ 832ページ10行目）冒頭から21行目（編注・

832ページ22行目）末尾までを次のとおり改める。

「（ウ） （イ）の平成29年改正法案については，第193回衆議院法務委員会におい

て，法曹人材確保の充実強化の推進等を図るため，司法修習生に対し

修習給付金を支給する制度を創設することなどを目的とするものであ

るとの趣旨説明がされ，参考人からの意見聴取のほか，修習給付金の

課税上の扱い，給付金が給費制下よりも減額されている根拠等につい

て質疑がされ，その中で，新65期生から70期生までの司法修習生との

バランスについて，救済すべきとの指摘がある一方で，政府側からは，

同法案の趣旨から今後新たに司法修習生として採用する者を対象とす

れば足りると考えられることや上記の司法修習生の中には貸与を受け

ていない者もおり，その取扱いをどうするかといった困難な問題があ

るなどの説明がされた後，平成29年3月31日，全会一致で可決され，
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同年4月4日，衆議院本会議でも全会一致で可決された。

その後，同法案については，参議院に送られ，同月 18日，参議院法

務委員会において，政府側から，修習給付金制度が導入された背景事

由として，法曹志望者が大幅に減少しており，新たな時代に対応した

質の高い法曹を多数輩出していくためにも法曹志望者の確保が喫緊の

課題となっているところ，法曹人材確保の充実強化の推進等を図る必

要があることなどの説明がされ，それから，新65期生から70期生まで

の司法修習生のみが給付の対象外となってしまうことの是非，修習給

付金の支給と法曹志望者の増加との関係，給費制廃止の際の理由との

関係等について質疑がなされ，その中では，給付金が給費制下の給費

よりも減額されている点について，政府側から，給費市IJから貸与制に

移行した前提は失われておらず，貸与制も併存し，修習給付金で不足

する場合には，引き続き貸与も受けられることから給費制と修習給付

金の額を一概に比較できないなどの説明がされた後，同委員会でも全

会一致で可決され，同月 19日に木会議で可決され，同月26日，平成29

年改正法（同年法律第23号）が成立した。

なお，平成29年改正法については，同年11月 1日から施行されるこ

ととされ，平成29年改正裁判所法67条の 2の定めは次のとおりである

が，平成29年改正法施行前に採用され，同法施行後も引き続き修習を

する司法修習生については，平成29年改正裁判所法67条の2の規定は

適用されず，平成29年改正法施行前に採用された司法修習生の修習資

金（同法により 「修習専念資金」と呼称、が改められた。）については，

なお従前の例によることとされた（同法附則 2, 3条。 く証拠略〉）。 j

~7）原判決88頁20行目（編注 ・ 833ページ14行目〉の末尾に改行して次のと

おり加える。

「（工）最高裁判所は，平成29年改正法を受けて，平成29年 8月4日，次の

ような内容を含む「司法修習生の修習給付金の給付に関する規則J（同

年最高裁判所規則第3号）を定めた。

なお，前記規則は，平成29年11月 1日から施行することとされると

ともに，この規則の施行前に採用された司法修習生について適用しな
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いものとされた（附則 1, 2条） 。

（基本給付金及び住居給付金の支給）

第 1条 基本給付金（裁判所法（昭和二十二年法律第五十九号。以

下「法Jとしづ。）第六十七条の二第二項に規定する基本給

付金をしづ。以下同じ。）及び住居給付金（同項に規定する

住居給付金をしづ。以下同じ。）は，給付期間（同条第一項

に規定する修習のため通常必要な期間として最高裁判所が

定める期間（以下「通常修習期間Jという。）をその開始の

日（以下「開始日 j という。）又は各月において開始日に応

当する通常修習期間内の日（開始日に応当する日がない月に

おいては，その月の末日）から各翌月の開始日に応当する日

（開始日に応当する日がない月においては，その月の末日）

の前日（当該前日が通常修習期間内にないときは，通常修習

期間の末日）までの各期間に区分した場合における当該区分

によるーの期間をいう。以下同じ。）ごとに支給する。

（基本給付金の額）

第2条 基本給付金の額は， ーの給付期間につき十三万五千円とす

る。ただし，通常修習期間の末日の属する給付期間の基本給

付金の額は，当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日

に応当する日（開始日に応当する日がない月においては，そ

の月の末月。以下同じ。）の前日までの期間を加えた期間の

現日数を基礎として，日割りによって計算する。

（以下，略）

（住居給付金の額等）

第4条（略）

2 住居給付金の額は，ーの給付期間につき三万五千円とする。

ただし，通常修習期間の末日の属する給付期間の住居給付

金の額は，当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日

に応当する日の前日までの期間を加えた期間の現日数を基

礎として，日割りによって計算する。
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762 ( 24）裁判（行政 3)

（以下，略） J 

仰）原判決91頁16行目（編注・ 835ページ22行目）の「言うjを「いう」と

改め， 23行目（編注・ 835ページ29行目）の「憲法上， jの次に「裁判官の独

立を確実なものとするため，裁判官の報酬は憲法79条6項及び80条2項で保

障されているものの， jを， 25行目（編注・ 835ページ30行目から836ページ

1行目）の「有さないのであるから， Jの次に「仮に控訴人らが主張するよ

うに，」を，それぞれ加える。

同原判決92頁14行目（編注・ 836ページ16行目〉の「前提事実（4)Jの次に

「及び本判決で付加訂正の上で引用する原判決（以下「原判決」としづ。）

第3・1の認定事実（以下「認定事実Jとしづ。） (2）」を， 15行目（編注・

836ページ17行目）の「司法修習は，」の次に「法曹に必要な能力を養成する

ため，臨床教育課程として行われるものであり， Jを，それぞれ加える。

(20）原判決92頁19行目（編注・ 836ページ21行目）から24行目（編注・ 836

ページ25行目〉までを次のとおり改める。

「 そこで，修習専念義務について検討するに，証拠（く証拠略〉）によれば，

以下の事実が認められる。すなわち，司法修習は，司法修習生が法曹資格を

取得するために国が法律で定めた職業訓練課程であり，高度の専門的実務能

力と職業倫理を備えた質の高い法曹を確保するために必須な臨床教育課程と

して，実際の法律実務活動の中で実施されるところ，最高裁判所がその基本

的内容を定め，司法修習生が司法修習を修了しないと法曹資格が与えられな

いものであるから，司法修習生は，修習過程で用意されているカリキュラム

に出席し，その教育内容を全て履修することが本来要請されている。司法修

習生は，指導に当たる法曹と同様の姿勢で法律実務の修習に努め，その専門

的な実務能力を酒養するとともに，法曹と同様な職業倫理の習得に努めるこ

とが期待され，かっ，それが重要である。そして，司法修習が実際の法律実

務活動の中で実施される臨床教育課程で、あることから，法曹同様，それぞれ

の立場で求められる中立性・公正性を保ち，利益相反行為を避けることが求

められているのであって，司法修習を効果的に行うために法曹の活動を間近

で体験，経験する機会が与えられることから，法曹実務家同様の姿勢で修習

に専念することが求められる。
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修習専念、義務は，こうしたことから，司法修習の本質から求められるもの

で、あって，給費制に基づく給与と何ら対価関係に立つものではない。そして，

給費制は，以上のとおり，司法修習生に修習専念義務があることを前提に，

司法修習生が司法修習に専念し，その実を上げることができるように，立法

府が，認定事実（1）イのとおりの昭和22年裁判所法制定当時の社会情勢を踏ま

えて，立法政策上設けた制度にすぎない（く証拠略〉）。 J

白1）原判決93頁2, 3行目（編注・ 836ページ29行目）の「そのような法的

地位Jから 5行目（編注・ 837ページ1行目）の「前述したとおり， Jまでを

削る。

凶原判決94頁2行目（編注・837ページ24行目〉末尾に次のとおり加える。

「そうした権利が認められない以上，その権利を侵害されたことに係る具

体的な被害実態についての判断の要を見ないことは明らかである。 j

~3）原判決94頁19行目（編注・ 838ページ 9行目から10行目）の「分野別実

務修習自体がJを「認定事実（2）ア及びイ（ア）のとおり，分野別実務修習は，実

I 際の法律実務活動の中で行われる臨床教育課程として， Jと改める。

凶原判決95頁2行目〈編注・ 838ページ19行目〉の「生活保障のためでは

なく Jを削除し， 4行目（編注・ 838ページ20行目から21行目）の「月額20万

4200円であり， Jの次に「日本育英会の有利子奨学金の貸与月額約13万円（く

証拠略〉）に比較すれば明らかなように，」を加える。

岡原判決95頁10行目（編注・ 838ページ26行目）末尾に改行の上，次のと

おり加える。

「 控訴人らは，制度後退禁止原則と称して，給費制が64年間継続し，制度

として定着していたのに対し，当該制度の核心部分にマイナス方向に手を付－

ける変更は，単なる立法政策の問題ではなく，その立法裁量も極めて厳格に

審査されるべきであると主張する。しかしながら，原判決第3・2(1）イで判

示したとおり，司法権が三権分立の下で実効的に機能するための必要かつ適

切な法曹養成の在り方は，時代の変化とともに変化する必要があり，かっ，

実際にも変化するものであり，一義的に定まるものではないから，控訴人ら

が主張する制度後退禁止原則は独自の見解であり，採用し難い。 J

凶原判決95頁18行目〈編注・ 839ページ3行目）の「司法修習は， jの次
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に 「原判決の認定事実（2）アのとおり， Jを加える。

間原判決96頁12行目（編注 ・839ページ20行目）の 「行し、うるJを「行い

得るJと， 15行目（編注 ・839ページ23行目〉の「専ら」から16行目（編注 ・

839ページ24行目）の「あったとしても，」までを「，専ら自ら選択した法曹

になるために受ける教育目的のためであり ，仮に事実上司法修習生による作

業の結果の一部を司法修習担当の法曹が利用することがあったとしても， j

と18,19行目（編注・839ページ26行目〉の「改正前裁判所法Jを「旧法Jと，

それぞれ改める。

闘原判決97頁1行目（編注・840ページ4行目〉の「特殊な地位にあり， j

の次に「裁判所書記官養成課程にある裁判所職員を含め， Jを加える。

岡原 判決100頁12行目（編注 ・842ページ26行目から27行目〉の「経過し

た日までと猶予され，」を「経過するまで猶予され，その後， Jと改める。

2 当審における当事者の主張に対する判断

(1）ア 控訴人らは，平成29年改正法において新65期生を救済するための措

置が何らされないこと（不作為）により控訴人ら新65期生の給費を受ける権

利が侵害された（第2・4(1）ア）とか，平成29年改正法制定時に救済立法を

しなかったことにより，控訴人らが法曹としての基本的人権擁護を担うとし、

う人格的選択をできない状況を放置したから，その人格的権利への新たな侵

害に当たる（同イ）などと主張する。

イ しかしながら，給費制及び本件権利を憲法上保障されたものと解する

ことができないことは，原判決第3・2(1）及び（2）で判示したとおりであり，

そうすると，本件改正により，控訴人らに対し，給費が支給されなくなった

ことが違憲違法とは認められないことは原判決第3・2ないし7で判示した

とおりである。

その上，前記のとおり，司法修習の具体的な在り方については，立法載量

が認められるところ，認定事実（4）クのとおり，平成29年改正法は，本件改正

後，法曹志望者が大幅に減少している状況を踏まえて，法曹入材確保の充実

強化の推進等を図る必要があることから，平成29年改正法施行後に新たに司

法修習生として採用される者を対象に修習給付金を支給することにしたもの

であり，その立法理由や立法の内容が直ちに違憲違法となるような不合理な
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ものとは認められないことからすれば，同法の施行時に既に司法修習を終了

していた控訴人らが同法の対象とされないことが直ちに違憲違法となるもの

でないことは明らかである。したがって，控訴人らの前記主張はし、ずれも採

用できない。

(2) また，控訴人らは，控訴人ら新65期生と71期生以降の司法修習生との

問の差異が不合理な差別として憲法14条 1項に違反する旨を主張する（第2・

4(1）ウ）。

しかしながら，原判決第3・3で判示したとおり，給費制ないし本件権利

は，憲法上保障されたものではなく，法曹養成の方法やそのための制度の具

体的内容をどうするかといった事柄については，立法府の政策的な判断に委

ねられていて，控訴人らと71期生以降の司法修習生との聞の扱いの差異が合

理的な理由によるものか否かは，上記裁量を前提に判断されるべきことにな

る。

この点，認定事実（4）クのとおり，平成29年改正法は，法曹志望者が大幅に

減少しており，新たな時代に対応した質の高い法曹を多数輩出していくため

にも法曹志望者の確保が喫緊の課題となっているという状況において，法曹

人材確保の充実強化の推進等を図るため，新たに司法修習生として採用され

る者を対象にした立法であるから，新65期生から70期生までの司法修習生に

修習給付金が支給されないことが直ちに不合理とは解し難い上，平成29年改

正法制定時において，新65期生から70期生までの司法修習生への対処につい

ては，前記立法の目的や基本貸与金額以下の貸与を受け，又は貸与金の交付

を受けることなく司法修習を終えた者の取扱いをどうするかといった困難な

問題があることなどから，特段の措置を講じないこととされた一方で＼支給

される修習給付金も，貸与制も併存することなどから，従前の給費制の際に

支給されていた額よりも低額なものに留められることとしたもので、あって，

こうした立法時の検討・議論の状況を踏まえれば，新65期生から70期生まで

の司法修習生を修習給付金の対象としないとした平成29年改正法の内容に合

理的理由がないとはし、えなし、から，被控訴人が，その立法裁量を逸脱してい

て憲法14条 1項に反するとは認められない。

(3) さらに，控訴人らは，原判決の憲法解釈が誤っており，本件改正が，
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憲法13条， 22条 1項， 25条 1項， 27条1項及び14条 1項に反しているなどの

主張もする（第2・4(1）エ）が，原判決第3・3ないし7で判示したとおり，

控訴人らの主張を採用することはできず，そうすると，本件改正が国賠法上

違法であるとの控訴人らの主張（第2・4(1）オ）も採用できない。

なお，控訴人らは，給費制により支給される給与は，司法修習生が修習に

専念できる生活保障とし、う意味で憲法25条の趣旨が及ぶとの主張もするが，

原判決第3・2(3）ウで判示したとおり，｜日法67条2項に基づき支給されていた

給与は立法政策上支給されていたものにすぎず，司法修習生のみ憲法25条の

定める「最低限度の生活Jの趣旨が通常の場合より手厚く及ぶと解すること

はできないから，控訴人らの前記主張も採用できない。

(4) 控訴人らは，司法修習生の採用行為が，公務員の任命と類似しており，

給費を支給することなく，司法修習に従事させることは，強制的な収用等に

該当することから，憲法29条 3項に基づく損失補償を要すると主張する（第

2・4(1）カ）。

しかしながら，認定事実（2）アのとおり，司法修習生は，自らが法曹資格を

得るために，国が行う臨床教育課程として，実際の法律実務活動の中で行わ

れる司法修習を受けるものであり，原判決第3・7で判示したとおり，司法

修習は，司法試験に合格した者が，司法修習を受けることを希望して申し込

むことにより開始されるものである点で，公務員のイ壬命と類似するとはいい

難い。したがって，法曹になろうとする者に原則として司法修習を課するこ

とが強制的な収用等に該当するとはいえず，そうすると，法曹になることを

希望する場合に基本的に司法修習が課せられることについて，損失補償を要

するとは解されないから，この点に関する控訴人らの主張は採用できない。

3 その他，控訴人らは種々主張するが，前記引用に係る原判決の認定，

判断を左右するものはない。

第4 結論

よって，原判決は相当であり，本件控訴はし、ずれも理由がなし、から，これ

を棄却することとして，主文のとおり判決する。

（裁判官深見敏正吉田尚弘齢多分宏聡）
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、（参考）東京地裁平成25年（ワ）第20444号平成29年9月27日判決

片 主文

), '1 原告らの請求をいずれも棄却する。

2 控訴費用は原告らの負担とする。

事実及び理由

第1 請求

被告は，原告らに対し，各 l万円を支払え

第2 事案の概要等

1 事案の概要

本件は，いわゆる新65期司法修習生で、あった原告らが，被告に対し， I) 

主位的請求原因として，①平成16年法律第163号による改正（以下「本件改正」

、という。）前裁判所法（以下「旧法Jといい，本件改正後の裁判所法を「本

件改正法Jという。）旧法67条2項で定められていた司法修習生がその修習

期間中，国庫から一定額の給与を受ける制度（以下， 「給費制Jといい，国

＼ 庫から支給される金員を総称して「給費Jという。）を，本件改正によって

｛廃止したことが，給費制ないし原告らの司法修習における給費を受ける権利

（以下「本件権利j としづ。）を保障した憲法の規定に違反し又は憲法に定

める平等原則に違反するもので，本件改正は違憲無効であると主張して，本

件改正前の旧法67条 2項の給費支払請求権に基づき，原告らそれぞれにつき，

本件改正前に支給されていた給与額237万4080円の一部である5000円の各支

払を求めるとともに，②本件改正という立法行為及び本件改正後に給費制を

復活しなかった立法不作為が国家R剖賞法（以下「国賠法j としづ。）上違法

であると主張して，国家R剖賞請求権に基づき，原告らそれぞれにつき，本件

改正前に支給されていた給与額237万4080円及ひ〈慰謝料額100万円の合計であ

る337万4080円の損害の一部である5000円の各支払を求め， II）予備的請求原

因として，司法修習生が司法修習に従事することは憲法29条2項の「公共の

ために用ひる」ことに該当すると主張して，同項の損失補償請求権に基づ、き，

原告らそれぞれにつき，本件改正前ι支給されていた給与額237万4080円の一

部である 1万円の各支払を求める事案である。

原告らは，本件訴訟を通じて，原告ら個々の司法修習生に対する人権侵害
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による自らの被害の回復に留まらず，志半ばで法曹の道を断念した者の声を

代弁し，今後法曹を目指す者への助力となるべく，被告に対して，三権の一

翼を担う司法制度の意義とそれを支える法曹養成制度の在り方を問い，被告

は，志ある人材が経済的事情により法曹を目指すことを断念せざるをえない

事態を招くことのない法曹養成制度を確立し，国民の権利擁護を担う法曹の

多様性を確保し将来の法曹を支える人的基盤である司法修習生を十分な環境

の下で教育を行う憲法上の義務を負い，その義務の一環として給費制を維持

すべきであるから，上記各請求をするものであると主張した。

2 前提事実（争いのない事実文は括弧内挙示の各証拠（特段の記載のな

いものは枝番を含む。以下同じ。）若しくは弁論の全趣旨により認められる

事実）

(1) 司法修習制度について（争いのない事実）

ア 昭和22年4月16日に成立し，同年5月3日に施行された裁判所法（昭

和22年法律第59号。以下「昭和22年裁判所法」といい，特段の記載のない場

合には平成29年法律第23号による改正後の裁判所法をしづ。）により，裁判

官，検察官，弁護士いずれになるかを問わず，最高裁判所（以下「最高裁j

とし、う。）に司法修習生として採用された全ての者に司法修習を行う司法修

習制度が開始された。給費制はこのときから本件改正法で廃止されるまで継

続された（以下，司法修習制度について，特に裁判官，検察官，弁護士の司

法修習が分離されずに統一して行われる制度であることを指す場合には， 「統

一司法修習制度」としづ。）。

法曹資格は，昭和22年裁判所法以降，原則として，司法試験の合格後に司

法修習を経なければ取得できないものとされ，司法修習は法曹三者になる者

全員に対して制度として課され，司法修習生は，司法修習に専念し法曹とし

て必要な素養を身につける必要があるところ，司法修習期間中，司法研修所

長及び実務修習の配属庁会の長の監督の下，司法修習に専念すべき義務（以

下「修習専念義務」としづ。）を負い，最高裁の許可なく兼業や兼職をする

ことが禁止され，違反した場合には司法修習生を罷免されることがあり（裁

判所法68条），その場合には法曹資格が取得できないこととされた。

イ 司法修習生の修習目的は， 「高い識見と円満な常識を養い，法律に関
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する理論と実務を身につけ，裁判官，検察官又は弁護士にふさわしい品位と

能力を備えるJことにある（司法修習生に関する規則（昭和23年8月18日最

高裁判所規則第15号） 4条）。

(2) 当事者等

ア 司法修習生の呼称

司法修習生は，司法試験に合格後，最高裁から司法修習生として採用され

るが，採用の年度により期で区別して呼称されている。

司法修習の期が60期から65期まで、の聞は，平成14年法律第138号による改正

前の司法試験（以下，同法附則7条1項に定める試験を含め「旧司法試験J

としづ。）と同改正後の司法試験（以下「新司法試験Jとしづ。）とが併存

していたため，旧司法試験合格者として司法修習生となった者は，現行型司

法修習をし，新司法試験合格者として司法修習生となった者は，新司法修習

をしていた（以下，前者の司法修習生を 「現行j を付して呼称し，後者の司

法修習生を「新Jを付し，さらに，それぞれの期の番号を付して，例えば原

告らの「新65期司法修習生Jを「新65期生Jと略して呼称する。）。

イ原告ら

原告らは，平成23年11月27日，いずれも新65期生として，最高裁に司法修

習生を命ぜられ，同日から司法修習を開始し，平成24年12月まで司法修習を

した（争いのない事実，弁論の全趣旨）。

ウ新64期生

新64期生は，平成22年11月から平成23年12月まで司法修習を行った者で、あ

る（争いのない事実，〈証拠｜｜塔〉）。

エ現行65期

現行65期生は，平成23年7月から平成24年12月まで司法修習を行った者で

ある（争いのない事実）。

(3) 新65期生の司法修習（争いのない事実）

ア 新65期生は，まず，全国各地の実務修習庁に配属され，裁判所，検察

庁，弁護士会による各2か月の各修習（以下 「分野別実務修習Jとしづ。）

の後，司法修習生が自ら修習内容を選択して行う修習（以下「選択型修習」

としづ。）及び埼玉県和光市所在の司法研修所における修習（以下「集合修
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習」としづ。）とし、う順序で約 1年間の司法修習を受けた。また，全国各地

の実務庁会における各分野別実務修習中には，司法研修所による一斉起案及

び司法研修所の教官による出張講義が行われた。

イ 司法修習生は，実務庁会における分野別実務修習及び選択型修習にお

いて，平日は概ね午前9時から午後5時まで各配属先において，時間的場所

的拘束を受けて司法修習をし，分野別実務修習の配属先は，必ずしも司法修

習生各人の配属希望地とは限らず，配属先に赴任するために居住移転を余儀

なくされることがある。

ウ 司法修習生の集合修習は，埼玉県和光市所在の司法研修所で行われる

ため，司法修習生の中には配属先からの転居を余儀なくされ，また，司法研

修所の寮への入寮抽選に外れたことにより住居を自ら探すことを余儀なくさ

れた者もいる。

(4) 司法修習生の身分（争いのない事実）

司法修習生は，公務員ではない。

(5) 給費制

司法修習生は，昭和22年裁判所法施行後から，後記（6）の本件改正法が施行

されるまで，旧法67条2項に基づき，給費制により，給与の支払を受けてい

たほか，一般職の国家公務員の例に準じて，扶養手当，調整手当，住居手当，

通勤手当，期末手当及び勤勉手当の各種手当が支給され，裁判所職員共済組

合への加入も認められていた。

新64期生に支給されていた給与額は，月領20万4200円であり，現行65期生

に支給されていた給与額は，平成24年 3月31日まで、は同額で、あったが，同年

4月1日以降の給与額は月額19万4460円であった。 （争いのない事実，〈証拠

略〉）

(6）給費制の廃止（争いのない事実）

ア本件改正

給費制は，平成16年12月10日に本件改正によって廃止され，貸与制に移行

することとなったが，その施行時期は，国会における審議を経て，十分な周

知期間を確保するなどの趣旨も踏まえた上で，当初の平成18年11月1日から

繰り下がり，平成22年11月 1日から施行することとされた（同法附則 1項）。
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なお，同法の施行前に採用され，同法の施行後も引き続き司法修習をする司

法修習生の給与については，なお従前の例によることとされ（同法附則 2項），

これに該当する司法修習生には給与が支給されることとされた。

イ 給費制廃止時期の繰り下げに係る裁判所法の改正

平成22年11月26日，本件改正により新設され，平成22年11月1日の施行後

に採用された司法修習生（新64期生）に適用される予定だった貸与制の適用

を平成23年10月31日まで行わず，その聞は，従前の司法修習生と同様に給与

を支給することを内容とする裁判所法の改正（平成22年法律第64号。以下 「平

成22年後改正jといい，平成22年法改正による裁判所法を「平成22年改正法J

としづ。）がされ，給費制の廃止が平成23年11月1日まで繰り下げられた。

その結果，平成22年法改正により，新64期生と現行65期生は，給費制下で司

法修習を行うこととなった。

ウ新65期生

新65期生は，給費制の適用がなく，給費の支給を受けていなし、。

(7) 貸与制

貸与制は，国が，申請した司法修習生に対し，司法修習中，無利息で1か

月当たり 18万円から最大28万円までの修習資金を司f剖彦習生に貸与するもの

であり，貸与を受けた修習資金は，司法修習の終了した月の翌月から 5年を

経過した後から10年間で返済するものとされている。貸与を受けるには， 2

名の連帯保証人による保証又は最高裁の指定する金融機関による機関保証を

受ける必要があった。機関保証の場合，保証金が別途必要になる。

また，貸与を受けた修習資金の返済まで毎年4月 1日時点での住所地を当

該年の4月30日までに最高裁に通知しなければならず，これを怠った場合，

最高裁の請求により期限の利益を失い，直ちに残額を支払わなければならな

いとされている。貸与制の概要は，別紙 「貸与制の内容についてjのとおり

である。

なお，貸与を申請して貸与を受けられなかった司法修習生はいない。 （争

いのない事実，く証拠略〉）

3 関係法令

(1) 旧法，本件改正法共通
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ア 裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱

わせるため，最高裁判所に司法研修所を置く（14条）。

イ 司法修習生は，司法試験に合格した者の中から，最高裁判所がこれを

命ずる（66条1項）。

ウ 司法修習生は，少なくとも 1年間修習をした後試験に合格したときは，

司法修習生の修習を終える（67条1項）。

エ 最高裁判所は，司法修習生の行状がその品位を辱めるものと認めると

きその他司法修習生について最高裁判所の定める事由があると認めるときは，

その司法修習生を罷免することができる（68条）。

(2) ｜日法

司法修習生は，その修習期間中，国庫から一定額の給与を受ける。ただし，

修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間を超える部分につ

いては，この限りでない。 (67条2項）

(3) 本件改正法

ア 司法修習生は，その修習期間中，最高裁判所の定めるところにより，

その修習に専念しなければならない（67条2項）。

イ（ア） 最高裁判所は，司法修習生の修習のため通常必要な期間として最高

裁判所が定める期間，司法修習生に対し，その申請により，無利息で，修習

資金（司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金をしづ。

以下この条において同じ。）を貸与するものとする（67条の2第1項）。

（イ）修習資金の額及び返還の期限は，最高裁判所の定めるところによる（同

条2項）。

（ウ）最高裁判所は，修習資金の貸与を受けた者が災害，傷病その他やむを

得ない理由により修習資金を返還することが困難となったときは，その返還

の期限を猶予することができる。この場合においては，国の債権の管理等に

関する法律（昭和31年法律第114号）第26条の規定は，適用しない。 （同条3

項）

（エ） 最高裁判所は，修習資金の貸与を受けた者が死亡又は精神若しくは身

体の障害により修習資金を返還することができなくなったときは，その修習

資金の全部又は一部の返還を免除することができる（同条4項）。

訟務月報65巻 5号

裁判J（行政 3) 773 ( 35) 

（オ） 前各項に定めるもののほか，修習資金の貸与及び返還に関し必要な事

項は，最高裁判所がこれを定める（同条5項）。

(4）裁判所法（平成24年法律第54号による改正後のもの。以下， 「平成24

年改正法」としづ。）

最高裁判所は，修習資金の貸与を受けた者が災害，傷病その他やむを得な

い理由により修習資金を返還することが困難となったとき，又は修習資金の

貸与を受けた者について修習資金を返還することが経済的に困難である事由

として最高裁判所の定める事由があるときは，その返還の期限を猶予するこ

とができる。この場合においては，国の債権の管理等に関する法律（昭和31

年法律第114号）第26条の規定は，適用しない。（67条の2第3項）

(5) 司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則（平成21年10月30日最高

裁判所規則第10号）第7条の2

裁判所法第67条の2第3項に規定する修習資金の返還の猶予に関する最高

裁判所の定める事由は，次に掲げるものとする。

修習資金の貸与を受けた者が給与所得（俸給，給料，賃金，歳費及び

賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をしづ。）以外の所得を有

しない者（次号において「給与所得者」とし、う。）である場合において，当

該者の最高裁判所の定める期間における収入金額（法科大学院（学校教育法

（昭和22年法律第26号）第99条第2項に規定する専門職大学院で、あって，法

曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをしづ。）における修

学のための借入金（最高裁判所の定めるものを除く。次号において単に「借

入金Jという。）を当該期間中に返還したときは，その返還額を控除した残

額）が300万円以下であること（当該者について次条第2項第2号から第5号

までに掲げる事由のいずれかが生じたときを除く。）。

二修習資金の貸与を受けた者が給与所得者以外の者である場合において，

当該者の前号に規定する期間における総収入金額（借入金を当該期間中に返

還したときは，その返還額を控除した残額）から必要経費を控除した残額が

200万円以下であること（当該者について次条第2項第2号から第5号までに

掲げる事由のいずれかが生じたときを除く。）。

4 争点

訟務月報65巻 5号



774 ( 36）裁判（行政3)

(1）本件改正が憲法上保障された給費制ないし本件権利を侵害し，違憲で

あるか否か（請求原因・争点 1)

(2）本件改正は，憲法14条 1項に違反するか否か（請求原因 ・争点 2)

ア 原告らと新64期生との差異につき憲法14条 1項違反の有無（争点 2-

1) 

イ 原告らと現行65期生との差異につき憲法14条 1項違反の有無（争点2

-2) 

ウ 原告らと裁判所書記官研修生との差異につき憲法14条 1項違反の有無

（争点、2-3) 

(3）本件改正及び本件改正後に給費制を復活させなかったことが国賠法上

違法であるか否か（請求原因 ・争点、 3)

(4）原告らが司法修習に従事することが「公共のために用ひる」ことに該

当し，原告らは損失補償請求権を有しているか否か（請求原因 ・争点4)

(5）原告らの給費請求権の額，損害額又は損失補償額（請求原因・争点5)

5 争点に対する当事者の主張

(1）争点 1（本件改正が憲法上保障された給費制ないし本件権利を侵害し，

違憲であるか否か）について

ア原告ら

(7）憲法上の要請として具体化された給費制

a 統一司法修習制度の憲法上の位置付け

(a）大日本帝国憲法下では，司法権は天皇の名において行使され，人権の

保障自体に法律の留保を伴っており，司法制度上も司法権の独立が保障され

ず，行政に対して劣後していたため，司法権の発動に限界があり，国による

人権弾圧を抑止することができない構造となっていた。

また，大日本帝国憲法下では，弁護士は，裁判官及び検察官よりも身分保

障や養成制度の点で差別され，相対的に低い地位に置かれていた。すなわち，

弁護士は，行政権の監督下にあり，検察官や裁判所の請求によって懲戒が加

えられ，養成制度の点でも，裁判官又は検察官となる司法官試補には国から

給与等の支給があったのに対し，弁護士となる弁護士試補には給与等の支給

がなく，差別的に取り扱われ，弁護士試補の生活は非常に苦しく，裁判官及
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び検察官と弁護士との聞に身分 ・地位の格差が生じ，人権擁護活動の場面に

おいても，国民のみならず弁護士自身が弾圧の対象となるなど大きな弊害が

生じていた。

このように，大日本帝国憲法下では，司法権の発動範囲に限界があり，ま

た，法曹の中でも弁護士のみ差別的に取り扱われたことにより，裁判官は人

権弾圧に対して抑止機能を発障できず，弁護士も人権擁護活動を容易に抑止

される構造下にあり，国民の人権弾圧が助長されていた。

(b) 現行憲法成立過程においては，司法権の劣後及び弁護士の劣後によっ

て人権弾圧を抑止することができなかった戦前の制度への反省から，基本的

人権の擁護の実現のため，三権分立及び司法権の独立が確保され，法曹三者

が憲法上明記されてその地位が確立された。

そして，現行憲法下では，統一司法修習制度及び給費制は，国民の人権擁

護とそれを機能させるべく司法権の諸規定の整備及び法曹に関する諸規定の

整備と同時に整備されたもので，統一司法修習制度は，司法権の独立の理念

及び法曹育成課程は法曹三者いずれになるかを問わず国家が責任を持って行

うべきであるとの法曹一元の思念の下，最高裁が所管するものとして行われ

るようになった。

統一司法修習制度の議論がされた昭和22年裁判所法の法律案成立の議論過

程では，司法修習生に対して給与を支給する旨の規定については特段の反対

意見もなく ，当然の前提とされていた。

そして，帝国議会では，昭和22年裁判所法が「新憲法のもと，立法，行政

と並んで完全な独立を確保する裁判所の構成に関する根本法で、あり，憲法附

属法典の一つJとして成立し，昭和22年裁判所法は，日本国憲法と同日に施

行され，これに基づき統一司法修習制度及び給費制が実施されるようになっ

た。

(c) このように統一司法修習制度は，国民の基本的人権の擁護を担う法曹

を養成するという国による法曹養成義務及び民主的司法の実現としりた思念

を踏まえて，戦前の反省を踏まえ，法曹三者が司法を担う者として一体の認

識を強固なものとすること及び司法の実現を担う上で法曹を一元に扱うこと

を重視して，全ての法曹になる者のための義務研修として実施されているも
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のであり，日本国憲法の基本的人権の尊重及び司法権を担う法曹三者を養成

するという国の憲法上の義務が具体化されたものといえ，給費制は，そのよ

うな国の法曹養成義務の具体的実現としての統一司法修習制度において当然

視されてきた制度であるといえる。

給費制がこのような歴史的経緯を経て創設されたことを踏まえると，法曹

養成課程の詳細が仮に立法裁量に委ねられているとしても，上記歴史的1副会
に裏打ちされた憲法上の法曹の位置付け及び法曹養成課程にある者の身分・

地位の取扱い等に拘束されるから，給費制の廃止が自由裁量ということはあ

り得ない。

b 給費制下の司法修習生の身分の取扱いについて

(a) 司法修習生の身分の取扱い及び規律は，最高裁判所規則である司法修

習生に関する規則で定められているところ，司法修習生は公務員に準ずる取

扱いがされ，その修習期間中司法修習に専念するとしづ修習専念義務がある

とされてきた。修習専念義務の具体化として，兼業禁止，公務員の守秘義務

と同内容の守秘義務，分野別実務修習の配属地指定に伴う居住移転義務等に

加え，公務員と同様の政治活動の禁止や外国旅行に当たって承認を得なけれ

ばならない等の取扱いがされ，これらに違反した場合，司法修習生を罷免さ

れ，司法修習を修了できずに法曹となることができない身分とされていた。

このような司法修習生の身分の取扱い及び修習専念義務は，法の支配の重

要性，司法修習生がその法の支配の担い手となる者であり，司法権を担う法

曹に準じた司法修習生の身分・地位に由来するものとされてきた。これは，

司法修習が国の憲法上の義務である人権擁護のための司法権確立義務に基づ

いており，司法修習の本質である国民の人権擁護実現のための法曹養成に由

来する，憲法上の根拠に基づくものである。

そして，司法修習生への給与や諸手当の支給等については，公務員に準じ

る地位及び修習専念義務の反面として，司法修習生の身分 ・地位と密接不可

分のものとして説明されてきたので、あって，司法修習生が司法修習に専念す

ることの保障及び司法修習に専念することに対する「対価Jとしての給付で

あると位置付けられていた。現に，給費制下における司法修習生は，実務修

習地及び司法研修所における集合修習に伴う転居による生活費等の支出に加
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え，充実した司法修習に取り組む上で必要となる費用も全て給費により賄う

ことができ，将来の法曹としての職責を担う上で、重要な活動等を経済的不安

なく行うことができ，法曹となった後の人権擁護活動の基礎を築くこともで

きていたのに対し，給費制廃止後の司法修習生は，上記「対価」としての給

付を受けることができなし、から，司法修習に取り組むこと自体はもとより，

経済的生活的苦境に立たされることになった。

(b）被告は，給費制が「対｛illiJとしての給付ではなく，単なる「配慮」に

すぎないと主張するが，修習専念義務と給費制とが並置されていることから

して，失当であるし，司法修習が臨床教育課程にすぎないとする主張も司法

修習が国民のための法曹となるための義務過程としての実態を有し，学校と

は一線を画していることからして，失当である。

C 法曹の報酬保障の趣旨が司法修習生にも制度上妥当し，給費制が憲法

上の要請によるものであること

（司法曹三者は，司法権に携わる者として人権保障を担う者であり，国民

の裁判を受ける権利を保障するために不可欠の存在として憲法上特殊な公共

的性格を与えられており，憲法尊重義務を負う国において国民の憲法上の司

法権を担う構造として法曹を養成しなければならないだけでなく，その公的

職務に当たっての職協の独立はもとより，職業として成立させるために報酬

保障をすべきことが憲法上要請されている。

すなわち，裁判’官については，報酬保障が憲法79条6項， 80条2項後段に

明記され，検察官については，憲法の附属法典たる検察庁法22条1項に報酬

保障の定めがあり，弁護士については，憲法上の地位及び刑事弁護人に関す

る憲法上の規定（同34条， 37条3項等）を具体化するために弁護人の報酬を

国が支弁する国選弁護制度が刑事訴訟法30条以下により定められている。特

に裁判官の報酬について「在任中，これを減額することができなしリとする

規定（憲法79条6項， 80条2項後段）は，職情i中立性，身分保障だけでなく

資力の有無にかかわらず参判官になる者に対し途を開く趣旨をも含むもので

ある。

(b) 司法修習は，法曹になる者の必須の課程であり，法曹の供給源はその

ほとんどが司法修習生であること，司法修習中には本来法曹でなければ携わ
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ることのできない法曹実務の核心に触れることを勘案すれば，司法修習生は，

既に法曹たる身分の一つを与えられたと考えるべきで、あって，司法制度を成

立させるために，法曹と同様に我が国の司法に必要不可欠な存在である。ま

た，司法修習中の身分の取扱いは最高裁判所規則において定められており，

司法修習生が裁判所内部にある者として，司法という国家事務を担う者とし

て扱われているといえる。

したがって，司法修習生は，公務員に準ずる身分・地位として取り扱われ

（憲法15条），憲法上の法曹三者に準じた公的な身分・地位を有している。

(c) したがって，既に司法権内部の存在として扱われている司法修習生に

は，法曹三者に対する公的l職務における報酬を含めた，身分保障の趣旨が妥

当し，公的な義務研修に携わる者に対する対価補償という観点及び法曹三者

に未分化であるが故に裁判官になり得る司法修習生に対する保障という観点

からも，給費制は憲法上要請されたものといえる。

d ,j、七舌

以上のとおり，統一司法修習制度は，国の憲法上の義務の具体化であり，

給費制は，司法修習生の身分・地位，統一司法修習制度の本質から不可分一

体のものとして導かれる修習専念義務等の公務員に準じた身分の取扱い及び

司法修習に専念する上での生活的経済的補償，公的な司法修習への従事に対

する対価補償としての見地から，憲法上導かれるものであり，憲法の附属法

典である昭和22年裁判所法によって具体化され，保障されたものであるとい

える。

（イ） 司法権の本質及び司法修習生の身分・地位に基づく本件権利

前記（7）のとおり統一司法修習制度においては，司法修習生には憲法上の保

障として，給費制が具体化された。一方，これを権利の側面から評価しても，

報酬に関する憲法の規定等及び司法修習における身分の取扱い等の権利実態

等から，憲法の附属法典たる昭和22年裁判所法により具体化された国民の人

権擁護を実現するという司法権の本質及び司法修習生の地位等に基づく本件

権利が憲法上保障されているといえる。

本件権利は，司法権の本質，法曹の報酬保障（憲法第6章， 79条6項後段，

80条2項後段），司法修習生の公的な身分 ・地位の評価に係る条文（公務員
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に準ずる地位としての憲法15条1項準用，政治活動の禁止に係る同21条1項）

を中核とするものであるが，後述（（ウ）ないし（力））する司法修習に専念する人

格的観点（同13条），法曹になる職業選択等の観点（同22条1項），司法修

習中の生活保障の観点（同25条），司法修習従事への対価等の観点（同27条）

からも根拠付けられる権利である。

すなわち，司法権の本質に基づく木件権利は，司法権の実現のための司法

修習の本質から導かれる修習専念義務に係る各種権利制約等を通じて個別の

権利制約に対する代価・補償を受ける権利として統合され，憲法上の司法修

習生の給費の保障を更に補強する要素として位置付けられることとなる。

そして，本件権利は，昭和22年裁判所法によって創設された具体的権利で、

あり，憲法上の保障が及ぶ権利である。

この点，し、かなる法曹養成制度を創設すべきか及びその課程にある者の取

扱いについて，初めて立法府が決定する場合には，立法府の裁量を認めうる

ものの，前記（ア）で述べた歴史的経緯等及び人権擁護を実質化する司法権の本

質からすると，給費制は日本国憲法制定と同時に法曹を一元的に養成し，司

法修習期間中，司法修習に専念させるという司法修習制度を採用した上で導

入され，修習専念義務下において司法修習生が不安なく修習生活ができるこ

とを保障するとともに，居住移転の自由や職業選択の自由，勤労の権利等の

様々な制約の代価 ・補償的機能を担い，経済的事情にかかわらず法曹になる

ことを保障したのであるから，本件権利は，下記（切ないし（カ）のとおり，憲法

13条， 22条1項， 25条1項， 27条， 79条6項後段， 80条2項後段等を根拠と

して憲法上保障された権利であるといえる。

（ウ） 憲法13条が保障する幸福追求権に基づく本件権利の保障

a 司法修習生は，憲法上明記された国民の権利擁護を担う法曹になる者

に準じた公的な身分 ・地位のもとで，法曹として必要な素養を身に付けるべ

く司法修習に専念する者であるところ，かかる司法修習に取り組むことは，

司法修習生個人としての人格的価値のみならず，司法権を担う法曹となるた

めに司法修習に取り組むという公的価値をも含む人格権として保障される。

そして，司法修習は，国の人権擁護義務に基づく司法権確立のための法曹

養成義務に基づき実施され，原則として法曹となるための必須の課程である
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ところ，司法修習生は，修習専念、義務による各種制約の中で司法修習に取り

組むことになるのであるから，経済的生活的な不安なく精神的にも充実して

司法修習に取り組める状況にあることが必要不可欠である。

本件権利が保障されていることは，本件改正後の無給市lj・貸与制下におけ

る司法修習において，司法試験に合格したにもかかわらず司法修習生になる

ことを臨時したり，司法修習中の生活で経済的生活的に追い詰められたり，

法曹となった後も経済的事情により公益活動ができなくなって国民の人権擁

護のための法曹になるとしづ人格的選択ができない状況に陥ったりした者が

生じたことからも裏付けられる。

したがって，司法修習生には，憲法13条が保障する幸福追求権の一態様と

して，無給ないし事実上の借金強制を受けることなく，経済的生活的に安定

した状況で安心して司法修習に取り組む権利として，本件権利が具体的に保

障されているといえる。

b 憲法13条の幸福追求権は，そのー態様として公の利益のための特別犠

牲に対し損失補償を求める権利を保障するものである。

司法修習は，国の法曹養成義務を具体化した法曹になるための義務研修で

あり，その本質として司法修習生としづ特定の者に対し，修習専念義務を課

しているところ，財政上の理由に基づいて無給ないし事実上の借金強制下で

の司法修習への専念を余儀なくさせたものといえる。

そして，司法修習に取り組むことは人権擁護を担う法曹になるとしづ人格

的価値の実現であるところ，給費制廃止が司法修習に専念すること自体に支

障を生じさせたことは原告らの被害実態上明らかである。

このことからも，公の利益（財政上の理由）のための特別犠牲に対する補

償を求める権利という観点から人格権に基づく本件権利が保障される。

（工） 法曹となる職業選択の自由（憲法22条 1項）としての本件権利の保障

司法権や国民の人権保障を担う職業である法曹となる職業選択の自由は，

国の存続と発展において不可欠な極めて重要な職責を担う ことを選択する点

で極めて高い人格的価値を有するものである。かかる権利は，精神的自由に

かかる重要な権利として保障されなければならない。そして，法曹となるに

は，司法修習を経る必要があり，その間，修習専念義務等による制約ととも
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に，実務修習配属指定地及び崎玉県和光市所在の司法研修所で、の各修習に伴

う居住移転の制約を受けるものであり，憲法22条1項が保障する権利が制約

される。

これらの権利制約自体は，憲法上導かれる国の司法権確立義務の履行とし

ての司法修習の本質から導かれる制約として合憲であることは疑う余地がな

いものの，これらの制約により，司法修習生は経済的自立ができないのであ

るから，法曹となる職業選択の過程で、ある司法修習において，何らの経済的

補償がなければ，経済的事情による法曹となる職業選択の制約が生じること

となる。これは，法曹となる職業選択の権利の重要性との対比から許容され

ないことはもちろんのこと，憲法上明記された司法権を担う法曹を養成する

という国の司法権確立義務及び司法修習の本質にも反するのであるから，上

記制約等を前提とする司法修習においては，経済的事情によって法曹になる

ことを断念することのないように，実務修習地の指定に伴う転居に要する費

用を含め，十分に司法修習に専念、できる経済的補償を求める権利として木件

権利が保障されている。

（オ） 司法修習に専念するための生活保障（憲法25条）としての本件権利の

保障

a 憲法25条1項は， 「健康ーで文化的な最低限度の生活を営む権利Jを保

障しており，かかる権利は，法律により具体化されることによって具体的な

請求権となると解されている。そして，前記（7)a (a）及ひ%）で、述べた給費制創

設の経緯及び司法修習生が修習専念義務等による制約を受ける中，給費制下

では，国家公務員 I種採用者と同等の給与及び通勤手当・住居手当等の支給，

裁判所職員共済組合への加入が，司法修習に専念するために必要な費用の補

償としての役割を果たしていた。このことからすれば，旧法67条2項は，司

法修習生が修習期間中，自らの生活の糧を得ることを制限されることから，

司法修習に専念できる生活保障としての「最低限度の生活Jを営むための憲

法25条の趣旨を具体化したもので，同条の保障が及ぶことは明らかといえる。

したがって，本件権利は同条によって保障されているといえる。

b 被告は，旧法67条2項に基づき支給されていた給与は，司法修習生を

して司法修習に専念させるための「配慮Jとして支給されていたものであり，

訟務月報65巻 5号



782 ( 44）裁判（行政3)

生存権保障を具体化したものではない旨主張する。

しかし， 「配慮Jとの説明がされていたとしても，司法修習に専念させる

ために経済的生活的な補償の見地から給与を支給する趣旨を含んでいること

は明らかであるし，法的義務を否定するものではないことは明らかである。

また，憲法25条の保障については，保護を必要とする者の身体的状況，社

会的状況，居住地等具体的な実態に即して検討することを要するところ，原

告らを含む給費制廃止後の司法修習と給費制下の司法修習の実態を比較すれ

ば， 旧法67条2項は，司法修習生が司法修習に専念できる 「最低限度の生活j

を営む権利を具体化したものであることは明らかであって，被告の主張には

理由がない。

（カ） 司法修習従事への対価補償（憲法27条）としての本件権利の保障

a 司法修習生が憲法27条1項の「勤労」をする者であること

憲法27条 1項にいう「勤労Jをする者には，賃金支払請求権が同項によっ

て保障されているところ，同項にいう「勤労Jをする者とは，労働法各法に

いう「労働者Jと同義であると解されている。

そして，労働基準法（以下「労基法Jとしづ。） 9条は， 「この法律で 「労

働者Jとは，職業の種を問わず，事業又は事務所（以下「事業Jとしづ。）

に使用される者で，賃金を支払われる者をしづ。 Jと定め，①事業又は事務

所に使用される者であること（使用従属性），②賃金を支払われる者である

こと，という 2つの要件を規定している。

(a) 「①使用従属性」

使用従属性の判断においては， l仕事の依頼 ・業務従事の指示等に対する

諾否の自由の有無， 込業務遂行上の指揮監督の有無， iii時間的 ・場所的拘束

の有無， iv業務の代替性の有無， v報酬の労務対価性， vi公租公課関係の源

泉徴収の有無といった点が判断要素となる。

i 仕事の依頼 ・業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無

第1に，司法修習生は，修習内容を自由に取捨選択することは許されてお

らず，最高裁から委託を受けた高等裁判所長官，地方裁判所長，検事長，検

事正，弁護士会長， 司法研修所長等が作成するカリキュラムに従って司法修

習を行うことが義務付けられており，これを拒否した場合には罷免の対象と
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なるおそれもあった（司法修習生に関する規則18条）から，司法修習生には，

仕事の依頼 ・業務従事の指示等に対する諾否の自由はない。

託 業務遂行上の指揮監督の有無

第2に，司法修習生は，修習内容の実施及び修習生活上の一般事項につい

て，それぞれの修習場所において厳格に監督され，指導担当者に同行するこ

とを原則として同人の指揮監督の下，詳細，かっ，具体的な指導を受け，司

法修習に当たって知った秘密を漏らしてはならないとし、う公務員に匹敵する

守秘義務を負わせられ， 「①品位を辱める行状，修習の態度の著しい不良そ

の他の理由により修習を継続することが不相当であるとき，②病気，成績不

良その他の理由により修習を継続することが困難であるとき…には，これを

罷免することができる」 （同条）と懲戒規定もあったのだから，業務遂行上

の指揮監督を受けている。

iii 時間的 ・場所的拘束の有無

第3に，司法修習生は，分野別実務修習中，全国51箇所の地方裁判所又は

支部のいずれかに配属されるところ，同配属は必ずしも，司法修習生の希望

が叶うわけではなく，配属地の指定に伴い地理的制約を受けるとともに，配

属地における司法修習では，原則として平日午前9時から午後5時までの聞

は所定の休憩時間を除いて所定の配属先に登庁し，指定場所で司法修習を行

うことを義務付けられて在庁時間を出勤簿等で管理され，指導担当者の許可

なく修習場所を離れることはできず，遅参や病欠の場合には正当な理由を記

載した書類を提出して許可を得る必要もあるので、あるから，強い時間的 ・場

所的拘束を受けている。

iv 業務の代替性の有無

第4に，司法修習は，法曹養成制度であるから，第三者が代替することは

全く予定されておらず，また，厳格な守秘義務が課せられることからすれば，

司法修習生には，業務の代替性は認められない。

V 報酬の労務対価性

第5に，新65期生以降の司法修習生と給費制下の司法修習生との間では，

司法修習の法的性質や実質的内容が異ならない以上，本件改正前に司法修習

生に支払われていた「給与Jが月額約20万円であり生活給であることがうか
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がわれるから，司法修習生の受け取るべき「給与Jには，労務対価性が認め

られる。

vi 公租公課関係の源泉徴収の有無

第6に，本件改正前に司法修習生に支払われていた「給与」については，

源泉徴収が行われ（旧法66条 1項），かつ，当時の司法修習生は，国家公務

員共済組合に加入して共済組合費が天引きされていたから，司法修習生が受

け取るべき「給与」には，公租公課関係の源泉微収等の事実が認められる。

以上のとおり，司法修習生は，労働者該当性を判断する 6要素を全て満た

しているだけでなく，修習専念義務により通常の労働契約では可能な兼業・

兼職を禁じられている点で，通常の労働者より加重された拘束を受けており，

この観点からも労働者性が裏付けられるから，司法修習生が労基法9条にい

う①「使用されるjの要件を満たすことは明らかである。

(b) 「②賃金を支払われる者」

労基法9条にいう 「賃金を支払われる者Jとは，賃金が現に支払われてい

る者を指すのではなく， 「賃金が支払われるべき者Jを指すところ，前記（a)

のとおり，司法修習生は使用従属性の下，司法修習を労務として提供してお

り，新65期生と，給費制下の新64期生及び現行65期生との修習実態は異なら

なし、から，原告らは「賃金を支払われるべき者」に当たる。

b 労務対価性について

給費制下の司法修習生への給与や諸手当の支給等が司法修習生の公務員に

準じる地位及び修習専念義務の反面として，司法修習生が司法修習に専念す

ることの保障及び司法修習に専念することに対する「対価Jとしての給付で

あると位置付けられていることは，前記（7)b(a）のとおりである。

これに対し，被告は，旧法により支払われていた給与は「配慮、jにすぎず，

職務の対価ではないとし，その根拠として司法修習生が国家公務員ではなく，

一定の職務を遂行すべき義務を負わず，国家公務員の給与を受ける立場にな

いことはもとより，国家公務員として国への一定の勤務を行う立場にないこ

とを挙げる。

しかし，そもそも給与としづ文言上「職務に対する対価」であることは明

らかであるし，また，司法修習生に対する給与が職務の対価かどうかの問題
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は，司法修習生が国家公務員で、あるか否かの問題から論理必然的に帰結され

るものではなく，司法修習生は国家公務員に準じる地位ないし身分にある点

からも問題とはならないし，さらに，給与が支給される対象としての職務は，

権限に基づいて遂行される具体的な業務で、ある必要がないため，被告の上記

主張には理由がない。

また，被告が上記主張の根拠として挙げる最高裁昭和38年（オ）第5号同42年

4月28日第二小法廷判決・民集21巻3号759頁（以下「昭和42年判決Jとしづ。）

は，司法修習生が国家公務員等退職手当法にいう「国家公務員j文はこれに

準ずる者に当たるか否かが争われたにすぎず，昭和42年判決が司法修習生に

対する給与の支給を司法修習に専念させるための「配慮」であるとしたのは，

職務の対価性を否定する趣旨ではなく，給与を支給するに至った動機ないし

背景事情の説明にすぎず，昭和42年判決は，給与の性質そのものが問題にな

ったものではなし、から，先例としての拘束性はないし，そもそも司法修習の

実態を踏まえずに判断をしたもので参考にはならない。

さらに，被告が上記主張の裏付けとする見解も旧法制定者の見解ではなく，

司法修習の実態を踏まえないもので、あって，むしろ司法修習の持つ意義から

すれば，給費制の成立過程及び成立時における立法者の意思を無視したもの

であるから，裏付けとはなりえない。

加えて，労働法的観点から見ても，使用従属性は客観的に労務提供の事実

があるか否かで判断され，賃金が支払われるべきか否かについても客観的に

判断されるから，主観的に「配慮Jとして金銭を支給していたとしても，そ

れは「賃金を支払われる者」としづ要件を否定する根拠にならない。

C 労務の提供について

(a) 「労務の提供j とは，債務の本旨に従った履行の提供で、あるところ，

「司法修習生は，司法試験に合格した者の中から，最高裁判所がこれを命ず

るj （裁判所法66条）とされており，司法修習生は，国（最高裁）の任命行

為によりその地位を得て，国（司法研修所長）の指揮監督下に置かれ（司法

修習生に関する規則 1条），実務修習中は最高裁から委託を受けた高等裁判

所長官，地方裁判所長，検事長，検事正又は弁護士会長から直接の指揮監督

を受ける（同8条）。
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一方，司法修習は，司法修習生個人のための教育のみを目的とするもので

はなく，国が，国民に対して負う法曹養成義務を果たすために設けた制度で

あるから，国は，司法修習生に対し，修習専念義務を課し， 「高い識見と円

満な常識を養い，法律に関する理論と実務を身につけ，裁判官，検察官又は

弁護士にふさわしい品位と能力を備えるように努めなければならなしリ （同

4条）と，司法修習をその職務として与えている。

このような考え方は，オン・ザ・ジョブ・トレーニング（企業内の実務研

修。以下「OJ TJ という。）において労務の提供が認められていることか

らも明白である。

したがって， 「高い識見と円満な常職を養い，法律に関する理論と実務を

身につけ，裁判官，検察官又は弁護士にふさわしい品位と能力を備えるよう

修習に努めること」が，司法修習生の債務の本旨なのであり，国の指揮命令

に従って司法修習をすること自体が，その債務の本旨に従った履行の提供，

すなわち「労務の提供」である。

(b）被告は，労働者に当たるためには，労務の提供と使用従属関係が必要

であるとし， 「労務とは，使用者の業務に従事するなど，賃金支払の対価と

しての労働力jをいい， 「労務の提イ共」とは， 「上記のような労働力を使用

者に対して提供すること」と定義した上で，司法修習生には「労務の提供」

がないと主張する。

しかし被告の主張する「労務の提供」の定義は独自のものにすぎないだ

けでなく，被告の主張によれば労働者に当たる者の職務遂行が「労働」と評

価されることになるものの，他方で被告は， 「労務の提供jの判断に「労働

力Jとしづ要件を入れ込んでおり，循環論法に陥っているなど，被告の主張

は論理的に破綻している。

しかも，被告の主張によったとしても，司法修習生には「労務の提供」が

認められることは前記（a）のとおりである。

(c）被告は，国家公務員の研修が，現在就いている官職又は将来就くこと

が見込まれる官職において求められる職務遂行能力を身に付けるために国の

職務命令に基づいて行われるものであるのに対し，司法修習生は，司法修習

の終了後，裁判官，検察官又は弁護士以外の選択肢も含め実際にどのような
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職業に就くかは本人の意思等に委ねられており，司法修習が，現在就いてい

る官職文は将来就くことが見込まれる官職の職務の遂行に必要な知識及び技

能を習得させるものと評価することはできないとして「労務の提供jがない

と主張する。

しかし，そもそも将来官職が見込まれていることは「労務の提供Jの有無

の判断に無関係であるし，前記（7)aにおいて述べた統一司法修習制度が行わ

れるようになった経緯からすれば，司法修習は，司法修習生が将来就くこと

が見込まれる法曹三者としての職務の遂行に必要な知職技能等を修得するた

めに最高裁の命令によって行われる者で、あるから， 「労務の提供Jとして位

置付けられるべきものである。

(d）被告は，司法修習は，臨床教育課程にすぎないことを理由に司法修習

生が「労務の提供Jをする者ではないと主張する。

教育と労働は，指示・指導する者と，その指示・指導に従う者としづ関係

が存在する点で外形上似ている部分があるが，使用者の指揮命令に従うこと

が労働の本質であり，使用者の業務命令に従うことは労働者の義務であるの

に対し，学生が教育を受けることは権利であって義務で、はなく，学生に対す

る指導は，教育役務の提供を実効的・効率的に行うための手段で，学生がそ

の指示・指導に従うことは，自らの権利行使の一態様としてその役務を利用

しているにすぎず，学生が教育者の指示・指導に従うことは，契約における

本質的な義務ではない。

したがって，外形上，指導する者と指導に従う者としづ関係が存在する場

合に，これが教育上の指導なのか，あるいは労働者性を基礎付ける指揮監督

関係なのかを区別する基準は，指示又は指導に従うことが本質的義務である

のか否かという点にある。

司法修習生は，修習専念義務としづ通常の労働者に比して強度の拘束を受

けながら，司法研修所長の統括の下（司法修習生に関する規則 1条），高い

識見と円満な常識を養い，法律に関する理論と実務を身につけ，裁判官，検

察官又は弁護士にふさわしい品位と能力を備えるように努めることとされ

（同4条），これを実現するため，具体的な指示の下，実務修習，集合修習

に従事する義務を負っているのであるから，その性質上，司法修習が教育で
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はなく，労働であることは明らかであり，このことは， OJ Tが存在するよ

うに司法修習に教育的側面があることと矛盾するものではない。

d 小括

以上のとおり，司法修習生は， 「労働者Jの要件たる①事業又は事務所に

使用される者であるとし、う使用従属性及び②賃金を支払われる者であること

という 2つの要件をいずれも満たしていることから，憲法27条 1項にいう「勤

労」をする者に当たり，原告らには，同条に基づく賃金支払請求権としての

本件権利が保障されている。

そして，憲法27条2項は「賃金…その他の勤労条件に関する基準は，法律

でこれを定めるJと規定し，賃金に関する規定は法律をもって定めることと

しているところ，旧法67条2項は，上記賃金支払請求権を実現する規定であ

ったといえる。

（キ）本件改正が，憲法上保障された給費制ないし本件権利を侵害し，違憲

であること

a 違憲性の判断指標

給費制ないし本件権利は，裁判所法により創設された具体的な制度ないし

権利として憲法の保障が及ぶから，給費制を廃止することは，憲法上の権利

保障そのものを失わせることと同義で、あって，このような権利の改廃を行う

場合には立法事項とならず，立法裁量は厳しく制約される。

かかる場合には，判例法理上も，立法裁量は厳しく限定され，あるいは放

棄されてきたので、あって，立法裁量論が妥当する領域は一定の領域に限られ

るし，立法裁量が許される領域であっても平等原則違反，制度的保障におけ

る核心内容の侵害等，立法が侵してはならない要素が存在し，それらについ

ても裁判所の違憲審査権が及ぶ。具体的には，法の下の平等，時の経過によ

る立法の合理性を支える事情の変化，立法者の首尾一貫性，あるべき標準的

な制度形態との不離の合理性・必要性，－＿§＿形成された制度を後退させるこ

との合理性，立法過程における判断過程の審査，憲法上の制度的保障の存在

などといった各観点から，立法裁量があったとしても違憲であるか否かが判

断されなくてはならない。

そして，給費制廃止の固有の視点から検討する場合，立法裁量は極めて減
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縮されるから，その廃止は原則として違憲の疑いを免れ得ず，例外的に合理

性を有することについて被告において立証される必要がある。

b 本件改正当初において違憲であること

司法制度改革について議論がされた司法制度改革推進本部に置かれた法曹

養成検討会においては，実際には給費制を維持する意見が終盤まで大勢で、あ

ったにもかかわらず，給費制維持の意見がなくなる過程が明らかにされない

まま，突然，司法予算を増額しないままの司法制度改革を行うこと，給費制

の廃止と貸与制への移行を前提に議論が進み，また，給費制を廃止すべき立

法事実についても議論の中では「予算の都合J以上の具体的根拠は明らかに

されないまま，貸与制へ移行する内容の意見がとりまとめられた。

衆議院法務委員会及び参議院法務委員会において，給費制の本質及び廃止

に伴う弊害等についての質疑があった際にも，政府参考人は，一般国民の意

見を調査したことがないにもかかわらず，給費制の維持が国民の反対に遭っ

ているかのような根拠のない説明を繰り返すとともに，あたかも給費制の維

持が財政上困難で、あるかのような根拠のない説明を行っていた。その後の本

会議でも実質審議がないまま，なし崩し的に本件改正がされた。

以上のとおり，本件改正に際しては，給費制の本質に基づく理性に沿った

審議は何らされておらず，何ら証拠のない論拠に基づき改正がされたのであ

るから，本件改正は，それを支えるだけの立法事実が不存在で、あったにもか

かわらずされたものであるといえる。

また，本件改正の主たる根拠は，司法試験合格者数が3000人に増加するこ

とによる財政的な問題に帰着するところ，当時，司法制度改革における国民

のための司法の実現というそもそもの現念からすれば，本来は司法予算の更

なる増額が要求されるべきなのだ、から，財政論自体も何ら正当性を有するも

のとはいえない。

C 本件改正後

本件改正後に，各市民団体や日本弁護士連合会（以下「日弁連Jとしづ。）

等から給費制の廃止を批判する声が多く上がるとともに，一時，給費制の廃

止に伴う弊害の指摘を受けて同廃止を延長する旨の平成22年法改正がされた

り，実際に法曹志願者が激減し，司法試験に合格しても司法修習を辞退する
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者が増加したりし，給費制廃止による弊害が明らかになった。

それにもかかわらず，被告は，給費制維持に反対の委員が大勢を占めるな

ど札織構成自体に疑義のある「法曹養成に関するフォーラム」において，十

分な調査等を経ないまま給費制の廃止の弊害について誤った認識の下で、貸与

制ありきの議論をするに留め，給費制を復活させる法改正がされないまま給

費制廃止延長期間で、ある平成23年10月31日が経過し，給費制は廃止された。

給費制廃止後には実際に新65期生に多くの被害が発生したりするなどした

にもかかわらず，新65期生が貸与制下で司法修習を継続している最中も，結

論ありきの議論しかされずに，給費制が復活することはなかった。

その後，新65期生の司法修習が終わった後も，政党や国会での議論等で司

法修習生に対する経済的支援の充実・強化の必要性が叫ばれる中，平成29年

4月19日，同年度以降に採用される予定の71期生以降の司法修習生に対して，

修習給付金を支給する新制度の創設を盛り込んだ裁判所法改正案（以下「平

成29年改正法Jとしづ。）が可決された。

このように，新65期生の司法修習の終了後数年のうちに，政府自身も無給・

貸与制の前提を外して方向転換を図り，そして，国会では新たな給付金制度

を創設する旨の法改正がされたとしづ本件改正後の状況から明らかなとおり，

ここ数年間のうちに大きな事情変更があったのではなく，新65期生が司法修

習生で、あった時期以前から，給費制が必要不可欠であり，給費制の廃止立法

には，その改正根拠とされる立法事実が存在せず，そもそも改正理由自体に

何らの正当性も見いだすことができず，違憲であったといえる。

d 被告の貸与制が代替措置になるとの主張について

被告は，貸与制が合理的措置であることから，本件権利の権利侵害は認め

られないと主張する。

しかし，新65期生の被った被害実態，弁護士の収入が減少してしる事実，

新65期生の債務の返済負担が過大であることからすれば，貸与制が全く合理

性を有さず，代替措置とはなり得ないことは明白であり，給費制廃止により

法曹となる職業選択の自由に対する強度かつ明白な侵害行為が生じたこと，

原告らの司法修習に係る生活保障としての権利侵害があったことは明らかで

ある。
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e ;J中舌

以上のとおり，本件改正の経過及び本件改正後の経過の両面から見ても，

給費制を廃止する本件改正は，改正を支えるだけの立法事実が不存在であり，

改正理由自体に何らの正当性も見いだせないものであることは明らかであり，

違憲性判断に当たって立法政策事項で、あるとする被告の主張は失当である。

したがって，給費制の廃止による原告らに対する権利侵害を許容すること

はできず，本件改正は違憲無効であることは明白である。

イ被告

げ） 憲法全体が給費制ないし本件権利を保障していることはないこと

a 憲法は，給費制はもとより，司法修習の方法や在り方，さらには法曹

養成の方法や在り方に関する規定を何ら設けていないのであるから，給費制

が憲法上要請されているとか，憲法の諸規定から導かれるなどと解すること

はできない。そもそも，法曹養成制度の具体的内容をどのようなものにする

かといった事項は，法律事項として立法府の政策的な判断に委ねられている

ことは明らかである。

したがって，本件権利及び給費制は憲法上いずれも保障されておらず，給

費制の廃止は憲法13条後段， 22条 1項， 25条， 27条に違反しない。

b 一般に，給与とは，職員の勤務に対する対価をいうところ，司法修習

生は国家公務員ではなく，一定の職務を遂行すべき義務を負わず，司法修習

は，司法修習生の法曹実務能力を養成する臨床教育課程で、あって，国に対す

る勤務又は給付の性質を持つもので、はなし、から，司法修習生は司法修習の対

価を受ける立場にない。旧法67条2項が司法修習生に給与を支給していたの

は，法曹の資格要件としての司法修習生の地位の重要性に鑑み，一定額の給

与を支給することが望ましかったからで、あり，当該給与は，司法修習に専念

させるための「配慮、j として支給されていたものにすぎ、ない。昭和42年判決

も，司法修習生が国家公務員等退職手当法にいう国家公務員又はこれに準ず

る者に当たるかが争われた事案で，司法修習生が国庫から一定額の給与を受

けるのは，司法修習に専念させるなどのための配慮にすぎなし立判断してい

る。

C この司法修習生の修習専念義務は，司法修習が，高い識見と円満な常
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職を養い，法律に関する理論と実務を身につけ，裁判官，検察官又は弁護士

にふさわしい品位と能力を備えるという司法修習制度の自的（司法修習生に

関する規則4条）のために，法曹に必須の課程として国家によって運営され

るものであること，司法修習の内容も法曹に必要な能力を養成するために高

度に専内的であること，臨床教育課程として実際の法律実務活動の中で行わ

れるものであり，実際の法曹と同様に中立公正な立場を維持し，利益相反活

動を避けたりする必要があることなどから必要とされるもので、あって，司法

修習制度の本質から求められるものである。

したがって，修習専念義務はもとより，原告らの主張する司法修習生に対

する様々な制約は，自らの意思で司法修習生となることを選択したことに伴

う内在的制約であり，司法修習生の自由等を侵害するなどということはあり

得ない。

d これに対して原告らは，次のように主張するがJ、ずれも理由がなく，

失当である。

(a）原告らは，憲法上，国民の権利を擁護する司法権の主体として，裁判

官，検察官及び、弁護士が明記されていることを給費制ないし本件権利が憲法

上保障されることの根拠のーっとして挙げる。

しかし，憲法が司法権についての規定を置き，国家権力の一翼としてその

独立性を保障し，重要な役割を与えてこれら法曹三者の存在を前提としてい

るとしても，これらのこと自体から給費制が憲法上要請されているというこ

とはできない。

(b）原告らは，司法修習生が修習専念義務等により様々な憲法上の権利を

制約されていることの代償として，給費を受ける立場にあると主張する。

しかし，前記のとおり，旧法67条2項に基づいて司法修習生に支給されて

いた給与は，司法修習生をして司法修習に専念させるための「配慮Jとして

支給されていたものにすぎなし、から，給費制が憲法上の権利を制約されてい

ることの代償とはならない。

(c）原告らは，本件権利は，国家から司法修習に安心して取り組むための

固有の権利として憲法21条1項， 22条1項， 27条1項， 25条1項からも根拠

付けられるものであり，司法修習に取り組む権利のー態様として憲法13条後
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段によっても保障されるなどとも主張する。

しかし，司法修習に専念させるためにし、かなる方策を講じるかについては，

何も給費制に限られるわけではなし、から，司法修習に専念するために給費制

を維持することが原告らの指摘する憲法の各規定から導かれるものではない。

(d）原告らは，司法修習生が公務員に準じる地位にある（憲法15条1項）

として本件権利が保障されると主張する。

しかし，司法修習生は，国家公務員ではなく，司法修習は，専ら司法修習

生に対する教育を目的として行われるもので、あって，司法修習生の公的な職

務として行われるものではない。修習専念義務は，司法修習制度の本質から

求められるものであり，司法修習生が公務員に準ずる地位にあるからではな

この点，原告らは，司法修習生の職務について，司法修習生が国民の権利

擁護を使命とする法曹として必要な素養を修得すること自体が，司法修習の

目的の実現にほかならず，司法修習生の職務にほかならないと主張する。

しかし，司法修習生が司法修習において法曹として必要な能力を修得する

ことにつき，司法制度全体の発展ないし国全体の利益の向上に資する側面が

あるとしても，そのことから司法修習の公務性が導かれるものではない。司

法修習制度は，司法試験合格者による司法修習生への採用の申込みを端緒と

して行われる法曹実務能力を養成する臨床教育課程で、あって，第一次的には

教育を受ける司法修習生の利益のために行われるものであり，公務といえる

ようなものではない。

したがって，本件権利は憲法15条1項等によって保障されておらず，給費

制の廃止は同項等に違反しない。

(e）原告らは，法曹の報酬保障の趣旨が司法修習生にも妥当することから

給費制が憲法上の要請であると主張する。

しかし，原告らの主張する「法曹三者の報酬保障Jなる概念は本件権利が

憲法上保障されることの根拠にはならない。すなわち，憲法は，法曹三者の

うち検察官及び弁護士の報酬については何ら定めていないから，そもそも原

告らの主張する「法曹三者の報酬保障」なる概念は，およそ憲法上の根拠を

欠くものであるし，憲法79条6項後段及び80条2項後段は，司法権の独立の
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確保のために裁判官の報酬を保障した規定であり，その趣旨が，裁判官どこ

ろか国家公務員ですらない司法修習生に及ぶということは到底いえない。

したがって， 「法曹三者の報酬保障」なる概念並びに憲法79条6項後段及

び80条2項後段は，本件権利が憲法上保障されることの根拠たり得ず，原告

らの主張は失当というほかない。

（イ） 憲法13条が人格権としての本件権利を保障していないこと

a 本件権利は憲法13条の人格権として保障された権利ではないこと

前述のとおり，し、かなる法曹養成制度を採用するか，その具体的内容をど

うするかは，法律事項であるところ，資力に乏しい者に対しても法曹になる

選択肢を確保する必要性を理由に，本件権利を憲法13条に基づく人格権とし

て構成しようとする原告らの主張は，結局のところ，法曹養成制度の具体的

内容をどのようなものにするかという立法政策の当否について主張するもの

にすぎず，本件権利が人格権として保障されているかを含めて，憲法上の問

題を生じさせるものではない。

b 全体利益の下での人権に対する特別の犠牲を根拠に本件権利が人格権

として保障されるものではないこと

原告らの主張する公の利益のために特別犠牲を強制されない権利なるもの

の内実は全く不明であるし，司法修習生に修習専念義務を課して権利を制約

することが，なぜ 「特別の犠牲」となるのか，その理由も不明で、あって，憲

法13条の解釈についての原告らの主張は，独自の見解に基づくものといわざ

るを得ない。

この点を措くとしても，修習専念義務は，前述のとおり，司法修習制度の

本質から求められるものである以上，司法修習生が修習専念義務を課される

ことにより権利制約を受けると しても，それは，司法修習生が自らの意思で

司法修習生となることを選択したことに伴う内在的制約で、あって，これが原

告らのいう「全体の利益の下で人権に対する特別の犠牲を課される場面Jな

るものに該当しないことは明らかである。

（ウ） 憲法22条1項が職業選択の自由としての本件権利を保障したものでは

ないこと

a 職業選択の自由（憲法22条1項）との関係について
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(a）修習専念義務は，前述のとおり，司法修習制度の目的 ・本質から導か

れるものであるから，これによって司法修習生の兼業が制約されるとしても，

自らの意思で司法修習生となることを選択したことに伴う内在的制約あるい

は憲法上許容される公共の福祉による権利制約で、あって，給費制はその対価・

ネ南f賞といえるものではない。

法曹三者の職務内容が国民の権利義務に密接かっ重大に関わる性質のもの

であるために，他の職業に比べて高い識見や専門的能力が要請されていると

ころ，このような法曹に必要な能力を養成するために，実際の法律実務活動

の中で行われる臨床教育課程である司法修習制度の必要性は高く，むしろ法

曹になるとし、う職業選択に資するものといえる。

(b) そして，司法修習制度の存在の合憲性が認められる以上，司法修習生

が修習期間中の生活費等を賄うために給費制により国費の支弁を受けるか否

かは，立法政策の問題であり，法律上給費制が設けられていない場合に，こ

れを自己負担すべきことは当然の帰結である。

むしろ，給費制の代わりに導入された貸与制は，その内容についてみると，

資力要件や利息がないなど国の他の修学資金の貸与制度よりも要件が緩和さ

れており，現に貸与制の開始から現在に至るまで，修習資金の貸与を申請し

た司法修習生は全て修習資金の貸与を受けることができており，また，修習

資金の貸与額や返還方法3 返還の猶予 ・免除の制度を設けていることなどに

照らしても，司法修習期間中の生活の基盤を確保するのに十分合理的なもの

となっているので、あって（裁判所法67条の 2，司法修習生の修習資金の貸与

等に関する規則2条ないし4条及び7条），本来自己負担に帰せられるべき

修習期間中の生活費等を賄うための手段として有用な制度である。

したがって，給費節ljから貸与制への移行は，法曹三者になるための更なる

資格や新たな制約を課するようなものではなく，職業選択の自由を制限する

ものとして違憲と評価される余地はない。

(c) なお，原告らは，給費制の廃止により職業選択の自由（法曹となる自

由）を侵害されたと主張するが，原告らは，給費制が廃止された後に法曹三

者を職業とすることを選択し それぞれ新65期生として司法修習を終え，法

曹三者のいずれかに就く資格を有するに至っているのであるから，給費制の
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廃止により原告らの職業選択の自由が侵害されたとはいえない。

b 居住移転の自由（憲法22条1項）との関係について

司法修習が法曹に必要な能力を養成するために実際の法律実務活動の中で、

行われる臨床教育課程であることからすると，分野別実務修習において司法

修習生が全国各地で、活動する実務法曹の実態に触れることは必要かつ有用な

ことである。また，実務修習を補完し，司法修習生全員に体系的で汎用性の

ある実務知識や技法を習得させるべく，司法研修所で集合修習を行うことも，

必要かっ有用なことであるから，そのために，司法修習生の希望を始めとし

た諸事情を考慮して決定される実務修習地や，司法研修所に通勤可能な範囲

に居住すべきこととなり，居住場所が一定程度限定され得るのは，司法修習

の目的を達成するためのやむを得ないものというほかない。

したがって，最高裁による実務修習地の指定は，司法修習制度の目的と合

理的関連性を有するもので、あり，これにより司法修習生の居住場所が一定程

度限定され得るとしても，自らの意思で司法修習生となることを選択したこ

とに伴う内在的制約であるから，仮に原告らの主張するような居住，移転の

自由の制約が存在するとしても，そのような制約が憲法22条1項の居住 ・移

転の権利を侵害するとはいえず，給費制はその対価・補償などではなし、から，

これを廃止することが同条項に違反するなどということはできない。

（工）憲法25条が司法修習に専念する生活保障としての本件権利を保障した

ものではないこと

旧法に基づき司法修習生に支給されていた給与は，司法修習生をして司法

修習に専念させるための「自己慮」として支給されていたものにすぎず，給費

制は，司法修習生の生存権の保障を具体化したなどというものではない。そ

もそも，憲法25条は， 「健康で、文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障

する規定であるところ，これに関連するのは生活保護法等の社会保障関係の

諸法令で、あって，旧法67条2項は，生存権の保障とは全く関係がない。

更に言えば，本件改正により，給費制に代わる司f封｜妻習生の経済的支援措

置として貸与制が導入されたところ，その内容は，司法修習期間中の生活の

基盤を確保するのに十分合理的なものとなっており，給費制を廃止すること

が生存権を侵害するとは到底いえない。
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したがって，本件権利は憲法25条によって保障されておらず，給費制の廃

止は同条に違反しない。

（オ） 憲法27条が司法修習に従事する対価としての本件権利を保障したもの

ではないこと

a 憲法27条の「勤労Jは，使用者に対する労務の提供を不可欠の要素と

するものであって，原告らが主張する使用従属性の要件は，使用者に対する

労務の提供が認められる事実関係の下で検討されるべきものである。そして，

司法修習は，①法曹に必要な能力を養成するために，実際の法律実務活動の

中で行われる臨床教育課程であり，②司法修習生は，法曹三者の職務その他

国の事務に関するJ~助努を遂行する権限も義務もなく，司法修習生がこれらの

職務を遂行することは何ら予定されていない上，③具体的な修習内容に照ら

しても，司法修習生は，法曹三者の事務その他国の事務に従事するもので、は

ない。

そもそも，国が使用者となる場合における「労務の提供」は，被用者が「国

の事務」のために労働力を提供することということになるところ，司法修習

生は，関係法令の規定上，法曹三者のJfl哉riを行うことができないだけでなく

（裁判所法43条，検察庁法18条1項 1号，弁護士法4条参照），国の事務に

関する固有の権限や義務がなく，裁判所等の国家機関が所掌する事務の分配

を定める規定もないなど，何ら国に対する職務を遂行することが予定されて

いない。このように，司法修習生につき，実際の実務において対外的な行為

をなし得る場面が存在しないのは，司法修習が法曹に必要な能力を養成する

ために行われる臨床教育課程であることに由来する。

したがって，司法修習生の司法修習は，使用者（国）に対する労務の提供

に当たらなし、から，司法修習生に対する給費制の廃止は，憲法27条に違反す

るものではない。

b(a) これに対し，原告らは，公務員が研修を受けることが使用者に対す

る「労務の脚色」に該当することをもって，司法修習生の修習も使用者に対

する「労務の提供」に該当すると主張する。

しかし，裁判所書記官研修生，家庭裁判所調査官補等はいずれも裁判所法

上の「裁判所のl隊員Jとして国家公務員の身分 ・立場を有する者であり，研
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修期間中の給与についても，裁判所職員臨時措置法において準用される一般

職の職員の給与に関する法律等によって支給されるものであるのに対し，司

法修習生は，裁判所法により，公務員とは身分 ・立場が異なるものとして別

個の地位が法定され，公務員とは異なり「使用者（国）」に対して国が行う

べき事務（裁判事務等）に関して職務を遂行すべきともされていない。この

ような法的地位の根本的な相違に照らせば，これらの者と司法修習生とを同

列に論ずることはできず，原告らの主張は，論理の飛躍といわざるを得ない。

(b) また，上記の点を措くとしても，国家公務員の研修は，国家公務員に

対し，国家公務員としての職責を適切に果たすことができるよう，現在就い

ている官職又は将来就くことが見込まれる官職において求められる職務遂行

能力を身に付けるために日頃から職務内外で行われる知職及び技能の習得の

一環として国の職務命令に基づくもので、あって，これは，教育的側面を有し

ているとしても，飽くまで国家公務員の職務として行われるもので， 「使用

者（国）に対する労務の提供」に該当する。

これに対し，司法修習生については，関係法令にも， 「司法修習生Jとい

う官職は存在しない（国家公務員法2条参照）し，司法修習生は，司法修習

を終了した後，法曹三者以外の選択肢も含め実際にどのような職業に就くか

は，本人の意思等に委ねられており，司法修習の時点において将来の職業が

明らかではないことはもとより，将来就く「官職jが見込まれるとは到底い

えない。

(c) さらに，昭和42年判決も， 「司法修習生は，司法試験に合格した者が

裁判官，検察官又は弁護士となる資格を取得するための修習を行なうもので

あって，国の事務を担当するものでなしリ， 「司法修習生は， ・・・ 修習期

間中は，国庫から一定額の給与を受ける ・・・こととなっている。しかし，

これらのことはすべて，司法修習生をして右の修習に専念させるための配慮、

ないしはその修習が秘密事項に関することがあるための配慮にすぎないので

あり，司法修習生の勤務形態が国の事務に従事する職員に類似し又はこれに

準ずる形式ないし実態があるからではない。」と判示している。

(d) 以上のとおり，公務員と司法修習生は，身分 ・立場が異なり，使用者

（国）に対して職務を遂行すべきとされているか否かについても異なる上，
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国家公務員の研修と司法修習生の司法修習も性格が異なるものであり，公務

員が研修を受けることが「使用者に対する労務の提供」に該当することをも

って，司法修習生の司法修習が「使用者に対する労務の提供Jに該当すると

いうことはできない。

C したがって，司法修習生は， 憲法27条1項にいう「勤労j者には当た

らなし、から，本件権利は同項によって保障されない。

（カ） 平成29年改正法の成立をもって本件権利が保障されているとみること

はできないこと

司法修習生に対する新たな経済的支援を内容とする平成29年改正法が，平

成29年4月19日に成立し，同月26日に公布されたが，これは，近年，法曹志

望者が大幅に減少している中，法曹人材確保の充実 ・強化の推進等を図るた

め，修習給付金を支給する新たな制度を創設するとともに，貸与制について

は修習資金の貸与額等を見直した上でこれと併存することとしたものであり，

従前の給費制を復活させるものではない。

この法改正における制度設計に当たっても，本件改正法における給費節ljか

ら貸与制の移行時と同様，司法制度全体に関して合理的な財政負担を図る必

要性があること，公務に従事しない者に「給与」を支給することは異例であ

ることといった事情を考慮する必要があったことに変わりはなく，貸与制移

行の前提は失われていなし、。

(2）争点2-1 （原告らと新64期生との差異につき憲法14条1項違反の有

無）について

ア原告ら

（ア） 判断基準

憲法14条1項は，事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでない

限り，法的な差別的取扱いを禁止する趣旨である。平等権侵害に当たるかど

うかの判断に当たっては，差別によって生ずる被差別対象の取扱いの差異の

大きさ，差別される身分 ・地位の持つ価値及び、その重要さを踏まえた判断を

要するものである。立法行為及び立法不作為の判断においては，社会的事実

の経過に伴う合理性，許容性について立法行為，立法不作為に関する詳細な

立法事実の評価を踏まえた慎重な判断を要するものであることは，近時の平
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等権侵害に関する最高裁判決からも明らかにされているところである。

（イ） 司法修習生としての給費の支給を受ける価値の重要性

司法修習生は，修習専念義務等による制約により，司法修習中に収入を得

ることができないのであるから，司法修習に専念して生活を維持するために

は，経済的な補償は不可欠であり，司法修習生にとっての経済的補償は極め

て重大な価値を有するものである。

また，給費の支給を受けるという身分・地位は，生活費や司法修習にかか

る交通費等の費用の経済的補償のほかに，公務員に準じる身分保障や裁判所

職員共済組合への加入等による補償を受ける身分 ・地位でもあり，これらの

補償により，司法修習中に単に生活を維持するということに留まらず，司法

権の担し、手として人間的に成長する機会を得ることができるとしづ極めて重

大な役割を有していたのであり，給費支給の有無は，それ自体によって司法

修習生に極めて重要な差異をもたらすものである。

さらに，法曹となる者に対する司法修習下における給費の支給は，国民の

権利擁護 ・司法権の確立としづ憲法に由来するもので、あって，かかる法曹の

身分 ・地位は，憲法上の権利として認められるかどうかを問わず，極めて重

要な価値を有している。

（ウ）新65期生と新64期生との差別は許容限度を超えていること

新65期生と新64期生の各司法修習のカリキュラムの内容，各修習生活及び

各修習専念義務の態様は，ほぼ同様であるにもかかわらず，新64期生は，給

費制により経済的補償がされていたことから経済的な不安なく司法修習に専

念し，法曹として司法を担うための自己研鏑を十分に積むことができたのに

対して，新65期生は，給費を受けられないことにより，生活費等として，住

居費の負担のない司法修習生は，平均月額13万8000円，住居費の負担のある

司法修習生は，平均月額21万5800円の生活費を要し，分野別実務修習に伴う

引越費用，不動産賃貸借契約諸費用，集合修習の際に埼玉県和光市所在の司

法研修所の入寮の抽選に外れた場合の住居費用，学生時代の奨学金の返済な

どが必要になり，経済的不安のために司法修習生の百軒呈を考えたものが新65

期生の全体の約 3害1］に達するなど大きな経済的負担を強いられただけでなく，

親族に修習資金の貸与の連帯保証人となることを依頼するというみじめな思
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いをしたり，無給であることを理由にアパートを借りるのに苦労したり，食

費などの生活費を切り詰めたりすることとなった。

このように同じ司法修習生でありながら，司法試験の合格が 1年異なるだ

けで，ここまでの差異があることはおよそ許容される限度を超えていること

は明らかである。

（工） 差別的取扱いに合理的理由のないこと

a 被告には，国民の権利擁護のために，憲法上明記されている司法を担

う法曹を要請する義務があって，司法修習生が司法修習に専念するには給与

の支払が当然の前提で、あったのに，被告は，これを何ら踏まえずに本件改正

を行って，法曹養成の責任を放棄して法曹になる者への負担を強し、た。

司法制度改革審議会，司法制度改革推進本部，国会のいずれでも，法曹養

成のための司法修習の重要↑生から議論すべきであると唱えられていたにもか

かわらず，給費制廃止の論拠は，司法制度改革における法科大学院，司法ネ

ット等の司法財源に限りがあることからその財源をどうするかとしづ議論に

終始した結果の財政上の理由にすぎない。また，法曹は安定的に高収入を約

束されており，法曹になるための費用は自己負担すべきということや高収入

を得る法曹に国の財源を支出することに国民の理解が得られないとされた他

の根拠についても，本件改正時の議論でも収入が不安定になることが指摘さ

れ，現に弁護士の収入が激減していること，裁判官や検察官になった司法修

習生は，公務員として職務に従事するため，個人の才覚 ・努力で自らの所得

を自由に増加する余地がないこと，さらに，立法過程で国民の意見を聞く機

会をそもそも設けていなかったために国民の理解が得られないとの論拠にも

確証がないことからすれば，前記差別に合理的理由がないことは明らかであ

る。

b また，被告は，同じく国民の生活の安全，健康といった公益を担う存

在の養成機関である防衛大学校，研修医等に対し国費から育成費用を支出し

ているところ，特に研修医に関しては，かつて給与の支払がなかった時期に，

研修の実を挙げるために司法修習生に対する給費制を参考に国費を支出する

ことになったので、あるから，司法修習生に対する給費のみを廃止することに

合理的根拠があるとはいえない。
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C さらに，破産管財人や成年後見人等，国民の財産を公的に管理する職

務に就くことが予定されている弁護士について，貸与制により約300万円もの

借金を負っていることを国民が知った場合，当該弁護士，ひいては司法に対

する信頼を維持できなくなってしまうから，司法修習を受けたことに伴い必

然的に約300万円もの借金を負わざるを得ない事態を内包する制度を採用し

て運用することは，司法に対する国民の信頼を根底から揺るがす著しく不合

理なものといえる。

d 加えて，国は，多様な人材が法曹を目指すことができるようにし，国

民により良い司法サービスを受けられるようにすることを掲げているにもか

かわらず，給費制を廃止し，これによって，経済的事情による司法修習百軒呈

者が激増する事態を生じさせ，修習専念義務を前提とする司法修習に取り組

むことそれ自体が困難な経済的困窮者が法曹になる途を閉ざしたのであるか

ら，給費制廃止が多様な人材確保の妨げになっていることは明白で、あって，

上記司法制度改革の理念に真っ向から反しており，前記差別に何ら合理性を

見いだすことはできない。

イ被告

（ア） 総論

憲法14条 1項は，法の下の平等を定めた規定であるが，国民に対し絶対的

な平等を保障したものではなく，合理的理由のない差別を禁止する趣旨であ

り，事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づく区別は同項に違反するもの

ではない（最高裁昭和37年（オ）第1472号同39年5月27日大法廷判決 ・民集18巻

4号676頁，最高裁昭和45年（あ）第1310号同48年4月4日大法廷判決・刑集27巻

3号265頁参照）。

（イ） 差別の内容の重要性

そもそも法曹養成の方法に関しし、かなる制度を採用するか，当該制度の具

体的内容をどのようなものにするかといった事柄については，立法府の政策

的な判断に委ねられており，司法修習生の給費制は憲法上保障されたものと

はいえない。

そして，法曹養成の方法とじて現行の司法修習制度は，まず，司法修習を

年間約25億円の予算措置をとって国費で、運営し，司法修習生にその費用の負
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担をさせない方策を講じて，司法修習生にその費用（授業料，基本教材等）

の負担をさせていない。その上で更に司法修習に専念させるために何らかの

方策を講じるとしても，どのような方策を講じるかといった事柄については，

経済的 ・社会的条件，一般的な国民生活の状況，国の財政事情，他の政策等

を踏まえて検討される必要があり，立法府の政策的な判断に委ねられるべき

ものである。

したがって，新65期生とそれ以前の司法修習生との間で、の給費の有無に事

柄の性質に即応した合理的な根拠があるかどうかについては，立法府に広い

裁量があることを前提に，本件で問題となる給費制から貸与制への移行とい

う立法府の判断に合理性があるかどうかの問題に帰着する。

（ウ）給費制から貸与制への移行は合理的政策判断に基づ、くものであること

a 従前の給費制は，法曹の資格要件としての司法修習生の地位の重要性

に鑑み，これに人材を吸収するという見地，また，司法修習に専念させる等

の配慮から，特に一定額の給与が支給されることとされたもので，司法修習

に専念することができるようその基盤を確保し，司法修習の実効性の確保を

図る一つの方策として採用されていたものである。

b 給費制から貸与制への移行は，法曹以外の者をも含めた法曹養成検討

会等における長期間にわたる種々の議論や慎重な検討を踏まえた上で決定さ

れた方針に則り，法曹の質・量の充実，法曹人口の増加等も含め，限りある

財政資金をより効率的に活用し，国民の理解が得られる合理的な国民負担（財

政負担）を図る必要があること，給費制創設当初と比較して司法修習生が大

幅に増加しており，新たな法曹養成制度の整備に当たり，実効的に対応でき

る制度とする必要があること，公務に従事しない者に国が「給与jを支給す

るのは異例の制度であることなどを踏まえ，司法修習生の「給与」を国民が

負担することについて国民の理解が得られるか否かといった観点などに基づ

いた合理的な政策判断に基づくものである。

C また，給費制の代わり lこ導入された貸与制の内容をみても，前記のと

おり，司法修習期間中の生活の基盤を確保するのに十分合理的なものとなっ

ている。

d 以上のとおり，本件改正による給費制から貸与制への移行は，合理的
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な政策判断というべきであり，原告らと新64期生との聞の給費や有無は，事

柄の性質に即応した合理的な根拠に基づく区別といえるものであるから，憲

法14条1項に違反するものではなし、。

(3）争点2 2 （原告らと現行65期生との差異につき憲法14条1項違反の

有無）について

ア原告ら

(7）新65期生と現行65期生との差別は許容限度を超えていること

新65期生の集合修習と現行65期生の後期修習とは同時期にほぼ同じ内容で

行われていたにもかかわらず，新65期生は給費を受けられず，他方，現行前

期生は給費を受けられていたために，前記（2）ア（ウ）のとおり，両者の司法修習

の実態は全く異なるものだった。

このように，同時期に司法修習を行っていながら，原告らと現行65期生と

の問に生じている給費の有無とし、う差別が不合理で許容限度を超えているこ

とは，前罰百2）ア（ウ）のとおり，明らかである。

（イ）差別的取扱いに合理的理由のないこと

上記差別に合理性のないことは，前記（2）ア（工）のとおりである。

イ被告

' 新65期生と現行65期生は，給費制から貸与制への移行という異なる条件の

;-i 下に採用されており，両者を同列に論じることはできない上，給費制から貸

:t: 与制への移行に合理的根拠があるのは，前記（2）イ（引のとおりである。しかも，

!j このような給費制から貸与制への移行は，単に財政的見地のみからではなく，

t;! 現行65期生については司法修習の期間を 1年4か月とする一方，法科大学院

m の実務的教育を経た新65期生については司法修習の期間を1年にするなど，

,[: 法曹養成期間全体の長期化，法科大学院での実務教育及び法曹資格取得後の

等を考慮するとし、う上記司法改革全体の制度設計に基

このような経緯等を背景とする両者の取扱いの区別に

とは明らかである。

習生に対する経済的支援についての原告らと現行65期

事柄の性質に即応した合理的な根拠に

あるから，憲法14条1項に違反するものではない。

裁判（行政3) 805 ( 67) 

(4）争点2 3 （原告らと裁判所書記官研修生との差異につき憲法14条1

項違反の有無）について

ア原告ら

(7）裁判所書記官研修生と司法修習生との同一性

司法修習生も裁判所書記官研修生も，司法権の担い手を養成するための国

家による研修として，最高裁の機関において，一定期間の義務研修後にその

資格を付与され，裁判所法において規律されるという点において同一である

し，その研修実態も，最高裁により配属地が決定され，司法研修所ないし裁

判所職員総合研修所に出勤できる範囲で居住生活して法曹実務に関与しなが

ら，時間的場所的な拘束の下に実施されるもので、あって，基本的に同ーのも

のである。

また，司法修習生と裁判所書記官研修生は，共に公務員に準じる身分 ・地

位にある者として，修習専念義務ないし兼業禁止義務等の公務員と同様の制

約を受けているほか，公的な身分，地位にある者として裁判所法及び最高裁

判所規則による規律を受けている点が同様であるし，給費制下の司法修習生

は，給与・その他諸手当，裁判所職員共済組合加入等の社会保障においても

裁判所書記官研修生と同様で、あった。

さらに， 司法修習生と裁判所書記官研修生は，共に研修中に起案した書面

等が裁判上使用することが基本的には予定されていないという点が同様であ

り，むしろ，実際には司法修習生の起案した判決書，和解調書等が裁判実務

で使用されており，裁判所書記官研修生よりも裁判実務への関与，従事の度

合いは高いといえる。

（イ） 差別が許容限度を超えていること

裁判所書記官研修生は，研修期間中，給与や地域手当等の諸手当の支給を

受けるだけでなく，裁判所職員共済組合にも加入することができ，十分に研

修に従事することができる。

他方，新65期生は，給与の支給はもとより，住居費用，通勤費用その他諸

手当の支給すら受けることができず，無給下で，現在及び将来の経済的不安

に襲われながら，司法修習を行わざるを得なかった。

したがって，実体的・身分的に原告らと同ーと評価できる裁判所書記官研
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修生との聞において，給与その他社会保障等の支給について差異があること

は，差別の限度として明らかに許容される限度を超えた不合理なものである

ことは明らかである。

（ウ） 差別的取扱いに合理的理由のないこと

上記差別に合理性のないことは，前記（2）ア（工）のとおりである。

イ被告

前記（1）イ（オ）bで述べたとおり，裁判所書記官養成課程のために裁判所職員

総合研修所に入所した裁判所書記官研修生は，裁判所の職員として国家公務

員の身分を有する者であり，司法修習生とは身分・地位が全く異なる上，司

法修習が裁判官，検察官又は弁護士に必要な能力を養成するための課程で、あ

るのに対し，裁判所書記官養成課程は，裁判所書記官として必要な能力を養

成するための課程で、あって，両者は，その目的及び内容等も大きく異にする

ものである以上，新65期生と裁判所書記官研修生の聞に身分・地位や待遇の

差異があることは当然であって，上記の区別について，憲法14条 1項違反は

そもそも問題となることはない。

(5）争点 3 （本件改正及び本件改正後に給費制を復活させなかったことが

国賠法上違法であるか否か）について

ア原告ら

（ア）給費制は，前述のとおり，戦前の人権弾圧を防止できなかった司法権

の行政権及び立法権に対する劣後構造及び、法曹三者間の劣後構造の反省によ

り実施されたこと，また，日本国憲法の司法権を実現する法曹三者及びこれ

らになる者である司法修習生の公的な身分 ・地位からの報酬保障の趣旨及び

司法修習専念義務下における様々な制約の中で国民の権利実現のために司法

修習に従事すること等の実態に裏付けられたものであるところ，給費制を廃

止した本件改正は，その立法過程においても行政官である官僚側の都合で推

進されたものであり，本件改正にかかる立法行為及び給費制を復活させなか

った立法不作為は，原告らへの権利侵害にとどまらず，立法権及び行政権に

よる三権分立の一翼たる司法権そのものへの侵害に他ならない。

したがって，被告が主張するような立法権による裁量が憲法上予定されて

いる選挙権に関する最高裁判決の判断枠組みは妥当せず，立法行為又は立法
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不作為が違憲と評価される場合においては，原則として国賠法1条 1項にお

ける違法性及び過失が認められ，例外的に違法性及び過失の評価を阻却する

事情が認められるかどうかで判断すべきである。そして，このような違法性

を阻却するような事情は被告から一切主張されていなし、から，本件における

立法行為及び立法不作為は，同項上，違法及び過失の評価を受ける。

（イ） 仮に，被告主張の判断枠組みにしたがって判断したとしても，本件に

おける立法行為又は立法不作為は国賠法上違法である。

a 旧法67条2項の規定は，司法修習生の本件権利を具体化したものであ

るから，本件改正の立法行為は，憲法上明確に規定されている司法修習生へ

の賃金ないし報酬をなくす立法であるところ，かかる立法については，法曹

養成検討会において，当初，委員から全く給費制を廃止すべきとの意見がな

い状態で，突然，官僚により旭織される事務局が，給費制を廃止して貸与制

に移行することを求める内容の資料を提出したことに端を発したもので，同

検討会において給費制廃止とされた理由は関係機関との調整や予算の都合と

いった官僚側の都合，裕福な子女に給費を支給する理由がないという俗論，

国民の理解が得られないという証拠のない抽象論に基づく議論であり，国会

において疑義を唱える質問に対しても官僚は同様の回答を行った結果，本件

改正がされたもので、あって，国賠法上違法で，かっ，被告に過失が認められ

ることは明らかである。

b また，給費制を復活させなかった立法不作為は，憲法上一義的な立法

による保障を要する賃金ないし報酬のない無給状態を放置したという不作為

であり，立法の内容又は立法不作為が原告らに憲法上保障されている権利を

違法に侵害することが明白で、あったといえる0 .さらに，原告らが給費を受け

るには，当該法律による定めが必要であるところ，本件改正以降，法曹の経

済的状況は悪化し，法曹志願者が激減したり，司法修習生となることを辞退

する者が生じたり，司法試験の合格者数は想定していた数よりも1000人程度

少ない2000人程度で推移し，予算措置上の問題も実際に生じていないこと，

新65期生の司法修習にも様々な弊害が出て，被告も 1年間の給費制維持の平

成22年法改正がされた平成22年11月26日の時点で，法曹志望者が厳しい経済

状況に置かれ，経済的理由から法曹となることを断念しないよう，法曹養成
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しかるに，これまで述べてきたとおり，そもそも本件改正により給費制を

廃止して貸与制としたことは憲法に違反しなし、から，原告らの主張はその前

提を欠き，これに係る国会議員の改正行為（立法行為）及びその後給費制を

復活させなかった行為（立法不作為）は国賠法上何ら違法ではない。

(6）争点4 （原告らが司法修習に従事することが「公共のために用ひる」

ことに該当し，原告らは損失補償請求権を有しているか否か）について

原告ら

(7）財産権の保障の範囲

憲法29条が保障する財産権は，財産を取得し，保持する権利一般であり，

私人に属する財産権の保障に加え，私有財産制度を制度的に保障したもので

ある（最高裁昭和59年（オ）第805号同62年4月22日大法廷判決・民集41巻3号408

頁参照）から，財産権とは，自己に帰属する財産を自由に利用し処分する権

利であり，私有財産制度を保障するということは，このような財産権一般を

法制度として保障することといえる。

そして，憲法29条3項は，財産権に対ーする侵害に対して，それによって失

われた財産価値を補償するべきであるとし、う公平負担の観点により定められ

たものであるところ，このような趣旨からすると，財産権とはあらゆる財産

的価値を有するものを指すと広く解釈されるべきであり，その侵害方法につ

いても，直接的に収奪される場合のみならず，その一部を制限することのみ

でも侵害に当たることになる。

また，憲法29条の保障する私有財産制度は，私人が財産を獲得，保有，処

分する自由を制度的に保障するもので、あり，このような趣旨からすれば，私

人の自由な財産の獲得形成を侵害するような場合においても，侵害の場合に

準じて憲法29条3項による補償の対象となるものと解すべきである。

以上のことから，憲法29条3項により補償される財産権とは，単に人が取

得した財産を処分する自由のみならず，人が財産を取得形成することにかか

る権利も含まれる。

（イ）損失補償の対象となる権利制約行為について

財産取得形成に対唱する適法行為に基づ、く損失補償の原因となる権利制約行

為には，①当然に財産的負担が伴うような身体的自由の制限，②業者に対し

71) 809 ( 判（行政3)裁
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制度に対する財政支援の在り方について見直しを行うことが緊要な課題とな

っていることを認識していたことに鑑みれば，被告は，所要の立法措置を執

ることが必要不可欠であり，それが明白で、あってそのことを卜分に認識して

いたにもかかわらずこれを怠ったといえる。

C したがって，被告の主張する判断基準によっても，本件改正の立法行

為及び給費制を復活させなかった立法不作為は国賠法上違法で、あり，被告に

過失も認められることは明らかである。

イ被告

国賠法1条1項は， 「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が，そ

の職務を行うについて，故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたと

きは，国又は公共団体が，これを賠償する責に任ずる。 Jと規定するところ，

同項にいう違法とは，公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義

務に違背することをいう（最高裁昭和53年（オ）第1240号同60年11月21日第一小

法廷判決 ・民集39巻7号1512頁，最高裁平成13年（行ツ）第82号，同年（行

ツ）第83号，同年（行ヒ）第76号，同年（行ヒ）第77号同17年9月14日大法

廷判決・民集59巻7号2087頁等）。

国会議員の立法行為又は立法不作為が国賠法1条 1項の適用上違法となる

かどうかは，国会議員の立法過程における行動が個別の国民に対して負う職

務上の法的義務に違背したかどうかの問題で、あって，当該立法の内容又は立

法不作為の違憲性の問題とは区別されるべきであり，仮に当該立法の内容又

は立法不作為が憲法の規定に違反するものであるとしても，そのことを理由

に直ちに国会議員の立法行為又は立法不作為が違法の評価を受けるものでは

なく，立法の内容又は立法不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法

に侵害するものであることが明白な場合や，国民に憲法上保障されている権

利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠であ

り，それが明白であるにもかかわらず，国会が正当な理由なく長期にわたっ

てこれを怠る場合などに，例外的に，国会議員の立法行為又は立法不作為は，

国賠法1条 1項の規定の適用上，違法の評価を受けるというべきである（前

掲最高裁平成17年9月14日大法廷判決，最高裁平成17年（オ）第22号，同年間第

29号同18年7月13日第一小法廷判決 ・判例時報1946号41頁参照）。

判（行政3)70）裁808 ( 
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て労役を課す「役務j の徴収，③一般国民に対して労役を課す「労力jの徴

収の人的収用が含まれる。

そして，被告は，新65期生に対し，修習専念義務や兼業禁止等を課して司

法修習に従事させており，これにより新65期生は，主として労務や経済活動

により財産を取得することができなくなるという損失を被った。このことか

ら，原告らは，①当然に財産的負担が伴うような身体的自由の制限を受けた

といえる。

また，新65期生は，司法試験に合格し，そのほとんどが法曹となるのであ

るから，司法修習生は，二回試験の合格を停止条件として法曹たる身分を取

得したとしづ状態にある者といえ， 一般人とは異なって法曹に準じた立場に

おいて業務を行う専門性を有しており， 「業者」に準じた者といえる。司法

修習中は，兼業を禁止されて財産獲得の機会を逸するから，原告らは，②業

者に対して労役を課す「役務」の徴収を受けたといえる。

さらに，司法修習は，法曹実務そのものを行わせるものであり，修習専念

義務等により，他で労務を提供して財産を得る機会を失わせる者であるから，

新65期生は，被告により，本来は行える労役を司法修習に注力させているの

であるから，③一般国民に対して労役を課す「労力jの徴収を受けたといえ

る。

以上のとおり，原告らに対して，修習専念義務等を課して司法修習に従事

させることは，憲法29条3項による損失補償の対象になることは明らかであ

る。

（ウ） 「公共のために用ひるJこと

a 憲法29条3項にいう「公共のためにj とは，収用全体の目的が広く社

会公共の利益のためであればよいと解されているところ，司法修習は，国民

の基本的人権を実質的に保障すべく法曹の質を担保するため憲法上の要請と

して実胞されているものである以上，広く社会公共の利益のために行われて

いるものであり， 「公共のために」に該当することは明らかである。

b 憲法29条3項でいう「用ひるJとは，強制的に財産権を制限したり，

収用したりすることをいい，公共のために「用ひるJとは，公益目的のため

に財産を収用する場合だけに限らず，広く財産権を制限する場合も含むと解
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され，前述した憲法29条3項の趣旨及び私有財産制度の保障の趣旨からすれ

ば，自由に財産を獲得，形成，処分することへの制約についても「用ひるJ

に当たると解すべきである。

そして，新65期生には，本件改正法67条2項に定める修習専念義務が課さ

れ，最高裁判所規則により，兼業が禁止される結果，居住・移転の自由が制

約され，司法修習中，場所的 ・時間的拘束を受け，かっ，自活するための営

業活動や勤労に従事することができず，営業の自由及び勤労の自由も制限さ

れているが，これらの制限は本件改正法及び、最高裁判所規則によって強制的

に行われるもので、あり，これらに反すれば司法修習生を罷免され，法曹資格

が取得できない結果を招来するから，制限に違反した場合の不利益の度合い

を考慮すれば極めて強度の制限といえる。

したがって，原告らが司法修習に従事し，修習専念義務や兼業禁止義務が

課されることが「用ひるjに該当することは明らかである。

（エ） 特別の犠牲について

憲法29条3項によって補償を要するのは，特定の者に対してその財産権を

内在する社会的・自然的制約を超えて，「特別の犠牲Jを課する場合とされ，

「特別の犠牲Jに該当するか否かは，①侵害行為の対象が広く一般人か特定

の個人ないし集団か（形式的基準），②侵害行為が内在的制約として受忍す

べき限度内か，それを超えて財産権の実質ないし本質的内容を侵すほどの強

度なものか（実質的基準）に基づいて判断されるものである。

そして，司法修習生は， 「司法修習期間中に修習専念義務や兼業禁止等が

課されるJとしづ侵害を受け，その結果，「労務や経済活動により財産を獲得

することができなくなるJという犠牲を強いられるところ，侵害行為の対象

は，司法修習生として採用された者のみで、あって，特定の集団に限定されて

いる。また，アンケートによれば，司法修習生の場所的拘束及び兼業禁止に

伴う経済的負担については，司法修習期間の約 1年間で平均して232万5600円

になり，修習場所指定に伴う経済的負担については，司法修習開始の際の転

居費用や集合修習のための転居費用など平均して45万7500円となり，司法修

習を行うためには約278万3100円の費用が必要であるところ，修習専念義務等

が課されることによって，上記費用を自己の収入で賄うことは不可能である
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し，司法修習生に任命されるまでの法科大学院の費用等による債務を負って

いる者が多数いることも踏まえれば，上記侵害行為は，新65期生に多大なる

経済的負担を強いるものであり，法曹資格取得のための内在的制約として受

忍すべき限度内とはいえず，財産権の本質ないしは本質的内容を侵すほど強

度な侵害であるといえる。

したがって，原告らには特別の犠牲が生じたものといえるから，憲法29条

3項によって，損失補償がされるべきである。

（オ） 被告の主張について

被告は，司法修習生への採用は司法修習生の意思に基づくものに他ならな

し、から，憲法29条3項が予定する私人の意に反して公権力が行使する場面は

存在しないとして，同項の適用がない旨主張するが，法曹となるためには司

法修習を経る必要があり，法曹になろうとする者が自由な意思で司法修習を

回避することはできないこと，司法修習生の採用が司法修習生になろうとす

る者の申込みを端緒とするものとしても，司法修習の内容や司法修習生への

監督，罷免の措置等は全て最高裁判所規則等の法令によって定められており，

任命権者である最高裁と司法修習生との対等な契約であるとは到底いえない

ことからも失当である。

イ被告

げ） 「私有財産」を「公共のために用ひる」場合に当たらないこと

a 司法修習生に修習専念義務を課することが， 「私有財産を公共のため

に用いる」場合に当たるとすることは，そもそも規定の文言上，無理がある。

この点，原告らが依拠する考えにおいても，正当な補償を行うことを要す

ることのある「人的収用jは，①当然に財産的負担が伴うような身体的自由

の制限，②労力の徴収，③役務の徴収に限られているところ，司法修習生が

修習期間中に修習専念義務を課せられることは，上記①ないし③のいずれに

も該当しない。

すなわち，上記①に関して，司法修習生は，修習専念義務を課されること

によって，職業選択の自由に一定の制約が課せられるにとどまり，身体的自

由に何らかの制限を受けるものではないし，修習専念義務によって直接的に

何らかの財産的負担が生ずるものではなく，仮に司法修習生が修習期間中に
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第三者に対する労務の提供等の別途の行為をしていれば得られた可能性のあ

る収入を得ることができなかったという，間接的な発生が観念される負担に

すぎない。また，司法修習生は修習専念義務を課されることによって，上記

②及び③のような労務又は役務の徴収を課されるものでもない。

このように，司法修習生に修習専念義務を課すことは， 「人的収用Jに該

当する場合と同視できるものではない。

したがって，司法修習生が修習期間中に修習専念義務を課せられることは，

「私有財産」を「公共のために用いるJ場合に当たらない。

b また，憲法29条3項の損失補償は，私人の意に反して公権力が行使さ

れる場合を大前提としているから，本来適法な公権力の行使によって生じた

損失を個人の負担とせず，平等原則によって国民の一般的な負担に転嫁させ

ることを目的とする制度で、あって，社会公共の利益のために，強制的に財産

権を制限，あるいは収用する場合に正当な補償を要するとするものであり，

ここでいう「公権力の行使Jには，行政主体と私人が相互の合意に基づいて

契約を締結し，その結果，行政主体が対価を支払う義務を負うような場面は

含まれない。

司法修習生は，司法試験合格者で採用を希望する者の中から最高裁の裁量

的権限に基づいて採用されており，この採用が司法修習生の意思に基づくも

のにほかならなし、から，憲法29条3項が予定する私人の意に反して公権力が

行使される場面は存在しない。

したがって，司法修習生に課せられる修習専念義務をもって「これを公共

のために用ひることJに該当するものと解することはできない。

（イ）修習専念義務による権利制約があったとしても，内在的制約であり，

特別の犠牲に当たらないこと

修習専念義務は，司法修習の本質・目的から導かれるものであるから，司

法修習生が修習専念義務を課されることにより権利制約を受けるとしても，

それは，司法修習制度から導かれる内在的制約であって，これが憲法29条3

項により補償を要する「特別の犠牲」に該当しないことは明らかである。

(7) 争点5 （原告らの給費請求権の額，損害額又は損失補償額）について

ア原告ら
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（了） 旧法による給費支払請求

前述のとおり，本件改正による給費制廃止は違憲無効であるところ，違憲

審査権の発動の結果，違憲無効とされた法律は，少なくとも当該事案におい

ては法規範としての効力を有せず無効とされ，無効となった法律が存在しな

い状態を前提として取り扱うことになるから，原告らとの関係上旧法67条2

項は存在しているものとして適用される。

したがって，原告らは，現行65期生への支給額と同等の給費額の請求権を

有し，その額は，少なくとも237万4080円（基本給20万4200円× 4か月十減額

後の基本給19万4660円× 8か月）を下ることはない。

原告らは，上記請求権のうち，一部請求として各5000円を請求する。

（イ） 国賠法1条 1項に基づく損害賠償請求

原告らは，給費制の廃止により給費相当額を得られないとしづ損害を被っ

た。その損害額は，少なくとも， 237万4080円（基本給20万4200円× 4か月＋

減額後の基本給19万4660円× 8か月）を下らないロ

また，原告らは，給費制廃止による経済的負担により，司法修習中は生活

を切り詰め，本来は必要となる支出を無理矢理押さえ込んだり，司法修習終

了後には，法曹として働くための必要経費が不足したり，借金の返済に対す

る不安を抱えたり，経済的理由から公益活動に専念できなかったり，法曹と

しての尊厳を傷つけられたり，人生の選択の変更を余儀なくされたりするな

ど多大な精神的苦痛を被った。かかる精神的苦痛に対する慰謝料としては各

原告につき100万円を下ることはない。

したがって，原告らは，少なくとも各337万2480円の損害賠償請求を有する

ところ，その一部請求として，各5000円を請求する。

（ウ） 憲法29条3項に基づく損失補償請求

憲法29条3項は，特別な犠牲の回復を図ることを目的とするものであるか

ら，ここでいう「正当な補償j とは，完全な補償，すなわち，財産価値を等

しくならしめるような補償と解すべきである（最高裁昭和46年（オ）第146号岡崎

年10月18日第一小法廷判決・民集27巻9号1210頁，最高裁平成10年（行ツ）

第158号同14年6月11日第三小法廷判決・民集56巻5号958頁）。

前述のとおり，司法修習を行う上で必要となる経済的負担は約278万3100円
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にのぼり，給費制下における司法修習生に対しては，この「正当な補償」と

して，国家公務員 I種採用者と同等額の給費が支払われていた。

したがって，原告らに対する「正当な補償Jは，少なくとも給費制下にお

いて認められていた国家公務員 I種採用者と同等額の給料（減額後の基本給

19万4660円×12か月＝233万5920円）が相当である。

原告らは，上記請求権のうち，一部請求として各1万円の支払を求める。

なお，給費制が廃止されたことに伴い，貸与制の規定が設けられたが，貸

与を受けた修習資金はし、ずれ返還しなければならない借金であり，原告らが

無給であることに変わりはないことから，これが「正当な補償」に診当しな

いことは明らかである。

イ被告

げ） 旧法による給費支払請求

本件改正は違憲無効ではなし、から，原告らの旧法67条2項に基づく給費支

払請求には理由がない。

（イ） 国賠法1条1項に基づく損害賠償請求

争う。

（ウ） 憲法29条3項に基づく損失補償請求

争う。

第3 当裁判所の判断

1 認定事実

前記前提事実に加え，括弧内挙示の証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下

の事実が認められる。

(1) 法曹養成制度の変遷

ア 大日本帝国憲法下（く証拠｜略〉）

(7) 大日本帝国憲法下では，当初，判・検事は，裁判所構成法（明治23年

法律第6号）と判・検事登用試験規則jに基づき，同試験に合格した者が司法

官試補として， 1年半の間，裁判所及び検事局で実務修習を受け，第二回試

験に合格した後に判・検事に登用されていた。なお，司法官試補は， 1年以

上の修習を経た後は，判事又は予審判事等の実務に就くことが可能で、あった

（裁判所構成法60条1項， 2項）。

訟務月報65巻 5号



816 ( 78）裁判（行政3)

これに対し，弁護士は，判・検事と区別され，弁護士法と弁護士試験規則

に基づき，弁護士試験合格者を，修習を経ずに直ちに登録させていた。

大正12年に，判 ・検事か弁護士になるかのいずれを問わず，必ず高等試験

令による高等試験の司法科試験に合格する必要があることとなったものの，

弁護士として登録するための修習は依然として不要とされた。

昭和8年になると，弁護士にも弁護士試補の制度が設けられ，昭和11年よ

り弁護士会での修習を要することとなったが，弁護士試補と司法官試補との

修習は別に行われ，司法官試補は弁護士会での修習を行わず，弁護士試補は

裁判所及び検事局で、の修習を行わなかったo また，弁護士試補には， 1年6

か月の修習期間中，給与が支給されず，兼職及び営業が制限されていたため，

弁護士試補の中には経済的に生活が苦しくなる者もいた。

（イ） 大日本帝国憲法下，日本の裁判所は，司法省の監督下にあり，司法権

が行政権から独立しておらず，また，司法大臣は弁護士に対する監督権を有

し，検察官や裁判所の請求によって弁護士の懲戒がなされる制度で、あったた

め，法曹による十分な人権擁護が困難な状況で、あった。

イ現行憲法下

現行憲法下，日本では，人権弾圧を抑止できなかった戦前の司法制度の反

省を踏まえ，司法の民主化を含む司法制度改革が行われた（く証拠略〉）。

戦後の司法制度改革における司法制度改正審議会や臨時司法制度改正準備

協議会，臨時法制調査会 ・司法法制審議会等の議論の中では，裁判所と検事

局との分離，行政裁判所の廃止，司法権の独立などの司法制度そのものの議

論に加えて，昭和22年裁判所法の新設に当たって，裁判官，検事と弁護士を

区別しないで国がその養成に当たること，裁判官や検事を弁護士から登用す

ること，裁判官や検事となる者も弁護士の実務修習をさせることなど，法曹

養成に関する議論もされた。臨時司法制度改正準備協議会における法曹養成

に関する議論において，司法官試補と弁護士試補の区別をなくして統ーして

修習させることの意見が出てからは，統一司法修習制度に対する特段の異論

もなく，司法修習生に給料を支給することに対しても，特段の異論がなかっ

た。かかる議論の途中では，司法修習生を2級官吏としてみなして，裁判所，

検察庁及び弁護士の事務を取り扱うことができる旨の案も出たが，最終的に
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は司法修習生の法的地位については明記されなかった。 （く証拠略〉）

昭和22年裁判所法は，昭和22年4月16日に可決され，同年5月3日に施行

された。同法の制定時，司法修習に関しては，司法修習生は高等試験司法科

試験に合格した者の中から最高裁がこれを命ずるとされていたが，その後，

昭和24年法律第177号により，司法修習生は司法試験に合格した者の中から最

高裁がこれを命ずることとされた。 （争いのない事実）

(2) 司法修習について

ア総論

司法修習は，司法制度を担う法曹に必須の課程として国家によって運営さ

れており，司法修習の内容も法曹に必要な能力を養成するために高度に専門

的であることや，司法修習が，臨床教育課程として，実際の法律実務活動の

中で行われるものであり，実際の法曹と同様に中立公平な立場を維持したり，

利益相反活動を避けたりする必要があることなどから必要とされるものであ

って，修習専念義務は，このような司法修習制度の本質から求められるもの

とされている（〈証拠略〉） 。

イ 司法修習の内容の大要（く証拠略〉，争いのない事実）

(7) 実務修習地における分野別実務修習

司法修習の期，配属庁会，配属部等によって若干異なるが，司法修習生の

修習内容は以下のとおりであった。なお，司法修習生は，実務修習の結果を

整理して指導官に報告するため，実務修習結果簿を作成した。

a 裁判所修習（民事裁判修習及び刑事裁判修習）

(a) 司法修習生は，裁判所修習においては，概ね午前9時に登庁し，午後

5時に退庁することとされており，登庁簿により登庁の有無が管理されてい

た。もっとも，記録検討等の時間を確保するために，午前9時前に登庁し，

午後5時以降に退庁する場合もあった。

(b) 司法修習生は，配属された部において，事件記録の検討，弁論あるい

は公判等の期日を傍聴することにより，裁判長の訴訟指揮や証拠調べを見聞

し，訴訟手続の進展と心証形成の経過を知り，判決書等の各種起案を行った

上でこれについて講評を受けるなどした。

また，事件記録の検討や期日の傍聴を踏まえて，裁判官から質問を受けた
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り，裁判官と議論をすることもあった。

なお，刑事裁判修習では，裁判員裁判制度開始以降の修習期の司法修習生

は，裁判員裁判の評議に立ち会うこともあった。

(c) その他，配属部での修習以外に，全体講義や午後5時以降の任意参加

の研究会，破産再生部での講義，債権者集会の見学や保全部での審尋立会い

など専門部での修習もあった。さらに，家庭裁判所での修習も行われており，

司法修習生は，調停委員とともに調停期日に同席したり，少年審判に立ち会

うなどしていた。

b 検察修習

(a) 司法修習生は，検察庁では，午前9時に登庁し，午後5時に退庁する

こととされ，登庁簿によって登庁の有無が管理されていた。

(b）検察修習の捜査修習においては，指導担当検察官の指揮の下，実際の

事件の配てんを受け，被疑者及び参考人の取調べ並びに警察官への補充捜査

の指示等を行った。司法修習生は，取調べでは，自ら聴取事項を考え，自ら

発問し，供述録取書等を作成するが，作成名義は，指揮をした検察官のもの

とされていた。取調べ修習では，供述者の都合の関係上，平日午前9時から

午後5時以外の時間帯に取調べを行う場合もあった。

そして，司法修習生は，捜査を踏まえて指導官と協議の上，終局処分の検

討，決定をし，訴状，不起訴裁定書等を起案した上で，次席検事及び検事正

の内部決裁を受けた。かかる決裁では，次席検事等から追加の捜査等につい

て指示がされる場合もあった。

(c) また，検察修習の公判修習においては，司法修習生は，公判提出証拠

の整理及び冒頭陳述，論告求刑の起案等を行い，訴追官の側からみた刑事訴

訟手続も修習した。

(d) その他，司法修習生は，司法解剖への立会いや捜査現場での修習とし

て令状による捜索差押えの立会いをすることもあった。

C 弁護修習

(a) 司法修習生は，弁護士会での修習においては，指導担当の弁護士事務

所に配属され，その事務所の勤務形態に合わせて出勤・退勤をした。概ね出

勤が午前9時から午前9時30分までの間であり，退勤が午後5時から午後5
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時30分まで、の聞で、あった。

(b) 司法修習生は，担当弁護士の指導により， 日常の相談，書面作成，法

廷への出頭，接見，委員会出席等，弁護士の業務に常に帯同していた。

司法修習生は，法律相談への立会いや依頼者との打合せに参加して具体的

事情を聴取して訴状等の多様な書面の起案をしたり，被疑者との接見なども

弁護士と同席して行ったり，弁論あるいは公判等の期日に同席して証人尋問

や弁論の要領を見聞したりするなど，弁護士としての実務を修習した。

その他，指導担当弁護士が午後5時以降もその所属する委員会等の団体活

動に出席する場合などは，司法修習生も弁護士について同行し，見学するこ

となどもあった。

d 選択型実務修習

選択型実務修習は，配属庁会等において，司法修習生の主体的な選択によ

り，分野別実務修習の成果の深化と補完を図り，又は各自が関心を持つ法曹

の活動領域における知識 ・技法の修得を図るもので、あった。各庁会などから

それぞれ修習プログラムが提供され，司法修習生は自らの興味と関心に応じ

たプログラムを選んで修習し，選択した修習フ。ログラムにおける修習先での

修習がないときは，原則として分野別実務修習の弁護修習において修習した

弁護士事務所において修習を行うこととされた。具体的な修習内容としては，

模擬裁判，労働，医療，交通事故，民事介入暴力，知的財産，行政，倒産・

執行，刑事弁護といった先端的，専門的内容から，法テラス関係，刑事施設

等の施設見学といったものなどがあった。また，司法修習生が独自に学びた

い分野にアプローチをし，司法研修所の許可が得られた場合には修習として

認められる「自己開拓プログラム」もカリキュラムとして認められていた。

（イ） 司法研修所における修習

a 前期修習

前期修習は，旧司法試験合格者に対する司法修習で行われていたものであ

るが，民事裁判，刑事裁判，検察，民事弁護及び刑事弁護の5科目に分かれ

て，講義，問題研究の他，実際に存在した事件記録を修正 ・編集した物（修

習記録）を用いた起案等の文書作成，その講評及び討論等が行われ，模擬裁

判や交互尋問における実技指導も行った。また，一般教養として，外部施設
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の見学なども行われた。前期修習は，実務修習のための準備教育としての意

味合いがある。

現在は，司法修習の開始段階で導入修習が行われている。

b 後期修習

後期修習も旧司法試験合格者に対する司法修習で行われていたものである

が，前記修習と同様の要領で，修習が実施された。後期修習は，司法修習の

総仕上げとしての性質をもち，前期修習よりも高度の講義等が実施された。

C 集合修習

集合修習は，分野別実務修習の体験を補完して，体系的，汎用的な実務教

育を行って，法律実務のスタンダード、を身につけるものであり，各科目とも，

司法修習の総仕上げと実務家として活動するための準備にふさわしい高度な

内容を修習するもので、あった。

（ウ） 司法研修所の寮

司法研修所には，司法修習生用の寮が附属していたが，寮の部屋数の関係

から抽選に漏れて入寮できない司法修習生もいた。

ウ 各期における司法修習について

（了）現行52期生までの司法修習

現行52期生までの司法修習生は，修習期聞が 2年間とされ，まず司法研修

所で4か月間の前期修習を行い，その後各配属地における16か月間の実務修

習を経て再び司法研修所で4か月間後期修習を行って，最後に考試を受験し

た。

実務修習は，民事裁判修習，刑事裁判修習・検察修習，弁護修習をそれぞ

れ4か月ずつ実施した。

考試は，最高裁に置かれる司法修習生考試委員会が行い，これに合格する

ことで，司法修習生の修習を終え，判事補，検事，弁護士となる資格を取得

した。

考試では，裁判，検察，弁護の実務についての筆記，口述及び一般教養に

ついての筆記の各試験が行われた。 （く証拠｜略〉）

（イ）現行53期生から現行59期生まで

現行53期生から現行59期生までの司法修習生は，修習期聞が 1年6か月と
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され， 3か月間の前期修習を行い，前期修習終了後は，実務修習地において，

民事裁判，刑事裁判，検察及び弁護修習を各3か月行い，その後再び司法研

修所で3か月間の後期修習を行った。

前期修習及び後期修習の内容は，現行52期生以前と概ね同一であった。

後期修習後の考試の内容は，現行52期生までとは異なり，裁判，検察，弁

護の実務についての筆記試験で、あった。 （く証拠略〉）

（ウ） 現行60期生から現行64期生まで

現行60期生から現行64期生までの司法修習生は，修習期間が1年4か月と

され，前期修習及び後期修習が各2か月であるほかは，現行59期生までと同

様の司法修習を受けた（〈証拠略〉）。

（工） 新60期生から新64期生まで

新60期生から新64期生まで、の司法修習生は，修習期間が 1年間とされ，ま

ず，各配属先において，分野別実務修習を民事裁判，刑事裁判，検察及び弁

護修習を各2か月行った。なお，新60期生は，分野別実務修習に入る前に導

入修習が実施された。

分野別実務修習終了後，選択型実務修習及び司法研修所における集合修習

を各2か月行った。選択型実務修習と集合修習の順序は実務修習地によって

異なった。

その後，裁判，検察，弁護の実務についての筆記試験である考試を受け，

これに合格することで，司法修習生の修習を終え，判事補，検事，弁護士と

なる資格を取得した。 （く証拠略〉）

（オ） 現行65期生

現行65期生は，平成23年7月から平成24年12月まで、司法修習を行った。

現行65期生は，司法研修所での前期修習 2か月の後，配属庁会にて分野別

実務修習を各3か月実施し，司法研修所で、の後期修習を行った。

現行65期生は，法科大学院の修了を前提としないことから，新65期生の司

法修習と異なり，前期修習があり分野別実務修習が 1か月長くなっていた。

現行65期生の司法修習期間は新65期生の司法修習期間と 1年間重なってい

るところ，修習内容自体にも重複する部分が多く存在していた。例えば，現

行65期生の実務修習中，全体講義や研究講義では，新65期生と同じ部屋で同
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じ内容の講義を聴くこともあったり，後期修習は，新65期生の集合修習（B

班）と同時期に実施され，基本的に同じ講義を受け，同じ起案に取り組んだ

り，同じ考試を受けた。

また，新65期生のうち，集合修習B班（東京，立川，横浜，さいたま，千

葉，大阪，和歌山，奈良，大津，京都，神戸以外の修習地の司法修習生で構

成される班）と現行65期生の集合修習は同時期に司法研修所で行われており，

集合修習の実施内容は全く同じ内容であった。その他は，現行64期生以前と

同様である。 （原告AR，弁論の全趣旨）

刷新65期生

新65期生の司法修習の内容も新64期生とほぼ同様であった。

もっとも，給費を受けられず，かつ，修習専念義務によって兼業等が禁止

されたことにより，分野別実務修習における配属地の指定によって転居を余

儀なくされた場合の移転費や埼玉県和光市所在の司法研修所の寮に入寮で、き

なかった場合の住居費用，集合修習をした後に選択型実務修習があることに

よって，集合修習の期間中二重に住居を確保する必要が生じた際の費用，就

職活動のための交通費等，その他日々の生活にかかる費用，学生時代の奨学

金の返済等を，貸与された修習資金，貯蓄又は親族からの借入れ等により賄

う必要が生じた。

新65期生の中には，貸与制が借金であることを考え，その支出に慎重にな

り，法律学に関する書籍の購入をためらったり，修習時間外の学習の機会が

あるにもかかわらず費用がかかることから参加しなかったりした者も多くい

た。 （く証拠略〉，原告AS，同AR，同AT，同A U，同A V，同AW，弁

論の全趣旨）

(3）本件改正の経緯

ア 司法制度改革の開始と司法制度改革審議会における議論

(7) 司法制度改革審議会設置法（平成11年6月9日法律第69号）に基づい

て，平成11年7月，内閣に司法制度改革審議会が設置され，社会の複雑化や

多様化，国際化に加え，規制緩和などの改革により， 「事前規制型Jから「事

後監視・救済型jに移行するなどの社会変化に伴って司法の役割がより一層

重要なものになると考えられること，司法が国民の権利の実現を図るととも
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に，基本的人権を擁護するなど，国民生活にとって極めて重要な役割を果た

していることに鑑みて，司法制度改革の必要があるとして， 21世紀の日本社

会において司法が果たすべき役割を明らかにし，国民がより利用しやすい司

法制度の実現，国民の司法制度への関与，法曹の在り方とその機能の充実強

化その他の司法制度の改革と基盤の整備に関し必要な基本的施策について調

査審議することとされた。

司法制度改革審議会の設置に当たり，衆議院法務委員会附帯決議において

は， 「審議会は，その審議に際し，法曹一元，法曹の質及び量の拡充，国民

の司法参加，人権と刑事司法の関係など司法制度をめぐり議論されている重

要な問題点について，十分に論議すること」とされ，参議院法務委員会でも

同様の項目について「調査審議するにあたっては，基本的人権の保障，法の

支配としづ憲法の理念の実現に留意すること」とされ，いずれも，法曹の質

及び量の拡充の問題点が取り上げられた。 （く証拠略〉）

（イ） 司法制度改革審議会は，平成12年11月20日，その中間報告において，

司法制度改革の3つの住の 1つで、ある人的基盤の拡充に関し，今後，国民生

活の様々な場面で、法曹に対する需要の多様化，高度化の予想，日本の法曹人

口は先進諸国と比べて極めて少ないことから，国民と司法とをつなぐ法曹の

質と量の拡充・強化を図るため，計画的になるべく早期に，年間3000人程度

の新規法曹の確保を目指す必要があるとした。また，同報告では，法曹人口

の大幅増員にふさわしい法曹養成制度の整備が不可欠であり，法科大学院を

基幹的な高等専門教育機関として，法学教育，司法試験，司法修習を有機的

に連携させたフ。ロセスとしての法曹養成制度を新たに整備すべきであること

が指摘された。 （く証拠略〉）

（ウ） 司法制度改革審議会においては，給費制に関し，同年3月2日の第14

回会議では，現状の法曹養成制度の紹介の中で、司法修習生が月額約20万円の

基本給を受領していることの紹介がされ（く証拠略〉），平成13年3月2日の

第50回会議では，経済界から，現行の司法修習につき，修習期間の長さ，修

習内容の適切性，給費制の必要性等に疑問があり，抜本的な見直しが必要と

の意見があることが紹介され（く証拠略〉），同年4月24日の第57回会議では，

審議結果のとりまとめについて議論が行われた際に，司法修習生の増加への
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対応として，給費制を廃止する代わりに奨学金制度を充実させ，別途移転費

は支給するとし、う意見や法曹の公益性等や法科大学院を含む法曹資格取得ま

での長期の無給状態の存在，人材の各分野への適正な配分を考慮して，手厚

い配慮も視野に入れるべきとの意見が出るなどした（〈証拠略〉）。

（エ） 司法制度改革審議会は，同年6月12日，その意見書（く証拠略〉）にお

いて，給費制の在り方について，将来的には貸与制への切替えや廃止をすべ

きではなし、かとの指摘があったこと，新たな法曹養成制度全体の中での司法

修習の位置付けを考慮しつつ，その在り方を検討すべきであることを指摘し，

また，司法予算に関しては「裁判所，検察庁等の人的体制の充実を始め，今

般の司法制度改革を実現するためには，財政面での十分な手当が不可欠であ

るため，政府に対して，司法制度改革に関する施策を実施するために必要な

財政上の措置について，特段の配慮をなされるよう求める。 jとした（く証拠

略〉）。

イ 司法制度改革に関する方針等の決定

（了） 司法制度改革について，平成13年11月16日，司法制度改革推進法が公

布され，その基本理念は，国民が容易に利用できるとともに，公正かつ適正

な手続の下，より迅速，適切かっ実効的にその使命を果たすことができる司

法制度を構築し，高度の専門的な法律知識，幅広い教養，豊かな人間性及び

職業倫理を備えた多数の法曹の養成及び確保その他の司法制度を支える体制

の充実強化を図り，並びに国民の司法制度への関与の拡充等を通じて司法に

対する国民の理解の増進及び信頼の向上を目指し，もってより自由かつ公正

な社会の形成に資することを基本として行われるものとすることとされた

（同法2条）。

また，同法では，司法制度を支える体制を充実強化させるため，法曹人口

の大幅な増加，裁判所，検察庁等の人的体制の充実，法曹養成のための教育

を行う大学院に関する制度の整備その他の法曹養成のための制度の見直し，

裁判官，検察官及び弁護士の能力及び資質の一層の向上のための制度の整備

等を図ることが基本方針の 1つとされた（同法5条2号）。 （く証拠略〉）

（イ） 審議会の意見書を受けて，平成13年12月，内閣総理大臣を本部長とす

る司法制度改革推進本部が設置された。平成14年3月19日に閣議決定された

87) 

司法制度改革推進計画では，現在の法曹人口が日本社会の法的需要に十分に

対応できていない状況にあること，今後も法的需要が増大すると予想される

ことから，法曹入口の大幅な増加が急務となっていることを踏まえ，新たな

法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら，平成22年頃には司法試験の合

格者数を年間3000人程度とすることを目指すとされた。

また，同計画において，法曹養成について，多様かっ優秀な人材確保の見

地から法科大学院を設置し，法学教育，司法試験，司法修習を有機的に連携

させた新たな法曹養成制度を整備すること，司法修習生の増加に実効的に対－

応するとともに，司法修習内容等について検討を加えること，合わせて司法

修習生の給費制の在り方について検討を行うこととされた。 （く証拠略〉）

ウ 法曹養成検討会における議論

(7）給費制の在り方を含む法曹養成制度に関する議論は，司法制度改革推

進本部のもとに設置された法曹養成検討会で行われた。

（イ） 同検討会では，司法修習生の増加，財政面での制約，給費に関する国

民感情，他国の法曹養成制度との比較，研修医制度との比較，他の高等専門

職育成プロセスとのバランス，貸与の場合の返済能力，給費対象の範囲，給

費制の特殊性と歴史的経緯，法曹養成制度改革全体のバランスの観点，大学

や法科大学院での奨学金等も考慮した司法修習生の経済的負担の側面，修習

専念義務との関係，司法制度改革としづ国家的大フ。ロジェクトであるから，

大胆な資金投入の決意も必要であるという観点，司法制度改革全体に対する

国費の投入とのバランス，法曹になる者の社会階層が限定されないようにす

るとの観点，弁護士が公益的活動を担っている側面がある点，貸与制に移行

の上，一定の条件を満たす者については返還を免除する方策の可能性などを

踏まえ，賛否双方の立場からの議論がされた（〈証拠略〉）。

（ウ） この議論の過程では，①国家公務員の身分を持たない者に対する給与

の支給は極めて異例の取扱いであり，公費の在り方が厳格に問われるように

なった今日，説明が困難ではなし、かという指摘，②司法修習は，個人が法曹

資格を取得するためのものであり，受益と負担の観点からは，必要な経費は

司法修習生が負担するのが筋であること，③現行の給費制は法曹人口が希少

であった戦後間もなく導入されたものであるが，法曹人口に係る情勢は大き

825 ( 半lJ（行政 3)裁86）裁824 ( 
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く変化していることなどが給費制の見直しの必要性の根拠として紹介された

こともあった（く証拠略〉）。

（エ） 内閣は，これらの議論をとりまとめて，給費制に代えて貸与制に移行

する内容の裁判所法の一部を改正する法律案を閣議決定して，国会に提出し

た（弁論の全趣旨）。

エ国会での審議

（ア） 第161回衆議院法務委員会では，平成16年11月24日及び同月26日に裁判

所法の一部を改正する法律案について議論がされたが，その際，同法律案に

ついて，新たな法曹養成制度の整備は，多様かっ広範な国民の要請に応える

ことのできる多数の優れた法曹の養成を図ることを目的とするもので，司法

修習についても，司法修習生の増加に実効的に対応することができる制度で

あることが求められているところ，そのような状況に鑑みて，新たな法曹養

成制度の整備の一環として，給費制に代えて，司法修習生が司法修習に専念

することを確保するための貸与制の導入を目的とするものであるとの趣旨説

明がされた。

同委員会では，貸与制に移行する根拠について質問がされ，法曹人口の増

加のための司法修習生の増加により，裁判所法施行当初の司法試験合格者は

年間200人で、あったところ，今や年間3000人を仮定しているなど，給費制を維

持しては国民の負担が大きくなり，そのことについて国民の理解を得ること

が困難と考えられることの答弁がされたが，これに対しては財政上の理由が

強調されすぎているとの委員からの指摘，給費制創設時からの状況の変化，

公務員ではなく公務にも従事しない者への給与の支給が異例であるなどの理

由から給費制維持に批判もあったことなどの説明があった。 （く証拠略〉）

そのほか，同委員会においては，法科大学院等を含めた総合的な司法修習

生の経済的負担，他の国の制度との比較，返還免除の制度を設けなかった理

由，修習専念義務を明文化した理由，貸与された修習資金の返済方法，修習

専念義務と兼職禁止について，希望しない実務修習地への配属との関係，貸

与の要件，貸与制への移行時期，新たな法曹養成制度全体の議論が成熟して

いない中で貸与制への移行だけが急がれているという点についての質問がさ

れた。
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同法律案については，同日，同委員会において，施行期日を平成22年11月

1日とする修正案が提出され， 「政府並びに最高裁判所は，本法の施行に当

たりJ，①「修習資金の額については，法曹の使命の重要性や公共性にかん

がみ，高度の専門的能力と職業倫理を備えた法曹を養成する見地から，引き

続き，司法修習生が修習に専念することができるよう，必要かっ十分な額を

確保することj，②「修習資金の返還の期限については，返還の負担が法曹

としての活動に影響を与えることがないよう，必要かっ十分な期間を確保す

るとともに，司法修習を終えてから返還を開始するまでに，一定の据置期間

を置くこと」，③「給費制の廃止及び貸与制の導入によって，統一・公平・

平等という司法修習の理念が損なわれることがないよう，また，経済的事情

から法曹への道を断念する事態を招くことのないよう，法曹養成制度全体の

財政支援の在り方も含め，関係機関と十分な協議を行うことJ 「について格

段の配慮をすべきである」とする附帯決議とともに，賛成多数で可決された。

（く証拠略〉）

同法律案は，平成16年11月31日，第161回衆議院本会議において，賛成多数

で可決された（〈証拠略〉）。

（イ） 前記（ア）の法律案は，平成16年12月 1日，第161回参議院法務委員会にお

いて，衆議院法務委員会と同様の趣旨説明，質疑がされた上で，賛成多数に

より，前記（7）の附帯決議に，政府及び最高裁が格段の配慮をすべき事項とし

て「新司法試験については，法科大学院における教育及び司法修習との連携

によるプロセスとしての新しし、法曹養成制度の車念と成立の経緯を踏まえた

実施を図ること」を追加した内容の附帯決議とともに可決された（く証拠略〉）。

同法律案は，同月 3日，第161回参議院本会議において，賛成多数で可決さ

れた（く証拠略〉）。

(4) 木件改正後の動き

ア 給費制の復活を求める運動

本件改正後，本件改正法の施行期日が近づくと，市民団体，法曹関係者及

び法曹志願者らによる給費制廃止に反対する運動が起こり， 日弁連は，平成

22年4月15日，司法修習費用給費制存続緊急、対策本部を設置し，同年5月28

日，給費制維持を求める決議をした（く証拠略〉）。
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イ 法曹養成制度に関する検討ワーキングチーム

平成18年度からの新司法試験及び新司法修習の開始にもかかわらず，法曹

志望者の減少が生じて法曹養成制度が悪循環に陥りつつあることから，対策

に取り組む必要が生じ，新たな法曹養成制度の問題点等の検証，改善策の選

択肢の整理のために，平成22年，法務省及び文部科学省によって，両省の面l

大臣が主宰する法曹養成制度に関する検討ワーキングチームが設置された。

同ワーキングチームによる平成22年 7月6日付けの検討結果では，同年11

月以降も給費制を維持すべきとの意見や貸与制へ移行する場合でも返済免除

制度を拡大すべきとの意見が出たこと，これらの意見に対して，貸与制は，

法曹人口の拡大の必要性や，司法制度全体に限りある財政資金を効率的に分

配して合理的な国民負担を図る必要性から様々な議論を経て導入されたもの

であって，給費制を存続するには国民の理解が必要であるとの意見や，貸与

制は，無利子3 司法修習終了後 5年間の措置期間の存在， 10年の分割返済，

返済猶予・免除の制度の存在等から，返済の負担が過大とはいえないとの意

見等があったことが報告された。 （〈証拠略〉）

ウ 平成22年法改正による給費制廃止の不適用

平成22年10月 1日に招集された第176回臨時国会では衆議院法務委員会が，

同年11月1日に本件改正法が施行されたものの，法曹志望者が置かれている

厳しい経済状況に鑑みて，それらの者が経済的理由から法曹になることを断

念することがないよう法曹養成制度に対する財政支援の在り方について見直

しを行うことが緊要な課題となっているとして，平成23年10月31日までの間，

暫定的に貸与制を開始せず，従前どおり司法修習生へ給費をすることとする

法律案（平成22年改正法の法律案）を同委員会の提出法律案とする旨を全会

一致で決議し，同法律案は，平成22年11月25日，第176回衆議院本会議におい

て，賛成多数で可決され（く証拠略〉），同日，第176回参議院法務委員会にお

いても賛成多数で可決された（く証拠略〉） 。

同法律案は，平成22年11月26日，第176回参議院本会議において，賛成多数

で可決された（く証拠略〉）。

工法曹の養成に関するフォーラム

平成23年5月13日，内閣官房長官，総務大臣，法務大臣，財務大臣，文部

'1. 
•1 
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科学大臣，経済産業大臣の申合せにより，平成22年改正法の施行に当たって

格段の配慮、がされるべきとされた事項についての検討をすることを目的とし

た「法曹の養成に関するフォーラムjが設置された。

同フォーラムでは，本件改正時の議論を踏まえ，貸与制に移行する方針を

維持する必要があること，貸与制の内容からすれば司法修習に専念できる環

境の確保がされていると考えられること，弁護士の所得の減少についても，

所得の減少傾向は国民一般にいえるし，減少を踏まえても弁護士の所得は国

民の一般のそれに比べて高水準にあること，貸与制の存在により，資力に乏

しい者が法曹となる機会も十分に担保されているといえること，給費制廃止

が法曹志望者減少に大きな影響を与えるとも限らず，法科大学院での就学，

法曹の所得減少等他の原因も十分に考えられること，弁護士の公益活動は給

費制によって担保されるものではなく，教育や志の問題であること，修習専

念義務等の司法修習の実態と給費制とは論理的な関係には立たないこと，司

法試験合格者を年間3000人とすることが実現できていないとしても司法制度

改革全体の財政負担や国民の理解を得られる合理的な経済支援として貸与制

が導入されたから，貸与制の前提が崩れているとはいえないことなどが指摘

された。

また，少数意見として，財政負担の増大を理由に給費制が廃止されるべき

でないこと，新たな法曹養成制度の様々な問題点が指摘される中で給費制の

問題が議論済みとして終わらせるべき課題ではないこと，司法修習生は公務

員でないが，公務員と同様に種々の制限を受けるなど特異な地位にあるから

これに即した経済的支援の在り方を検討する必要があること，貸与制に移行

した場合の返還可能性の議論は貸与制を前提とするもので，貸与制か給費制

かを決める根拠とならないこと，連帯保証人が確保できずに貸与を受けられ

ない可能性がある以上，貸与制の存在をもってしても経済的事情により司法

修習が受けならない可能性があることの意見などが出された。

同フォーラムの第一次取りまとめでは，貸与制を基本とした上で，個々の

司法修習生の経済的な状況等を勘案した措置を検討するべきであるとの意見

が大勢を占めたとされた。

また，同フォーラムによる平成24年 5月10日付け論点整理取りまとめでは，
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司法修習生に対する経済的支援については，第一次取りまとめにおける整理

を「司法修習生に対する経済的支援の在り方として， 1貸与制を基本として，

2十分な資力を有しない者を対象に，貸与された修習資金の返還期限につい

て猶予措置を講ずるべきである」と記載したのみで、あった。 （く証拠略〉）

オ 平成24年改正法の成立

平成23年12月2日，衆議院法務委員会に対し，貸与制について，修習資金

の返還期限の猶予の要件を拡大する内容の内閣提出の裁判所法改正案（以下

「内閣提出案」という）及び平成25年10月31日までの間，貸与制を停止し，

暫定的に給費を支給することや経済的理由から法曹になることを断念しない

よう適切な財政支援を行うという観点から貸与制を検討することなどを内容

とする公明党提出の同修正案（以下「公明党修正案」という）が提出され（く

証拠略〉），平成23年12月6日，衆議院法務委員会にて，内閣提出案及び公明

党修正案の審議が行われたものの，同月 9日，閉会中審査をすることとなり，

継続審議とされた（く証拠略〉）。

その後，平成24年 7月27日，内閣提出案に，法曹養成制度の検討において，

司法修習生に対する適切な経済的支援を行う観点から，法曹養成における司

法修習の位置付けを踏まえつつ，給費制に戻すことを排除せずに検討するこ

とを目的とした新たな検討旭織の設置等を内容とすることを追加した民主党

修正案が可決された（く証拠略〉）。

カ 法曹養成制度検討会議

平成24年8月21日，前記オの民主党修正案に基づいて設置された法曹の養

成に関する制度の在り方について検討を行う新たな検討札織である法曹養成

制度検討会議が設置された。

同検討会議では，平成25年6月26日付けの最終とりまとめにおいて， 「具

体的な支援の在り方については，給費制とすべきとの意見もあったが，貸与

制を導入した趣旨，貸与制の内容，これまでの政府における検討経過に照ら

し，貸与制を維持すべきである。」とし， 「経済的な事情によって法曹への

道を断念する事態を招くことがないようにするため，措置を講じる必要があ

る。」として，①分野別実務修習開始にあたり現居住地から実務修習地への

転居を要する者への旅費の支給，②集合修習期間中の入寮，③修習専念義務
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を緩和して教育活動によって収入を得ることを認めることの3点を認めると

した。 （く証拠略〉）

キ 司法修習生に対する経済的支援の必要性の議論

（了） 法曹養成制度検討会議の後に設置された法曹養成制度改革推進会議は，

平成27年6月30日の会議で決定した「法曹養成制度改革の更なる推進につい

て」において，司法修習生の実態等を踏まえた具体的な経済的支援の検討を

することを指針として示し（〈証拠略〉），同推進会議の下に設置された法曹

養成制度改革顧問会議でも，司法修習生に対する「経済的支援の必要性」に

ついて賛同的な意見が多く出された。

（イ） 各政党においても，自民党の政務調査会と司法制度調査会による平成

25年6月18日付け「法曹養成制度についての中間提言j （く証拠略〉），公明

党法曹養成に関するプロジェクトチームによる同月 11日付け「法曹養成に関

する提言」 （く証拠略〉），平成26年4月9日付け「法曹養成に関する緊急提

案」 （く証拠略〉）や民主党の同年11月12日付け「法曹養成制度改革に関する

緊急提言J （く証拠略〉）など，給費制の復活ないし司法修習生への司法修習

のための資金的手当の制度の必要性に言及する意見が出されて議論され，国

会においても，度々貸与制の見直しの必要性についての言及や，給費制の復

活の必要性を指摘する質問等がなされ，司法修習生に対する経済的支援の必

要性が議論されていた（〈証拠略〉）。

（ウ） 日弁連や全国各地の単位弁護士会も給費制の復活を目指す運動を行っ

た（く証拠略〉）。

ク 新たな給付制度の創設

(7) 内閣は，このような動きを踏まえて，平成28年6月2日， 「司法修習

生に対する経済的支援を含む法曹人材確保の充実 ・強化Jを推進することを

その内容に含む「経済財政運営と改革の基本方針2016」を閣議決定し，その

後法務省は，最高裁及び日弁連とともに対応を検討した結果，同年12月19日，

平成29年度以降に採用予定の司法修習生に対する新たな経済的支援策となる

給付制度を新設することを発表した（く証拠略〉）。

（イ） 内閣は，平成29年2月3日，平成29年以降の司法試験に合格した司法

修習生に修習給付金を支給する新制度の創設を盛り込んだ裁判所法改正案に
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ついて閣議決定した（く証拠略〉）。

同法律案は，司法修習生に対して司法修習期間中，基本給付金，住居給付

金及び移転給付金等の修習給付金を支給すること，基本給付金の額は，修習

期間中の生活を維持するために必要な費用で，その司法修習に専念しなけれ

ばならないことその他の司法修習生の置かれている状況を勘案して最高裁が

定める額とされていること，司法修習生の申請により，無利息で，司法修習

生がその司法修習に専念することを確保するために修習給付金の支給を受け

てもなお司法修習に必要な資金を貸与することなどを内容とするもので、あっ

た（く証拠略〉）。

（ウ） 同法律案は，衆議院で可決され，平成29年4月18日，第193回参議院法

務委員会において，同裁判所法改正案について，法曹志望者が大幅に減少し

でおり，新たな時代に対応した質の高い法曹を多数輩出していくためにも法

曹志望者の確保が喫緊の課題となっているところ，法曹人材確保の充実強化

の推進等を図るためのものであるとの趣旨説明がされ，給付金が給費制下よ

りも減額されている根拠，新65期生から新70期生までの司法修習生のみが給

付の対象外となってしまうことの是非，修習給付ー金の支給と法曹志望者の増

加との関係，給費制廃止の際の理由との関係等について質疑がなされた後，

全会一致で可決され，同月26日，平成29年改正法（平成29年4月26日法律第

23号）が成立し，同年11月 1日から施行されることになったが，同施行前に

採用された司法修習生については，なお従前の例によることとされた。

平成29年改正法67条の 2による修習給付金の定めは次のとおりであり，従

前の「修習資金Jとの呼称は「修習専念資金j に改められた。 （く証拠略〉）

a 第67条の 2 （修習給付金の支給）第 1項

司法修習生には，その修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定め

る期間，修習給付金を支給する。

b 同条2項

修習給付金の種類は，基本給付金，住居給付金及び移転給付金とする。

C 同条3項

基本給付金の額は，

必要な費用で、あって，
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修習生の置かれている状況を勘案して最高裁判所が定める額とする。

d 同条4項

住居給付金は，司法修習生が自ら居住するため住宅（貸聞を含む。以下こ

の項において同じ。）を借り受け，家賃（使用料を含む。以下この項におい

て同じ。）を支払っている場合（配偶者が当該住宅を所有する場合その他の

最高裁判所が定める場合を除く。）に支給することとし，その額は，家賃と

して通常必要な費用の範囲内において最高裁判所が定める額とする。

e 同条5項

移転給付金は，司法修習生がその修習に伴い住所又は居所を移転すること

が必要と認められる場合にその移転について支給することとし，その額は，

路程に応じて最高裁判所が定める額とする。

同条6項

前各項に定めるもののほか，修習給付金の支給に関し必要な事項は，最高

裁判所がこれを定める。

(5）裁判所書記官養成課程について

ア 裁判所書記官養成課程は，裁判所職員として一定期間勤務した後，裁

判所職員総合研修所の入所試験に合格した者が裁判所書記官となるに当たっ

て必要な知識や技能を習得するためのものである。

裁判所書記官養成課程では，法律科目と実務科目があるところ，大学の法

学部卒業者又はそれに準じる者のための第一部で、は，第1期研修を経た後，

実務修習を行い，その後に第2期研修を受ける。第一部以外の者のための第

二部では，裁判事務修習を経てから，第1期，第2期研修を経て実務修習を

行い，その後に第3期研修を受ける。

一部生の研修スケジューノレ（研修期間 1年）は，約9か月聞が裁判所職員

総合研修所での座学中心の研修で，残り約 2か月間が配属された各裁判所で

の実務修習である。その後の 1か月は「仮配置Jとされ，実務庁に配属され

て職務に従事する。

法律科目では，憲法，民法，刑法などの基本的な法律のほか，民事訴訟法，

刑事訴訟法，家事審判法，少年法などの裁判の手続に関する法律についての

知識を習得し，実務科目では，訴状などの裁判に関する書類の審査 ・受付，
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調書などの裁判の手続に関する書類の作成，裁判記録の管理など，裁判所書

記官として行う様々な事務に関する知織，技能，その他実務において必要な

様々な能力を講義や模擬の裁判手続，ロールプレイを通して修得する。

実務修習では，各地の裁判所で実際の裁判手続を通じて裁判所書記官の仕

事を体験しながら，必要な能力を習得する。 （く証拠略〉）

イ 裁判所書記官研修生は，研修生でいる間も，裁判所事務官として給与

を受け，従来どおり地域手当が支給され，裁判所職員共済組合等も従前どお

りの取扱いとされているほか，裁判所職員総合研修所での研修期間中は配属

庁会から出張扱いとして諸手当が支給されている（争いのない事実）。

(6) 司法修習中に要する費用について

新65期生に対して日弁連が行ったアンケートによると，住居費負担のない

司法修習生の平均月額支出は， 13万8000円であり，住居費負担のある司法修

習生の平均月額支出は， 21万5800円で、あった。

なお，かかる費用には，生活費の他，就職活動費，奨学金の返済も含まれ

ててる。 （く証拠略〉）

2 争点 1（本件改正が憲法上保障された給費制ないし本件権利を侵害し，

違憲であるか否か）について

(1) 給費制が憲法上保障された制度であるかについて

ア 原告らは，大日本帝国憲法下の反省を踏まえ，司法権の実質化を実現

するための憲法上の国による法曹養成義務の具体的実現として，統一司法修

習制度及び給費制が位置付けられること，司法修習生が負う修習専念義務及

び公務員に準じて種々の制約を受ける身分・地位の反面として給費制が位置

付けられること，法曹に関しては憲法上報酬保障がされており，それが司法

修習生にも妥当することから，給費制が憲法上導かれるところ，これが，憲

法の附属法典たる昭和22年裁判所法によって具体化され，憲法上保障された

制度であると主張する。

イ しかし憲法は，明文上，司法権に関する規定に加え，法曹の存在を

予定した規定を設けているものの，給費制，司法修習の方法や在り方など法

曹養成制度の在り方については何ら定めていない。

．確かに，前記認定事実（1）のとおり，戦前の司法権の劣後の反省を踏まえ，
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現行憲法は，司法権，立法権，行政権の三権を分立させることにより，三権

相互に権力を抑制し，均衡させて，憲法の調う国民主権，平和主義及び基本

的人権の尊重を実現しようとしていると解されるので、あって，このことから

すれば，憲法は，明文で定めたその普遍的価値の実現のために，国に対し，

かかる三権分立の趣旨を実効的なものとするべく，司法権が実効的に機能す

るために必要な司法権の担い手で、ある法曹を養成することを要請していると

解される。

一方で，上記普遍的価値の実現のために国が上記要請に応じて具体的にい

かなる法曹をどのように養成すべきかなど、司法権が三権分立の下で、実効的に

機能するための必要かっ適切な法曹養成の在り方は，時代の変化とともに変

化する必要があり，かつ，実際にも変化するものであり，一義的に定まるも

のではないから，原告ら主張に係る給費制を前提とした法曹養成制度まで憲

法上要請していると解することはできず，憲法は，それぞれの時代毎に社会

の要請に応える形でその制度設計を立法に委ねているものと解される。

ウ したがって，原告らが主張するような歴史的経緯により，統一司法修

習制度及び給費制が昭和22年裁判所法により定められたとしても，それによ

り創設された給費制は，立法府が当時の社会情勢を踏まえてその制度設計を

した結果であり，これが憲法上保障されたものであるということはできない。

こに また，前記前提事実（1）ア及び前記認定事実（1）イ，（2）アのとおり，現行

憲法制定後の司法修習制度において，司法修習生に課された修習専念義務は，

立法により創設された法曹養成制度の本質から導かれた結果で、あって，かか

る結果からさかのぼって給費制が憲法上保障されていると言うことはできな

また，修習専念義務を課すことによって，その反面で司法修習生の諸権利

が制約されることについては，法曹の重要性及び司法修習の意義に照らせば，

違憲の疑いが生じる余地はなく，権利の制約に対して何らかの対応を執るべ

きか否かも立法府に委ねられた制度股計上の問題であり，これを給費制とい

う制度で保障すべきことまで憲法上要求されているとはいえない。

さらに，憲法上，弁護士に対する報酬保障が定められているとは解するこ

とができないだけでなく，司法修習生は，未だ法曹としての資格を有さない
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かれる修習専念義務の由来で、あって，前述したとおり，司法修習生が公務員

イとしての性格を有する，あるいは，司法修習に従事することが公務に当たる

ということはできず，司法修習生が公務員に準じる地位にあることを理由と

．して本件権利が保障されるとしづ原告らの主張には理由がない。

(3) 本件権利は，憲法13条， 22条1項，25条及び27条に根拠付けられるか

について

原告らは，さらに，本件権利は，司法権の実現のための司法修習の本質か

ら導かれる修習専念義務に係る各種権利制約等を通じて，司法修習に専念す

る人格的観点（憲法13条），法曹になる職業選択等の観点（同22条1項），

司法修習中の生活保障の観点（同25条），修習従事への対価等の観点（同27

条）の個別の権利制約に対する代価 ・補償を受ける権利として統合され，根

拠付けられる権利であると主張する。

しかし，原告らの上記主張については，以下のとおり，いずれも各条項が

原告らの主張する本件権利を根拠付けるものとはいえず，採用することがで

きない。

ア 憲法13条に基づく保障について

原告らは，司法修習生には，憲法13条が保障する幸福追求権の一態様とし

て，無給ないし事実上の借金強制を受けることなく，経済的生活的に安定し

て司法修習に取り組む権利があると主張する。

しかし，司法修習が法曹となるために原則として必要となる過程であるこ

と，法曹が憲法上明記された司法権を担う存在であることを踏まえても，憲

法13条が法曹となるための司法修習を受けるときに給費を受ける権利を認め

たものであると解することはできず，原告ら主張の権利を保障したものであ

るとは解されない。

また，原告らは，憲法13条が，幸福追求権のー態様として，公の利益のた

めの特別犠牲に対して損失補償を求める権利を保障すると主張するが，損失

補償を求める権利が幸福追求権の侵害により発生するとは考えにくく，また，

原告ら主張の公の利益のための特別犠牲が存在するとも認められなし、から，

憲法13条が原告ら主張の権利を保障したものとは解することができない。

イ 法曹となる職業選択の自由としての保障について
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のであるから，法曹に対する報酬保障なるものが観念できるとしても，これ

が司法修習生に及ばないのは明らかである。

以上より，原告らの上記主張はし、ずれも採用できなし、。

(2）本件権利が憲法上保障された権利であるかlこついて

ア 原告らは，国民の人権擁護を実現するという司法権の本質及び公務員

に準ずるという司法修習生の身分 ・地位（憲法15条）に基づいて，本件権利

が憲法上保障されると主張する。

しかしながら，原告ら主張に係る司法権の本質を踏まえても，前記（1）で述

べたとおり，憲法が具体的な法曹養成制度の在り方について何らかの定めを

しているとは解されないし，何ら憲法が法曹養成制度について定めていない

以上，立法事項として創設された法曹養成制度の結果から何らかの憲法上の

権利が基礎付けられているとはいえない。

また，原告らは，司法修習生が，修習専念義務により，公務員に準じた取

扱いを受ける身分 ・地位にあることから，本件権利が保障されていると主張

する。

しかし，司法修習生は，前記前提事実（4）のとおり，国家公務員ではなく，

司法修習は，司法修習生の公的な職務として行われるものではなし、から，原

告らの主張はその前提を欠くというべきである。

イ 原告らは，修習専念義務が給費制に基づく給与と対価関係に立つなど

と主張する。

しかし，前記認定事実（2）アのとおり，修習専念義務は，司法修習の本質か

ら生じるものであるが，給費制に基づく給与と何ら対価関係に立つもので、は

なく，給費制は，修習専念義務の存在を前提に司法修習生が司法修習に専念

し，その実を上げることができるように立法府が昭和22年裁判所法制定当時

の社会情勢を踏まえて，立法政策上設けた制度にすぎない。

また，司法修習生は，国家公務員ではないところ，自らが法曹資格を得る

ために国の行う司法修習を受けて，司法権を担う法曹という高度に専門的な

能力が必要とされる資格を得るにふさわしい能力を修得すべき地位という，

いわば特殊な法的地位にいるのであって，そのような法的地位にあることか

ら必然的に修習専念義務が生じると解される。これが司法修習の本質から導

98）裁836 ( 
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原告らは，経済的事情によって法曹になることを断念することのないよう

に，十分に司法修習に専念できる経済的補償を求める権利として本件権利が

保障されていると主張する。

しかし，原告らの主張は，その実質において，前記アで説示した権利の主

張と同様であるところ，憲法22条 1項の定める職業選択の自由が，自らが選

択した職業になるための必須の過程について，給費を受領しながら行うこと

ができることまで保障したものであるとは解されなし、から，原告らの主張は

採用できない。

また，実務修習地の指定に伴う転居費用等が生じることについても，分野

別実務修習自体が，司法修習の本質上必要なものであり，自ら選択した職業

になるための必須の過程で、あって，同項が，原告らが自らその費用を負担す

ることなく司法修習を行うことができることまで保障したものとは解されな

し、から，原告らの主張は採用できない。

ウ 司法修習に専念するための生活保障としての保障について

原告らは，旧法67条2項は，司法修習に専念できる生活保障としての最低

限度の生活を営むための憲法25条の趣旨を具体化したものであり，同条によ

って本件権利が保障されると主張する。

しかし，前記（2）で説示したとおり，旧法に基づいて支給されていた給与は，

生活保障のためではなく，立法政策上支給されていたにすぎず，また，前記

前提事実（5）のとおり，新64期生に支給されていた給与額は，月額20万4200円

であり， 「最低限度の生活」の保障の趣旨ではないことは明らかであって，

憲法25条の定める生存権を保障する趣旨のものであるとはいえない。

また，修習専念義務が司法修習の本質から導かれるもので，合理的制約で

あるところ，同条が，自らが選択した職業になるために必須の過程における

生活のための費用まで保障したものであるとも解することはできなし、から，

原告らの主張は採用できない。

エ 司法修習従事への対価補償としての保障について

（ア） 原告らは，司法修習生が憲法27条1項にいう「勤労」をする者に当た

り，同条の定める賃金支払請求権として本件権利が保障されると主張する。

しかし， 「勤労Jをする者といえるためには，使用者の指揮監督下におい
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て労務の提供をする者で、あること，労務に対する対価を支払われる者で、ある

ことを要する。

司法修習は，原告らが自ら選択した法曹という職業になるために受ける必

須の教育課程で、あって，原告らが何らかの公務を提供するものではなし、から，

司法修習生に「労務の提供」はなく，司法修習生が憲法27条1項の「勤労」

をする者であるとはいえず，本件権利が保障されているとの原告らの主張は

採用できない。

（イ）原告らは，憲法27条1項の「勤労」をする者とは，労働法各法にいう

「労働者Jと同義であるところ，①事業又は事務所に使用される者であるこ

と，②賃金を支払われる者で、あることを満たせば「労働者Jに該当するとし，

司法修習生は，①使用従属性が認められ，②賃金を支払われる者にも当たり，

司法修習生が司法修習に従事することをもって， 「労務の提供」すなわち債

務の本旨に従った履行で、あると主張する。

しかし，①の使用従属性を判断する前提として，当事者の一方が他方に何

らかの役務を提供し，他方から何らかの給付を受けていることが必要である

ところ，司法修習生の場合には，そもそも司法修習生が国に対して何らかの

役務提供など債務の本旨に従った履行を提供しているとはいえない。

このことは，司法修習は，自ら選択した法曹という職業になるために受け

る必須の臨床教育課程にすぎ、ず，業務上の指揮監督を受けているのではない

と認められること，司法修習生は，国への一定の勤務を行いうる身分関係に

なく，使用されるという立場にないだけでなく，未だ法曹としての資格を有

さず，裁判官，検察官ないし弁護士としての職務を行う権限等を一切有して

おらず，司法修習中の作業も専ら教育目的のためであり，事実上司法修習生

による作業の結果を法曹が利用することがあったとしても，司法修習生が法

曹の職務を行っているといえないことからも明らかである。

②の賃金についてみると，前記（1）で説示したとおり，改正前裁判所法に基

づき支給されていた給与は，司法修習に従事することの対価ではなく，立法

政策上の司法修習に専念させるために支給していたものにすぎない。

（ウ）原告らは，各種OJ Tなど実際に給与を受領しながらする研修制度の

存在から司法修習生に使用従属性があると主張するが，司法修習生は，司法
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修習修了後に公務員沿る裁判官，検察官だけではなく，公務員ではない弁護

士にもなることができるとしヽう点で，将来の進路が不確定で，研修の実施主

体である国の職務に修習修了後も就くことが予定されているわけではないと

いう特殊な地位にあり，既に国又は企業等に雇用されてから研修を受ける者

と同視することはできない。また，法曹の養成が憲法上課された国の義務で

あるとしても，法曹となろうとする者が自らの意思で司法修習生となるので

あるから，自己の教育のための司法修習であり
，司法修習に従事することが

国に対する労務の提供であるということはできない。

したがって，原告らが「勤労」をする者に当たり

本件権利を有してし
，賃金支払請求権として

ヽるとする原告らの上記主張は採用できない

(4) 以上のとおり，給費制ないし本件権利が憲法上保障されてし

ることはできないから，本件改正が違憲であるとはいえない。
(5) 立法裁量について

るヽと解す

原告らは，給費制ない

し権利であるから
し本件権利は，憲法の保障が及ぶ具体的な制度ない

，給費制の廃止が憲法上の権利保障そのものを失わせるも
のであって，このような権利の改廃を行>

裁量は厳しく制約されると主張し
っ場合には立法事項とならず，立法

委ねられているとし
，仮に，法曹養成課程の詳細が立法裁量に

ても，違憲であるか否かが判断されなければならないと
主張し，その理由とし

て，現行憲法の基本的人権の尊重及び司法権を担う法
曹三者を養成すると いう国の法曹養成義務の具体的実現と

経て給費制が創設されたことを踏まえると
して歴史的経緯を

上の法曹の位置付け及び法曹蓑成課程にある者の身分
，歴史的経緯に裏打ちされた憲法

束され，給費制の廃止につい
・地位の取扱い等に拘

てはこれが自由裁量とい 1,-つ-とはあり得ないか
ら違憲であると主張する。

確かに，平等原則違反立法の合理性を支こ
える事情の変化，制度的保障に

おける核心内容の侵害等において，立法裁量の逸脱に対
査権が及ぶものではあり

して裁判所の違憲審

，立法裁量は立法過程における判断過程も含めて違
憲であるか否かが判断の対象となる。

しかし，本件では，給費制ないし本件権利が憲法上保障されていると解す

ることができないことは，前記説示したとおりであ
って，給費制ないし本件
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権利が憲法上保障されていることを前提とする原告らの主張は，その前提を

欠く。

また，立法裁量に委ねられている事項について，立法府がその裁量権を逸

脱した場合には違法の事態が生じ得るものの，原告ら主張の違憲の問題にな

るか否かは，給費制ないし本件権利が憲法上保障されていることが前提であ

り，この点でも原告らの主張はその前提を欠くというべきである。

3 争点 2-1 （原告らと新64期生との差異につき憲法14条1項違反の有

無）について

(1) 原告らは，新65期生と新64期生の司法修習の内容がほぼ同様であった

にもかかわらず，新65期生は給費を受けられず，新64期生は給費を受けられ

たという差異が生じている点について，専ら財政上の理由その他論拠に確証

のない理由に基づくものであり，合理的理由のない差別に当たるとして，憲

法14条 1項が定める平等原則に違反し，本件改正が違憲であると主張する。

(2) 憲法14条 1項は，法の下の平等を定めた規定であるが，国民に対し絶

対的な平等を保障したものではなく，合理的理由のない差別を禁止する趣旨

であり，事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づく区別は同項に違反する

ものではない（前掲最高裁昭和39年 5月27日大法廷判決，前掲最高裁昭和48

年4月4日大法廷判決参照）。

(3) 前記2で説示したとおり，給費制ないし本件権利は，憲法上保障され

たものではなく，法曹養成の方法に関しいかなる制度を採用するか，当該制

度の具体的内容をどのようなものにするかといった事柄については，立法府

の政策的な判断に委ねられている。この中で司法修習にかかる負担を軽減す

るために，経済的支援をするか否か，するとしてもどのような方策を講じる

かについても，経済的 ・社会的条件，一般的な国民生活の状況，国家の財政

事情他の政策等を踏まえて検討される必要があり，立法府の政策的な判断

に委ねられており，原告らと新64期生との間での区別に合理的理由があるか

否かは，上記裁量を前提に判断されるべきである。

前記認定事実(3)ア及びイのとおり，本件改正は，社会変化に伴って司法制

度を改革する必要があるとして始まった司法制度改革の 1つの柱である人的

基盤の拡充として，法曹人口の大幅増員にふさわしい法曹養成制度の整備の
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一環として行われたものであるところ，司法制度改革では，司法制度を支え

る体制を充実強化させるため，法曹人口の大幅な増加，裁判所，検察庁等の

人的体制の充実，法曹養成のための教育を行う大学院に関する制度の整備そ

の他の法曹養成のための制度の見直し，裁判官，検察官及び弁護士の能力及

び資質の一層の向上のための制度の整備等を図ることも基本方針の 1つとさ

れるとともに，司法制度改革推進計画では，法曹養成について，多様かつ優 {

秀な人材確保の見地から法科大学院を設置し，法学教育，司法試験，司法修

習を有機的に連携させた新たな法曹養成制度を撃備し，また，司法修習生の

給費制の在り方について検討を行うこととされていた。

そして，前記認定事実(3)ウ及びエのとおり，本件改正に向けた議論では，

司法試験合格者数を給費制導入時から大幅に増加することを計画していた中

で，①国家公務員でない司法修習生に給与を支給するという極めて異例であ

る給費制の説明が困難であるとの指摘，②個人が法曹資格を取得するための

司法修習において，受益と負担の観点から必要経費は司法修習生が負担すべ

きとの指摘③給費制は法曹人口が希少だった時期に導入されたものである

が，法曹人口に係る情勢は大きく変化しているとの指摘などとともに，司法

制度改革全体に対する国費の投入のバランスなどの財政面での制約があるこ

とも理由として，給費制を廃止すべきとの意見が出され，そういった意見が

給費制を廃止して貸与制に移行するとの意見に集約されていった。

そして，内閣が，これらの議論を取りまとめて，給費制に代えて貸与制に

移行する内容の本件改正法案を作成し，国会での審議を経て本件改正がされ

た。

また，前記前提事実(7)のとおり，本件改正によって，給費制の代わりに導

入された貸与制は，司法修習中，無利息で 1か月当たり 18万円から最大28万

円までの修習資金の貸与を受けられるとするものである こと，その返還時期

については，司法修習の終了した月の翌月から 5年を経過した日までと猶予

され， 10年間での長期返済とされていること，貸与を受けるための要件はあ

るものの，これまで貸与を申請して受けられなかった司法修習生はいないこ

と，前記認定事実(6)のとおり，新65期生の平均月額支出は，住居費の負担の

ない者で13万8000円，住居費の負担のある者で21万5800円であることからす
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れば，無利息で利息の負担をすることなく， 5年の期限の利益を得て，修習

生活に必要な資金の融通を得られ，長期返済ができる点で，司法修習期間中

の生活の基盤を確保するのに合理的な内容であるといえる。

以上を踏まえると，上記のような給費制の実質的根拠に関する各指摘に留

まらず，司法制度改革全体の財政上の問題もあったところ，司法制度改革全

体にどの程度国家予算を配分するかも含めて，予算をどこに割り振るのかは，

予算編成権を持つ国会に委ねられているところ，司法制度改革全体の中で，

法科大学院制度への資金投入等もある中，増加が予定されている司法修習生

への経済的支援について，財政的理由で給費制を維持することは困難である

と判断することに合理的理由がないとはいえないし，給費制の代わりに導入

された貸与制についてみても，一般の貸与制度に比べて有利なものであるし，

修習専念義務等を踏まえても，司法修習期問中の生活を維持することが可能

なのであって合理的なものであるといえる。

そして，前記 1(4)ウのとおり，平成22年法改正によって給費制廃止の不適

用期間が 1年間とされたことにより，新64期生は給費を受けることができ，

新65期生は給費を受ける ことができなかったが，これは実施時期に関する差

異であって，その差異には合理的理由がないとはいえない。

したがって，原告らと新64期生との間における差異に合理的理由がないと

はいえず，同差異に憲法14条 1項違反はない。

4 点2-2 （原告らと現行65期生との差異につき憲法14条1項違反の有

無）について

(1) 原告らは，新65期生と現行65期生とは，同時期にほぼ同じ内容で司法

修習を受けていたにもかかわらず，新65期生は給費を受けられず，現行65期

生は，給費を受けられたことについて，合理的理由のない差別に当たるとし

て，憲法14条 1項が定める平等原則に違反し，本件改正が違憲であると主張

する。

(2) しかし，前記前提事実(2)イ及びエのとおり，新65期生と現行65期生と

は，司法修習生となった時期が異なるところ，前記前提事実(6)イ及び前記認

定事実(4)ウのとおり，現行65期生は，本来，本件改正により，給費制が廃止

されて司脚疹習に臨むはずであったものの，平成22年改正法によって給費制
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下で司法修習を開始した者である。

そして，前記認定事実(4)アないしウのとおり，平成22年改正法は，給費制 ＇
について更なる議論が必要であるとの認識の下に成立したものであり，同法
による給費制の延長に合理性が認められ

るのであるから，同法によって原告
らと現行65期生とに差異が生じt

こ点につき合理的理由がないとはいえない。

このように，給費制から貸与制へと移行しよ-
っという過渡期において，そ

の司法修習の開始時期の違いによって，差異が生し‘‘る結果となったこと及び

前記3で説示したとおり，給費制から資与制への移行自体に合理性が認めら

れることからすれば，新65期生と現行65期生とは置かれた状況が異なり，前

記認定事実(2)ウ（オ）のとおり，新65期生の集合修習と現行65期生の後期修習が

同一時期にほぼ同内容で行われていたと
しても，給費の有無という両者の差

異について合理的理由がないとはいえない。

また，前記前提事実(2)アのとおり ，現行65期生は，法科大学院を経由せず
に旧司法試験に合格した者である一

方で，新65期生は，法科大学院を経て新
司法試験に合格した者であると

ころ，前記認定事実(3)のとおり，司法制度改

革においては，法科大学院の創設等にも国費を投入しているという観点から

しても，現行65期生は，法科大学院を経由していない
という点で， 一部間接

的にも国費による経済的支援を受けていない
といえるから，新65期生とはそ

の置かれた状況が異なるものとし
ヽえ，同列に論じる基礎に欠けると考えられ

る。

したがって，新65期生と現行65期生とは，その置かれた状況が異なること

から，上記のような差異を生じた
ものであり，その状況の相違点からすれば，

かかる差異に合理的理由がないとはい‘ ‘‘ 
ぇす，本件改正によるかかる差異が，

憲法14条 1項に違反するとはいえない。

5 争点 2-3 （原告らと裁判所書記官研修生との差異につき憲法14条 1

項違反の有無）について

（1) 原告らは，新65期生も裁判所書記官研修生も，国家による司法権の担

い手の養成課程にあるという点，研修実態の同一性の点，公的な身分 ・地位

にあるという点等で同様であると-
-ろ，新65期生は無給であるのに対し，裁

判所書記官研修生は給与を受けて
いるという差異が，合理的理由のない差別
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に当たるとして，憲法14条 1項が定める平等原則に違反し，本件改正が違憲

であると主張する。

(2) 前記認定事実(5)アのとおり，裁判所書記官研修生は，裁判所職員とし

て採用され， 一定期間勤務した後に，裁判所職員総合研修所の入所試験に合

格した後，裁判所書記官になるために研修を受ける者であり，現に裁判所職

員としての身分を有し，将来，裁判所書記官として裁判所における職務に就

くことが予定されているのに対し，司法修習生は，国家公務員としての身分

を有さず，司法修習修了後も法曹三者のいずれになるかが未定であるという

地位にあり，将来，司法修習の実施主体である国の事務に就くことが予定さ

れているわけではないという点で両者に差異があり，給与の有無もかかる差

異に基づくものであるといえるから，両者のかかる差異に合理的理由がない

とはいえず，かかる差異が憲法14条 1項に違反しているということはできな

vヽ。

6 争点 3 （本件改正及び本件改正後に給費制を復活させなかったことが

国賠法上違法であるか否か）について

(1) 原告らは，本件改正及び本件改正後に給費制を復活させなかったこと

の立法不作為が，国賠法上違法であると主張する。

(2) 国賠法 1条 1項にいう違法とは，公務員が個別の国民に対して負担す

る職務上の法的義務に違背することをいい（前掲最高裁昭和60年11月21日第

ー小法廷判決，前掲最高裁平成17年 9月14日大法廷判決等），国会議員の立

法行為又は立法不作為が国賠法 1条 1項の適用上違法となるかどうかは，国

会議員の立法過程における行動が個別の国民に対して負う職務上の法的義務

に違背したかどうかの問題であって，立法の内容又は立法不作為が国民に憲

法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や，

国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措

置を執ることが必要不可欠であり，それが明白であるにもかかわらず，国会

が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などに，例外的に，国会議

員の立法行為又は立法不作為は，国賠法 1条 1項の規定の適用上，違法の評

価を受けるというべきである （前掲最高裁平成17年 9月14日大法廷判決，前

掲最高裁平成18年7月13日第一小法廷判決参照）。
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(3) 前記2ないし 5で説示したとおり，給費制又は本件権利はいずれも憲

法上保障された制度ないし権利ではなく，また，給費制を廃止した立法行為

が原告らと新64期生，現行65期生なしヽし裁判所書記官研修生との間で憲法14

条1項違反を生じさせるものではないから，そもそも本件改正が原告らに憲

法上保障されている権利を何ら侵害し，又は，平等原則に違反するものでは

ない。

したがって，本件改正という立法行為及び本件改正後に給費制を復活させ

なかった立法不作為は，国賠法上，違法であるとはいえない。

7 争点4 （原告らが司法修習に従事することが「公共のために用ひる」

ことに該当し，原告らは損失補償請求権を有しているか否か）について

(1) 原告らは，新65期生が司法修習に従事することが「公共のために用ひ

る」ことに該当し，憲法29条3項に基づく損失補償請求権を有していると主

張する。

(2) しかし，憲法29条3項が定める損失補償は，私人の意に反して強制的

に私有財産を公共のために用いる場合に関する規定であり，本来適法な公権

カの行使によって生じた損失を個人の負担とせず，平等原則によって国民の

一般的な負担に転嫁させることを目的とする制度である。

他方，司法修習生は，司法試験に合格した者の中で法曹となろうとする者

が最高裁によって採用されてなるのであるから，司法修習生となることは当

該個人の意思に基づくものであり，同項が予定する場合には当たらない。

また，司法修習は，司法権の担い手を養成するという社会公共の利益のた

めという側面もあるものの，個々の司法修習生にとっては，自らが望む法曹

になるために必要な能力を身につけるために行うもので教育的要素が強いし，

司法修習に臨むことは法曹になるという自己実現のためであって，社会公共

の利益のみのために，修習専念義務を負って労働の機会を失うものではない。

したがって，司法修習生が司法修習に従事することは「公共のために用ひ

ること」には当たらず，原告らに損失補償請求権はない

゜8 まとめ

以上によれば，原告らは，前記第2の1のとおり，本件訴訟において， ―

権分立を担う法曹の養成制度の在り方を問い，志ある人材が経済的事情によ
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り法曹を目指すことを断念せざるを得ない事態にならぬよう，国民の権利擁

護を担う法曹の多様性を確保して将来の法曹を支える人的基盤である司法修

習生に対して十分な環境のもとで教育を行うべく給費制を維持すべきである

とし，その法的主張として，三権の一翼を担う司法権の意義とそれを支える

法曹養成制度の意義，給費制が創設された経緯等から，給費制ないし本件権

利が憲法上保障されていること，改正の経緯，根拠等から本件改正が平等原

則違反に当たること，本件改正が国賠法上違法であること及び司法修習生に

対して損失補償が認められるべきことを挙げる。

確かに，志ある人材が経済的事情により法曹を目指すことを断念して法曹

志望者が減少することがないよう立法政策を立案すべきであるとの原告らの

考え方は司法制度に係る様々な立法政策の 1つとして位置付けられるところ，

本件改正後は，前記 1(2)ウ（力）のとおり，新65期生以降給費を受けられなくな

ったことにより，司法修習に影響を受けた者が発生し，前記 1(4)アないしキ

のとおり，司法修習生に対する経済的支援をする必要があるとして給費制の

復活を求める議論が起こり，同ク（り）のとおり，本件改正の後に生じた法曹志

望者の大幅な減少を踏まえて，新たな時代に対応した質の高い法曹を多数輩

出していくためにも法曹志望者の確保が喫緊の課題となり，法曹人材確保の

充実強化の推進等を図るために，平成29年改正法が成立し，同法67条の 2に

よる修習給付金の規定が盛り込まれ，平成29年11月 1日から施行されること

となったという経緯がある。原告らの司法修習には，いわば立法政策の変更

に伴う本件改正法と平成29年改正法との狭間に位置したことによる不利益が

あることは否定できないものの，前記 2において説示したとおり，給費制な

いし本件権利が憲法上保障されているものとはいえず，法曹養成制度は立法

事項として立法府の裁量に委ねられているもので，上記経緯も立法府による

裁量の結果である。

また，立法府は，原告らが上記のとおり求める，国民の権利擁護を担う法

曹の多様性を確保して将来の法曹を支える人的基盤である司法修習生に対し

て十分な環境のもとで教育を行うべきであるとの考えも折り込みつつ，法曹

養成制度の在り方に多様な方法が考えられる中で，その立法裁量により法科

大学院の導入とともに法曹養成制度の改正を決定し，その内容が本件改正で
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あるところ，前記3ないし 7において説示したとおり，本件改正の経緯及び

代替措置としての貸与制の存在に鑑みれば， ［判示事項相当部分］ 本件改正

が平等原則に違反するとはいえず，本件改正が合憲である以上国賠法上違法 {` 

であるとはいえず，さらに，原告らが， 「公共のために用ひ」られていると

はいえないから，原告らの請求にはいずれも理由がない。

第4 結論

以上のとおり，その余の争点につき判断するまでもなく，原告らの請求は

いずれも理由がないからこれを棄却することとし，よって，主文のとおり判

決する。

（裁判官吉村真幸五島真希野田翼）

別紙

貸与制の内容について

資力要件なし

利 息 なし

※返還期限を経過したときは年14.5％の延滞利息が付される。

貸与額 23万円（基本額）

（月額） 扶養家族あり／住居の賃借 25万5000円

扶養家族あり＋住居の賃借 28万0000円

基本額未満の額の貸与希望 18万0000円

保証人 自然人 2人又は指定金融機関の連帯保証

返還方法修習期間終了後 5年間据置き，その後10年間の分割返還

※繰上返還することも可能

返還の猶予 災害傷病その他やむを得ない理由により返還することが困難

となったとき

返還の免除 貸与を受けた者の死亡又は精神若しくは身体の障害により返還

することができなくなったとき
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